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I. はじめに 

 

I.1. 目的および留意点 

 

1. 本試行は、経済価値ベースの評価・監督手法の検討の一環として、以下の目的

で実施する。 

a. 標準的な手法の確立のため、経済価値ベースの保険負債等の計算について

の各社の対応状況、実務上の問題点、および本試行の仕様に基づく定量的

な影響等を把握すること 

b. 本試行の仕様に基づく結果を用いて、フォワードルッキングな分析に基づ

き財務状況を把握すること 

 

2. 本試行の内容は必ずしも最終的な手法の方向性を示しているものではなく、今

後の分析に基づき修正され得る。 

 

3. 本仕様書は、ICS1の 2021 年版データコレクションの仕様書における市場調整

評価（MAV）手法をベースに作成されている。なお、ICSでは、会計基準調整（GAAP+）

手法も並行して検討されているが、我が国における過去の検討との整合性や作

業負荷等を鑑み、GAAP+手法は本試行の対象外としている。 

 

4. 本仕様書の計算方法については、2021年 6月 30日現在までに公布されている

法令等で規定されておらず、保険会社の実務として一般的な合意形成がなされ

ていない内容も含まれている。 

 

5. 本試行の結果に基づいて、当庁が保険会社に対して責任準備金や資本の積増し

を求めることはないが、「動的な監督2」の一環として、保険会社の健全性の将来

的な持続可能性の検証や保険会社との対話等において、本試行の結果を活用す

ることを予定している。 

  

                         
1 Risk-based Global Insurance Capital Standard の略。IAIS（保険監督者国際機構）で検討さ

れている IAIGs（国際的に活動する保険会社グループ）を対象とした資本基準。 
2 「金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）」（金融庁 平成 30 年６月 29日公

表）14ページ参照。 
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I.2. 実施内容 

 

I.2.1. 概要 

 

6. 連結ベース、単体ベースの両方について、以下の各項目を市場整合的な経済価

値ベースで計算することとする（II「一般原則」から XVI「税効果」参照）。そ

の際、ICS の 2021 年版データコレクションに参加している会社は、ICS のデー

タコレクションで用いた手法に基づき、本試行に対応することができる。なお、

計算結果は、本仕様書と合わせて提供するテンプレートに入力することとする。 

a. 資産およびその他負債 

b. 現在推計 

c. 適格資本 

d. 現在推計を超えるマージン（MOCE）3 

e. 所要資本 

 

7. 前項の各項目における前回の試行からの主な変更点は、以下のとおり。 

 

表 I-1 前回の試行からの主な変更点 

項目名 主な変更点 

連結の範囲等  保険関連会社に保険持株会社を含めるよう変更 

現在推計  キャッシュフロー予測におけるインフレ前提の設定方法

の明確化 

 ミドルバケットの調整後スプレッドの計算方法の変更

（前回試行における計算方法の不備に係る修正） 

巨大災害リスク  自然災害モデルのセーフガードの一部変更 

株式リスク  各ストレスシナリオに係る所要資本の下限をゼロに設定 

税効果  経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTL の計算方法

の明確化 

 経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTL の相殺条件

の削除 

 経済価値ベースへの調整から生じる DTA の利用可能性評

価の算式の変更（前回試行における算式の不備に係る修

正） 

 

                         
3 ICP（保険コアプリンシプル）14.7 項参照。 
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8. 連結ベースの計算は、国内における最上位の保険会社または保険持株会社を頂

点として行うこととする。なお、連結の範囲等は、III「連結の範囲等」参照。 

 

9. 保険負債は、現在推計と MOCEの合計として計算することとする。 

 

10. 所要資本は、生命保険リスク、損害保険リスク、巨大災害リスク、市場リス

ク、信用リスク、オペレーショナルリスクについて、保有期間 1 年・信頼水準

99.5%の VaR を計算するとともに（リスクの一覧については「別紙 1 対象リス

クと統合手順」参照）、非保険事業のリスクを含め一定の分散効果を反映して統

合することとする。 

 

11. 本試行における巨大自然災害リスクの所要資本の計算に用いたモデルに関し

て、資本規制上の取扱いを検討するため、X.1.7「自然災害モデルのセーフガー

ド」および X.1.8「巨大自然災害リスクに関する追加情報」において規定される

セーフガードに関連する情報等を、「自然災害モデル」ワークシートおよび「自

然災害追加情報」ワークシートに記載することとする。 

 

12. 資本規制上の内部モデルのスコープや承認プロセス等を検討するため、内部

管理に用いているモデル（内部モデル）が存在する場合は、当該内部モデルによ

る計算結果、本仕様書の方法における計算結果との差異、モデルガバナンス態

勢、基準を満たしているかどうかの自己評価等について、「内部モデル」ワーク

シートおよび質問票で回答することとする（XVII「内部モデル」参照）。 

 

13. 保険会社の健全性を多面的・包括的に検証するため、基準日時点の数値に加

え、当該数値の経済前提に対する感応度（I.2.3「感応度分析」参照）および前

回の試行からの要因別の変動額（I.2.4「変動要因分析」参照）を計算すること

とする。 

 

14. 保険負債の妥当性検証態勢を検討するため、規定の記載項目を含む保険負債

の検証レポートを作成することとする（XVIII「保険負債の検証レポート」参照）。

なお、連結ベースの作成は不要とする。 

 

15. 単体ベースにおける子会社株式の取扱いを検討するため、ルックスルー・ア

プローチを子会社株式に適用した場合の結果をテンプレートに入力することと

する（XIX「子会社株式へのルックスルー・アプローチの適用」参照）。なお、連

結ベースの作成は不要とする。 
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I.2.2. 計算基準日 

 

16. 計算基準日は、2021年 3月 31日とする。 

 

I.2.3. 感応度分析 

 

17. 6 項の a から e の各項目について、以下のとおり経済前提を変更した場合の

感応度分析を行い、「感応度分析」ワークシートに記載することとする。なお、

合理的な近似計算を行うことができることとし、近似計算を行った場合は、そ

の詳細を質問票に記載することとする。 

○ 円金利のイールドカーブを 50bps上昇（第 1区分のみパラレルシフト4） 

○ 円金利のイールドカーブを 50bps下降（第 1区分のみパラレルシフト） 

○ 米ドル金利のイールドカーブを50bps上昇（第1区分のみパラレルシフト） 

○ 米ドル金利のイールドカーブを50bps下降（第1区分のみパラレルシフト） 

○ 豪ドル金利のイールドカーブを50bps上昇（第1区分のみパラレルシフト） 

○ 豪ドル金利のイールドカーブを50bps下降（第1区分のみパラレルシフト） 

○ 円金利の UFR を 50bps下降 

○ 株式・不動産の時価を 10%下落5 

○ 全通貨の為替レートを 10%円高6 

 

18. 前項の金利感応度の計算において、一般バケット（ベーシスリスク修正なし）

の割引率として、別途提供されるイールドカーブを用いることができる。当該

イールドカーブは、イールドカーブ作成ツールにおいて、第 1 区分の無リスク

金利（市場金利）または UFRを変動させることで作成している。 

 

I.2.4. 変動要因分析 

 

19. 適格資本について、以下の要因別に、前回（2020年実施）の試行からの変動

額を計算し、「変動要因分析」ワークシートに記載することとする。なお、合理

的な近似計算を行うことができることとし、近似計算を行った場合は、その詳

細を質問票に記載することとする。 

a. 計算方法の変更：前回の試行における計算方法を今回のものに変更したこ

                         
4 UFRは固定することとする（他の金利シナリオについても同様）。 
5 株式リスクおよび不動産リスクのエクスポージャーについて考慮することとする。 
6 例：基準日において 1米ドル＝100円の場合、1米ドル＝90 円として計算 
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とによる影響を入力する。当該影響が重要な場合は、質問票に主な要因別

の内容・影響を記載する。なお、本項目には、以下の要因が含まれ得る。 

i. 保険負債の計算モデルの変更 

ii. 前回試行からの仕様の変更（割引率に関する仕様の変更の影響は、e

に含めることとする） 

b. 計算基準日の変更：計算基準日を 1年更新したことによる影響を入力する。

なお、本項目には、以下の要因が含まれ得る。 

i. 期間の経過による保険負債の割り戻し 

ii. 保有する資産の期待収益 

iii. 期間の経過による MOCEおよび保証とオプションのコストの解放 

c. 新契約価値：2020年度に成立した新契約による影響を入力する。なお、損

害保険会社においては dに含めることとし、本項目への入力は不要とする。 

d. 非経済前提の変更：前回の試行における保険事故発生率、解約失効率、事

業費等の非経済前提を今回のものに変更したことによる影響を入力する。

なお、本項目には、前回の試行で 2020 年度に実現することが期待されてい

た利益と実績の差異を含める。 

e. 経済前提の変更：前回の試行における経済前提を今回のものに変更したこ

とによる影響を、以下の項目ごとに入力する。なお、本項目は、前回の試

行における感応度分析の結果等を用いて簡便的に計算することができる。 

i. 円金利のイールドカーブ 

ii. 米ドル金利のイールドカーブ 

iii. 豪ドル金利のイールドカーブ 

iv. 株式・不動産の時価 

v. 全通貨の為替レート 

vi. その他の経済前提（質問票に内容を記載） 

f. 資本取引：株主配当の支払、自己株式の取得、資本調達等の資本取引によ

る影響を、以下の項目ごとに入力する。 

i. 資本取引（Tier1）：株主配当の支払、自己株式の取得、Tier1資本調

達手段の発行等が含まれ得る。 

ii. 資本取引（Tier2）：Tier2資本調達手段の発行等が含まれ得る7。 

g. その他：その他の要因による影響が自動的に計算される。当該影響が重要

な場合は、質問票に主な要因別の内容・影響を記載する。なお、その他の

要因として、例えば、以下のものが含まれ得る。 

i. 保有・出再方針の変更 

                         
7 償還期限までの期間が縮小したことによる適格資本への算入額の減少を含めることとする。 
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ii. 株式・外国証券等のリスク性資産の保有により、期待収益を超過して

得られる収益 

 

20. 所要資本について、前回の試行からの変動額を計算し、「変動要因分析」ワー

クシートに記載することとする。また、リスクカテゴリーごとの主な変動要因

を、「所要資本の変動要因」ワークシートに記載することとする。なお、変動が

軽微とみなされるリスクカテゴリーについての記載は不要とする。 

 

I.2.5. 税率 

 

21. 法人税率および消費税率等の税率は、計算基準日時点の税制（基準日時点で

決定している将来の税制の変更を含む）に基づくこととする。 

 

I.2.6. 追加的な指針の提供 

 

22. 本試行開始後に、FAQ等の形式で、回答作成時の指針となる情報を追加的に提

供する場合がある。 
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I.2.7. 回答期限 

 

23. 表 I-2 の期限の 17 時までに回答することとする。なお、期限までの回答が

困難な場合には、期限日に暫定版を提出し、その後 1 ヶ月以内を目処に確定版

を提出することができる。その場合は、暫定版との差異およびその要因に加え、

期限遵守のボトルネックとなった要因についても報告することとする。 

 

表 I-2 回答期限8 

内容 
期限 

単体 連結 

6項の aから e 2021/9/30（木） 2021/11/30（火） 

質問票（11 項～15項を除く） 2021/10/29（金） 2021/11/30（火） 

13項の感応度分析、変動要因分析 2021/11/30（火） 2021/11/30（火） 

14項の保険負債の検証レポート 2021/11/30（火） N/A 

15項の子会社株式 2021/12/17（金） N/A 

11項の自然災害モデル 2021/12/17（金） 2021/12/17（金） 

12項の内部モデル 2021/12/17（金） 2021/12/17（金） 

 

  

                         
8 今後の新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、回答期限を変更する場合がある。 
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II. 一般原則 

 

II.1.1. 経済実態の優先 

 

24. リスクプロファイルに応じた真の公正な価値を反映するため、各取引および

事象の法的形式ではなく、経済実態をバランスシートに反映することとする。

バランスシートを作成する際には判断を要し得るが、重要と判断したものにつ

いては、質問票において前提条件等を記載することとする。 

 

II.1.2. プロポーショナリティ原則・ベストエフォート 

 

25. 計算および評価は、プロポーショナリティ原則に従うこととする。すなわち、

ある特定の要素または方法を当該計算および評価に適用した結果、得られる数

値の質または当該数値に関連するリスクの評価が重要な改善を示さないにもか

かわらず、複雑性が顕著に増加することを示せる場合、当該要素または方法を

適用しない、あるいは簡素化することができる。 

 

26. 簡素化した手法を用いることによる影響の重要性は、評価される項目の金額

的規模、事業および適格資本全体の規模、ならびにリスク評価の観点で評価す

ることとする。 

 

27. さらに、簡素化した手法を用いることで、完全な公正価値との差異が重要と

なり得るとしても、その他のいかなる適用可能な手法を用いてもより適切な近

似値が得られない場合、適切な調整を行うことを前提に、簡素化した手法を用

いることができる。 

 

例 

インフレ連動型年金のポートフォリオについて、理論的には、将来のインフ

レ率に関する完全な確率論的モデルが必要となり得る。ただし、モデリングや

用いられるパラメータの妥当性検証の複雑性を考慮して、インフレと死亡率

が無相関と仮定すると、現在推計の計算において、将来の年金支払額の計算前

提として単一の将来インフレ率を用いることができる。 

 

例 

10 の適格資本および 100の現在推計（貯蓄型契約）を有する保険会社を想
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定する。当該現在推計は、個々の契約単位によっても、全ての契約をまとめ

て平均的な年齢および解約・失効率を用いることによっても計算し得る。仮

に後者の手法によって現在推計の額に 1%の差異が生じたとすると、当該差異

は現在推計との関係では重要ではないと考えることができるが、適格資本に

対する相対的な影響度は（資産側に変化がないと仮定すると）10%である。こ

れは重要な差異と考えるべきであり、簡素化した手法を用いることはできな

い。なお、この事例は、重要性の基準値が適格資本の 10%であるということを

意味するものではない。 

 

II.1.3. ルックスルー・アプローチの適用 

 

28. 合同運用型ファンドおよびその他の間接的なエクスポージャーに内在するリ

スクを適切に評価し、経済実態を反映するため、可能な範囲でルックスルー・ア

プローチを適用することとする。 

 

29. 保険契約および間接的な投資については、組み込まれた全ての原エクスポー

ジャーを特定するため、ルックスルー・アプローチを適用することとする。な

お、自己の適格資本を人為的に増大させ得る間接保有に対しても適用すること

とする。 

 

30. 完全なルックスルー・アプローチが不可能な場合は、バーゼルⅢの枠組み9に

おける規定に従って、部分的にルックスルー・アプローチを適用することがで

きる。例えば、ある投資ファンドについて、当該ファンドがまず、その契約で許

容される上限まで、最大の所要資本を課せられる資産に投資し、その後、合計投

資額が上限に達するまで、所要資本が高い資産から順に投資を行うと仮定する

ことができる。 

 

31. ルックスルー・アプローチが完全に不可能な場合、所要資本の計算において

は、全ての投資を非上場株式とみなすこととする。 

 

32. 市場リスクにおいては、例えば、合同運用型ファンド、ヘッジファンド、強制

転換社債等に対して、当該金融商品に組み込まれている全ての間接的なエクス

ポージャーを特定するために、ルックスルー・アプローチが適用され得る。ルッ

クスルー・アプローチは、特定のストレス・アプローチに対して感応的な資産を

                         
9 http://www.bis.org/publ/bcbs266.htm 
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特定するために、可能な限り適用することとする。なお、間接保有または相互持

ち合いに関する適格資本の調整を認識する場合にも同様のアプローチが適用さ

れ得る。 

 

33. 保険リスクにおいては、例えば、単一トランシェの死亡率債やキャットボン

ド等に対して、死亡、長寿、巨大災害事象について作成されたストレスシナリオ

（および、もしあればその他の関連するシナリオ）が当該商品に及ぼす影響を

適切に捉えるために、ルックスルー・アプローチが適用され得る。 

 

II.1.4. 報告区分 

 

34. 保険負債については、「別紙 2 保険負債の報告区分」を参照し、各商品の性

質を勘案した上で、最も適切な区分に分類することとする。 

 

35. 各ワークシートで別途報告区分が定義されている場合には、当該区分に従う

こととする。 

 

36. 各区分への保険負債の分類は、II.1.1「経済実態の優先」の原則に従うことと

する。すなわち、保険負債は、保険契約の法的分類を基準とするのではなく、内

在するリスクの性質を最も良く反映する区分に分類することとする10。 

 

37. 各区分への配分は、ベストエフォートベースで行い、分類の際に用いた重要

な前提条件は、質問票に記載することとする。 

 

38. 資産は、「バランスシート」ワークシート上の区分に従い分類することとする。 

  

                         
10 主契約と特約も分離され得る。 
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II.1.5. 格付区分 

 

39. 格付区分の使用が求められる場合、格付機関ごとに表 II-1 の格付区分を適

用することとする。ただし、A.M. Best社の格付は、再保険エクスポージャーに

ついてのみ用いることができる。なお、＋や－等の修正は格付区分には影響を

与えない。 

1つのセルに 2つの格付が示されている場合、前者は長期格付、後者は短期格

付を表している。短期格付については、残存期間が 1 年以内の場合にのみ用い

ることとする。 

 

表 II-1 格付区分のマッピング 

格付 

区分 
S&P Moody’s Fitch JCR R&I DBRS AM Best 

1 AAA Aaa AAA AAA AAA AAA  

2 AA / A-1 Aa / P-1 AA / F1 AA / J-1 AA / a-1 AA / R-1 A+ 

3 A / A-2 A / P-2 A / F2 A / J-2 A / a-2 A / R-2 A 

4 BBB / A-3 Baa / P-3 BBB / F3 BBB / J-3 BBB / a-3 BBB / R-3 B+ 

5 BB Ba BB BB BB BB B 

6 B / B B / NP B / B B / NJ B / b B / R-4 C+ 

7 
CCC / C 

以下 
Caa 以下 

CCC / C 

以下 
CCC 以下 

CCC / c 

以下 

CCC / R-5 

以下 
C 以下 

 

40. 前項以外の格付機関で、現地の銀行規制当局がバーゼルⅡの枠組みにおいて

適格格付機関（ECAI）として認定した格付機関を採用する場合、当該格付機関が

発行した格付は、バーゼルⅡにおける S&P の格付区分にマッピングして用いる

こととする（AAA/AA については格付区分 2に相当）。 

 

41. 格付区分 1から 4を投資適格とする。 

 

42. 格付の使用に係る追加的な規定については、XII.1.4「外部格付の使用」参照。 
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III. 連結の範囲等 

 

該当のワークシート 連結の範囲 

 

43. 連結ベースの計算は、会計ベースの連結バランスシートを出発点とする。 

 

44. 連結ベースのバランスシートは、保険事業に係る額と非保険事業に係る額に

区分される。保険事業に係る額は、以下の定義を満たす事業体から構成される。 

a. 保険者：保険会社（保険事業を行う免許を有し、規制および監督の対象で

ある法的事業体またはその支店）または保険グループ 

b. 保険関連会社：主として保険者のオペレーションをサポートするために存

在する法的事業体または保険持株会社 

 

45. 会計ベースの連結バランスシートを構成する事業体は、会計基準とは異なる

特定の取扱いを適用するため、および非保険事業の所要資本を計算するため、

以下のとおり分類される。 

a. 保険者および保険関連会社 

b. 規制対象の非保険金融事業体 

c. 規制対象外の非保険金融事業体 

d. 非金融事業体 

 

46. 連結会計の取扱いは、以下の場合を除き、会計基準に準拠することとする。 

a. 会計基準上、ジョイント・ベンチャー11として支配されている保険者および

保険関連会社については、比例連結を適用することとする。なお、必要な

データが利用できないなど、当該取扱いが実務的に困難と考えられる場合、

調整は行わず、持分法を適用することとする。 

b. 会計基準上、ジョイント・オペレーション12として支配されており、自らの

資産、負債および取引ならびに当事者に共通して発生した資産、負債およ

び取引に対する持分を認識することで報告される保険者および保険関連会

社については、調整を行わない（すなわち、共同支配する資産を比例連結

する）こととする。 

                         
11 ジョイント・ベンチャーとは、共同支配の当事者が、その取り決めの純資産に対する権利を有

している場合の、共同支配の取り決めを指す。 
12 ジョイント・オペレーションとは、共同支配の当事者が、その取り決めに関する資産に対する

権利および負債に対する義務を有している場合の、共同支配の取り決めを指す。 
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c. 会計基準上、ジョイント・オペレーションとされており、自らの資産、負

債および取引ならびに当事者に共通して発生した資産、負債および取引に

対する持分を認識することで報告される非保険金融事業体および非金融事

業体については、持分法を適用することとする。 

d. 会計基準上、ジョイント・ベンチャーとされている非保険金融事業体およ

び非金融事業体については、持分法を適用することとする。 

 

47. 議決権のない投資スキームへの投資13に関する調整は、以下のとおりとする。 

a. 会計基準上、非連結とされた議決権のない投資スキームへの投資は、個別

または総体としてグループに重要なリスク14をもたらすとされる場合、連

結の対象とする。 

b. グループ内でオリジネートされた証券化は、“Level 2 Document for ICS 

Version 2.0 for the monitoring period” 15の Annex1に概説されている条

件を全て満たす場合は、連結しなくてもよい。 

 

48. 非保険事業体の所要資本は、事業体の種類およびセクター固有の資本要件の

対象かどうかに基づき、別途計算することとする（XV「非保険事業」参照）。ま

た、非保険事業体の適格資本は、VI「適格資本」に従うこととする。 

 

49. 用いた連結方法が上記に定める方法と異なる部分については、異なる点、お

よび重要な場合は推定される影響額を、質問票に記載することとする。 

  

                         
13 議決権のない投資スキームへの投資とは、議決権または類似の権利が支配力を評価する際の主

要な要素とならない投資スキームへの投資を指す。多くの場合、資本は僅かであるか、または資

本を有しておらず、特定の目的（例：特別目的事業体、ストラクチャード・エンティティ、

GP/LP ストラクチャー、信託、投資事業組合）のために設計される。 
14 この場合、重要なリスクはグループにもたらすリスクに関連する。グループのリスクに大きく

寄与するものを検討するにあたり、関連する事業体の総資産または総収入が、グループの総資産

または総収入の 1%を超えるかどうかを評価することとする。さらに、全ての重要でない事業体

を合計した結果、グループの総資産または総収入の 5%を超える場合、重要なリスクを見逃して

いる可能性があり、他の事業体を連結対象にする必要がある。 
15 https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-capital-standard 
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IV. バランスシート 

 

該当のワークシート バランスシート 

 

IV.1.1. インプット 

 

50. 「バランスシート」ワークシートの「バランスシート」（表 T9）の列[1]には、

日本の会計ベースの額を入力することとする。会計ベースの勘定科目と異なる

科目も設定しているが、可能な限り、会計ベースの額と整合的に入力すること

とする。 

 

51. 列[3]には、列[1]に入力した額のうち保険事業に係る額を入力することとす

る。なお、保険事業とは、免許を有する保険者と、当該保険者をサポートする事

業体（規制対象かどうかを問わない。例：主として当該保険者に対して損害調査

業務や資産運用業務を提供する子会社）の事業活動を指すこととする。 

 

52. 列[2]では、保険事業以外の事業に係る額が自動的に計算される。 

 

53. 列[4]は、会計ベースからの組替を行う列であり、列[3]に入力された会計ベ

ースの額から経済価値ベースのバランスシートを作成するための組替項目（本

仕様書で指定する評価手法の適用による調整を除く、連結ルール、相殺ルール、

その他の会計処理の差異に起因する科目間の組替項目）を全て入力することと

する。全ての組替項目の合計額はゼロにならなければならない。また、質問票に

おいて、組替項目の詳細を記載することとする。 

 

54. 列[5]には、本仕様書で指定する評価手法の適用による調整額を入力すること

とする。なお、調整額は「調整額」欄に一覧表示される。 

 

55. 列[6]では、保険事業に係る経済価値ベースの資産および負債の額が自動的に

計算される。 

 

56. 列[7]は、経済価値ベースのバランスシートであり、 列[2]＋列[6]として自

動的に計算される。 

 

57. 資産の額は、以下の方法により入力することとする。 
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a. 再保険回収額：「保険負債の商品別内訳」（表 T12）に再保険回収額の内訳を

入力し、その合計額が「バランスシート」（表 T9）の「再保険回収額」の科

目に表示される。商品区分については、「別紙 2 保険負債の報告区分」参

照。また、経済価値ベースへの調整により生じた税効果について、表 T11

に入力する。 

b. 繰延新契約費（連結上含まれている場合）：表 T9の列[1]において、繰延新

契約費、取得事業価値、その他の類似する残高を含める。ただし、列[5]に

おいては、これらの項目を取り崩し、関連する負債残高を通じて調整する。 

 

58. 保険負債の額は、以下の方法により入力することとする。 

a. 「保険負債の商品別内訳」（表 T12）に保険負債16の内訳を入力し、その合

計額が「バランスシート」（表 T9）の「保険負債」の科目に表示される。商

品区分については、「別紙 2 保険負債の報告区分」参照。 

b. 上記に加え、損害保険に係る保険負債については、「未経過責任に係る保険

負債」と「既発生事故に係る保険負債」の別に内訳を入力する。具体的に

は、表 T12の列[1]について、会計ベースの責任準備金から後述の適格資本

に算入される準備金を控除した額を「未経過責任に係る保険負債」に、支

払備金を「既発生事故に係る保険負債」に入力する。また、経済価値ベー

スにおける既発生事故に係る保険負債には、既発生事故に係る損害調査費

の推定額を含める。 

c. 会計ベースの保険負債は、出再額を保険負債から控除している場合、出再

控除後の額を表 T12の列[1]に入力し、列[2]の再保険回収額はゼロとする。

再保険回収額を資産に計上している場合は列[2]に入力し、列[1]には出再

控除前のグロスベースで入力する。 

d. 経済価値ベースの保険負債は、再保険回収額と相殺せずに表 T12の列[4]に

入力し、再保険回収額を列[5]に入力する。なお、会計ベースの保険負債が

保険約款貸付と相殺されている場合は、表 T12の列[4]では相殺せずに入力

するとともに、表 T9の列[4]を用いて保険約款貸付として資産計上する。 

e. 保険負債に対する調整に関しては、「保険負債の差異調整」（表 T14）におい

て、調整内容の詳細を入力する（IV.1.2「保険負債の差異調整」参照）。 

f. 保険負債の区分について、「別紙 2 保険負債の報告区分」の例と異なる区

分を採用した場合、質問票にその内容を記載する。 

g. 経済価値ベースへの調整により生じた税効果について、表 T11に入力する。 

 

                         
16 追加責任準備金を含む。 
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59. 保険負債以外の負債は、以下の方法により表 T9に入力することとする。 

a. 列[1]は、会計ベースのバランスシートと整合的に入力することとする。 

b. 出再保険に係る債務：出再保険に係る未払再保険料を入力することとする。 

c. その他の再保険債務：この勘定科目は ModCo（Modified Coinsurance）再保

険17に係る債務（保険負債に含めた額を除く）を入力することとする。 

 

60. 負債の部における準備金のうち、経済価値ベースのバランスシートでは適格

資本に含まれるもの（危険準備金、異常危険準備金（地震保険における危険準備

金を含む）、価格変動準備金、契約者配当準備金（未割当）等）は、負債の部の

「規制上の準備金」に入力し、表 T9 の列[4]を用いて同額を純資産に組替える

こととする。さらに、表 T9 の列[5]を用いて、有税残高については関連する繰

延税金資産の取崩、無税残高については繰延税金負債の追加計上を行い、表 T11

にも入力することとする。 

 

61. 自賠責保険の責任準備金・支払備金は、会計ベース、経済価値ベースともに、

表 T9の「自賠責保険の責任準備金・支払備金」に入力することとする。 

 

62. 表 T9 の「純資産」の欄には、バランスシートにおける純資産の内訳を入力す

ることとする。勘定科目の定義は、VI「適格資本」参照。特に、資本剰余金とそ

の他の拠出金等は区分して入力することとする。 

 

63. 「資本金（普通株式）」には、自己株式控除前のグロスベースの額を入力する

こととする。なお、自己株式については、「自己株式」に取得原価を入力するこ

ととする。 

 

64. 「非支配株主持分（うち、資本調達手段以外）」には、非支配株主持分のうち、

資本調達手段以外の形態による第三者持分を入力することとする。 

 

65. ある事業またはクローズドブロックに対して区分された剰余（保険契約者配

当の支払義務を含む）は、「有配当保険の保険契約者持分」に入力することとす

る。 

 

IV.1.2. 保険負債の差異調整 

 

                         
17 平成 8年大蔵省告示第 50号第 1条第 5項に記載の再保険とする。 
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66. 現在推計の計算の際に、会計ベースの保険負債に加えられた調整の内容を把

握するため、「バランスシート」ワークシートに「保険負債の差異調整」（表 T14）

が用意されている。 

 

67. 当表において、保険負債の会計ベースから経済価値ベースへの調整の内訳を、

「保険負債の商品別内訳」（表 T12）と同じ商品区分で入力することとする。 

 

68. 調整内容の内訳については、所与の各列をベストエフォートベースで用いる

こととする。「非経済前提の更新」と「経済前提の更新」の分離についても、ベ

ストエフォートベースで対応することとする。 

 

69. 各列への入力は、以下の方法に従うこととする。なお、入力例は、「別紙 3 保

険負債の差異調整例」参照。 

a. 会計ベース：「保険負債の商品別内訳」（表 T14）を参照する計算式が設定さ

れており、会計ベースの保険負債が商品区分別に表示される。 

b. 再保険のグロスアップ：再保険回収額のグロスアップに伴う組替調整額を

入力する。 

c. その他の組替調整（DAC等）：会計上の定義、ネット・グロス（再保険回収

額のグロスアップを除く）、連結の範囲、連結上の会計処理（繰延新契約費

（取得事業価値等を含む）および未収保険料の戻し入れに伴う相殺額を含

む）等における、会計ベースと経済価値ベースの差異に伴う組替調整額を

入力する。 

d. 契約の境界線の差異：会計ベースと経済価値ベースの契約の境界線の定義

の差異による調整額を入力する。 

e. 非経済前提の更新：非経済前提について、経済価値ベースと整合的な前提

への更新に伴うキャッシュフローの変動を入力する。 

f. 経済前提の更新：経済前提の更新（割引率の更新を含む）による影響額を

入力する。会計ベースのバランスシートで割引計算を行っていない保険負

債に関して、割引計算を新たに実施したことによる影響額はここに含める。

なお、保証とオプションのコストの計算による影響額については、列[7]に

入力する。 

g. 保証とオプションのコスト：保証とオプションのコストの額を入力する。 

h. その他：上記以外の調整額。当列に入力した額のうち重要なものについて

は、その詳細と内訳を質問票に記載する。 

i. 経済価値ベース：列[1]から[8]の合計として自動的に計算される。「保険負

債の商品別内訳」（表 T12）の列[4]または列[5]の額と一致すべき項目。 
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V. 経済価値ベース評価手法 

 

該当のワークシート バランスシート 

保険負債ポートフォリオ 

ミドルバケット 

 

V.1. バランスシートの各項目の評価 

 

70. バランスシートの各項目の評価は、次項で個別の調整方法を示している項目

を除き、会計ベースの（連結）バランスシートに適用される会計基準に基づくこ

ととする。 

 

71. 以下の各項目については、所定の調整を行うこととする。 

a. 保険負債および再保険回収額は、V.2「現在推計の計算方法」に従い調整す

る。なお、保険契約者が投資リスクに晒される特別勘定・ユニットリンク

の負債は、V.5「資産ポートフォリオによって複製可能な保険負債」に従い

評価することができる。 

b. 自賠責保険の責任準備金・支払備金および地震保険の危険準備金・支払備

金は、会計基準上の評価に基づく。 

c. 資産および負債に計上されている金融商品（適格資本に算入される負債は

除く）は、会計基準で要求される開示（「金融商品の時価等の開示」）に用

いた公正価値に調整する。ただし、負債は自身の信用状態の変化を考慮に

入れない評価額に調整する18（例：自社が発行した劣後債は、市場価格に再

評価するのではなく、貨幣の時間価値の変化のみを反映（すなわち、イー

ルドカーブのみ更新）した現在価値を用いる）。なお、適格資本に算入され

る負債は会計基準上の評価に基づく。 

d. 単体ベースにおいて、外貨建の子会社株式および関連会社株式は、基準日

時点の為替レートで再評価する。 

e. のれんおよびその他無形資産は、会計基準上の評価に基づく19。ただし、の

れんおよびその他無形資産は、適格資本の計算時に調整の対象となる。 

f. 自己使用目的の不動産は、投資不動産の取扱いとの一貫性のため、公正価

値で評価する。 

g. 退職給付に係る資産および負債は、会計基準上の評価に基づく。なお、単

                         
18 ICP 14.6：技術的準備金およびその他の負債の価値は、保険者自身の信用状態を反映しない。 
19 借地権については、経済価値ベースでは、不動産に組替えることとする。 
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体ベースの場合は、未認識数理計算上の差異および過去勤務債務を含める。

ただし、退職給付に係る資産は、適格資本の計算時に調整の対象となる。 

h. 繰延税金資産・繰延税金負債は、XVI「税効果」に従い調整する。 

i. 繰延新契約費、その他繰延費用（取得事業価値等）および未収保険料（基

準日以降に支払期日が到来し、契約の境界線の範囲内にある将来保険料）

を資産計上している場合はゼロに調整し、それらのキャッシュフローは現

在推計の評価に反映する。基準日以前に支払期日が到来する未収保険料を

資産計上している場合は、現在推計の計算には含めず、資産計上を維持す

る。また、代理店貸は、「その他の非運用資産」に入力する。 

j. 保険約款貸付は、現在推計と相殺せず投資資産の内訳として入力する。 

k. 偶発債務は、会計基準上の評価に基づくが、通常は、見積もり内容が信頼

できるものでないこと、または会計基準上の負債の定義に合致しないこと

から、オフバランスと考えられる。オフバランスの重要な偶発債務につい

ては、質問票に詳細を記載する。 

 

V.2. 現在推計の計算方法 

 

V.2.1. 計算およびキャッシュフロー予測の基礎 

 

V.2.1.1. 一般的事項 

 

72. 現在推計は、保険債務に関連する将来キャッシュフローを本仕様書で指定す

るイールドカーブで割り引いて得られる現在価値の確率加重平均とする20。 

 

73. 現在推計は、黙示的または明示的なマージンを含めないこととする。 

 

74. 再保険回収額は、元受保険および受再保険の現在推計と整合的に計算するこ

ととする。したがって、同一の前提条件と入力データを用いることとする21。な

お、再保険回収額は、期待回収不能額を控除した正味額とし、重要性の観点から

期待回収不能額の控除を行わない場合には、特に以下の点に留意することとす

る。 

○ 出再先の信用状況や財政状態、過去の回収不能実績等を踏まえて評価した

                         
20 マイナスの現在推計を許容する。 
21 元受契約と再保険契約の期間のミスマッチがある場合、元受契約の期間中に再保険契約を更新

する蓋然性が高いと判断されることを条件に再保険の更新を見込むことができることとし、定量

的な影響度および蓋然性が高いと判断した理由を質問票に記載することとする。 
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回収不能が発生する蓋然性とそれらに基づく回収不能想定額の金額的重要

性 

○ 格付会社が公表しているデフォルト率や信用リスクの計算に使用するリス

ク係数等に基づく回収不能想定額の金額的重要性 

 

例：再保険回収額に係る期待回収不能額 

格付区分別に設定した期待デフォルト率や回収不能割合を、出再先の格付区

分別に集計した再保険回収額に適用する方法や、格付別の期待デフォルト率・

回収不能割合に基づいて設定した平均的な期待デフォルト率・回収不能割合を、

一律に再保険回収額に適用する、といった手法が考えられる。 

なお、こうした手法を適用する場合の留意点として、取得可能なデフォルト

率が再保険会社に限定したものではないことや、実際の出再先の性質と異なる

ことが考えられることから、これらの限界に留意し、必要に応じて調整を加え

て評価することが考えられる。 

 

75. 現在推計を評価する際には、自身の信用状態を考慮した調整は行わないこと

とする。 

 

76. 現在推計の計算は、以下の要因等に関する不確実性を考慮した、将来キャッ

シュフローの確率加重平均に基づく。 

○ 保険事故の発生タイミング、頻度および損傷度 

○ 保険金の額およびインフレ（保険金の額の決定に用いる指標に関する不確

実性を含む） 

○ 保険金の決済に要する期間 

○ 経費の額 

○ 保険契約者行動 

 

77. キャッシュフロー予測には、現実的に期待される将来の人口動態、法律、医

療、技術、社会または経済の発展を反映することとする。また、自社が晒され得

る各種のインフレ（例：消費者物価指数、医療費の高騰、給与の高騰）を認識し

て、適切なインフレ前提をキャッシュフロー予測に織り込むこととする。その

際、保険料調整条項の考慮が必要な場合がある。 

 

78. インフレ前提は、物価連動国債から算定されるブレーク・イーブン・インフ

レ率や消費者物価指数、および UFR に反映されているインフレ率（117 項参照）

等を参照のうえ、年限区分ごとのイールドカーブの設定方法（V.3.1「イールド
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カーブの設定方法」参照）と整合的に設定することとする。なお、上記と異なる

方法でインフレ前提を設定する場合、質問票に設定方法および当該方法を採用

した理由等を記載することとする。 

 

79. 現在推計は、再保険および特別目的事業体からの回収額を控除する前のグロ

スベースで計算し、当該回収額は別途計算して資産として認識することとする。 

 

80. 現在推計の計算に含めるキャッシュフローには、少なくとも契約の境界線内

にある以下のものを含めることとする。 

○ 支払給付金および支払保険金 

○ 直接経費および間接経費（例：一般管理費、資産運用経費、損害調査費、

取扱手数料、本社費） 

○ 保険料 

○ 再保険および特別目的事業体以外からの代位支払および代位回収 

○ 保険金の額を確定するために必要なその他の支出 

 

81. 保有契約および基準日時点で認識されているが未だ有効でない契約に関連す

る全ての経費を、将来キャッシュフローの計算に含めることとする。経費前提

は、ゴーイング・コンサーン・ベースで見積もり、将来契約にのみ関連する将来

の経費は、現在推計の計算において考慮しないこととする。 

 

例：損害保険の経費配賦 

未経過責任に係る部分および既発生事故に係る部分の各々について、金額ま

たは件数当たりの間接経費をゴーイング・コンサーン・ベースで見積もり、各々、

予測される金額または件数を乗じることで、間接経費を予測する。 

 

82. 損害保険契約の未経過責任に係る現在推計は、2 種類の簡便法を用いて計算

することができる。 

 

83. 第 1 の簡便法としては、現在推計のコンセプトを合理的に近似できる場合、

複数の構成要素を用いた以下の算式を用いることができる。 

 

𝑃𝐿 = (𝐶𝑅 − 𝐴𝐸𝑅) ∗ 𝑈𝑃𝑅 + (𝐶𝑅 − 1) ∗ 𝑃𝑉𝐹𝑃 

 

ここで、算式中の記号は以下のとおりとする。 

a. PL は、未経過責任に係る現在推計を表す。  
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b. CR は、コンバインドレシオ（全ての経費を含む）を表す。 

c. UPR は、未経過保険料を表す。 

d. PVFP は、契約の境界線内における将来保険料の現在価値を表す。 

e. AER は、新契約費率を表す。 

 

84. 第 2 の簡便法としては、重要性またはその他の合理的な理由により更なる簡

便法が必要とされる場合であって、コンバインドレシオが 1 未満の場合には、

以下の算式を用いることができる。 

 

𝑃𝐿 = 𝑈𝑃𝑅 

 

85. 既発生事故に係る保険負債の現在推計は、基準日以前に発生した事故から生

じる全てのキャッシュフローを反映することとし、既発生未報告（IBNR）の事故

についても含めることとする。なお、会計ベースの支払備金を用いた簡便的な

計算を行う場合、特に以下の点に留意することとする。 

a. 金利の割引による差異影響が限定的であることが、金額規模や金利影響分析

等（支払が長期に及ぶものでないこと等）で確認されていること 

b. 採用する手法（推定モデル）について、安定的な過去実績があること、影響

が限定的であることが、金額規模やバックテスト等で確認されていること 

c. 会計ベースの支払備金において考慮されていない未払損害調査費等に関し

て、差異影響が限定的であることが、金額規模や影響額試算等で確認されて

いること 

d. その他、簡便法の採用に伴い重要な差異を生じさせる点について、それが結

果にもたらす影響が軽微であることにつき、金額規模や影響額試算等で確認

されていること 

 

86. 将来の市場パラメータや資産利回りのシナリオは各社で作成することとし、

そのためのインプットとしてイールドカーブが必要な場合は、本仕様書で指定

する「調整後の」イールドカーブを用いることとする。 

 

87. 他の通貨から報告通貨への換算は、基準日時点の為替レートを用いることと

する。 

 

V.2.1.2. 保証とオプションの評価 

 

88. 現在推計の計算のためのキャッシュフローの中には、保証とオプションにつ
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いての期待キャッシュフローを含めることとする。保証とオプションの時間価

値の計算においては、保険の対象となるリスクに関連する全ての支払、特に契

約者配当を考慮することとする。 

 

89. 全ての保証とオプションは、無裁定価格となる手法22を用いて評価することと

し、無リスク金利のイールドカーブの代替として、調整後のイールドカーブに

基づくこととする。 

 

例 

変額年金には、特定の資産の運用成績に紐付いた最低保証付生存給付金

（例：最低満期給付金または最低解約払戻金）が含まれている場合がある。

これにより、負債キャッシュフローに経路依存性が生じる場合がある。 

 

V.2.1.3. 保険契約者行動 

 

90. 期待キャッシュフローには、受け取る給付金の額、タイミングまたは性質を

変更させる、保険契約者の契約上の権利を反映することとする。 

 

91. 保険契約者が解約・失効等の契約上のオプションを行使する可能性は、将来

的な見通しを考慮することとし、特に以下の事項を勘案することとする。 

a. 過去および期待される保険契約者行動（マネジメント・アクションに対す

る反応も考慮する） 

b. 特定の状況下で、オプションの行使が保険契約者にもたらす利益の程度 

c. 経済状況 

 

92. 保険契約者行動に関する前提条件は、将来期待される行動を表しているとみ

なせる範囲で、可能な限り適切な統計上および経験上の証拠に基づくこととす

る。 

 

93. 保険契約者行動に関する前提条件は、投資収益に関する前提条件および本仕

様書で指定する調整後のイールドカーブと整合的なものとする。 

  

                         
22 保証とオプションの評価においては、特に経路依存性を考慮することとする。 
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V.2.1.4. 将来の裁量給付の評価 

 

94. 将来の裁量給付には、全ての非保証金額を含めることとする。これには、資

産運用利益または保険引受利益の一部を保険契約者に配分するという、法的ま

たは契約上の義務に関係付けられる配当金を含む。 

 

95. 契約者配当や保証利率などの裁量給付については、将来期待される経験、現

在推計の計算に用いられる経済シナリオおよび保険契約者の合理的な期待と整

合的な期待支払額を、現在推計において含めることとする。例えば、参照資産群

が、保証利率より多くの額を獲得すると期待され、裁量によって追加的な保証

利率の上乗せを実施できる場合、期待される裁量による保証利率の上乗せを考

慮することとする。 

 

96. 将来の裁量給付の予測は、契約に適用されるイールドカーブと整合的なもの

とし、また、保険契約者行動のモデリングとも整合的なものとする。 

 

例： 将来の資産ポートフォリオ利回りの予測 

 

資産ポートフォリオの投資リターンに関連して給付が支払われる有配当商

品については、基準日時点で保有している資産を、配当キャッシュフローの予

測に反映することとする。予測において新規投資が生じる場合は、当該新規投

資は規定されたイールドカーブと整合的な利回りを獲得することとする。結果

として、当該資産ポートフォリオの利回りは、配当キャッシュフローの計算に

用いられる基準日時点の簿価利回りから始まり、保有資産が満期を迎え、新規

投資が行われるに伴い、規定されたイールドカーブに収束していく。 

同様に、ストレス状況下で異なるイールドカーブを想定した評価が要求され

る場合、当該資産ポートフォリオの利回りが規定されたストレス下でのイール

ドカーブへ収束することを反映して、負債キャッシュフローの予測を再度行う

こととする。配当キャッシュフローには、ストレス下における投資ポートフォ

リオのリターンに基づく期待支払額を反映することとする。 

 

単純化された例 

保証利率等がない有配当商品について、基準日時点の保有資産ポートフォリ

オの簿価利回りは 5%と想定し、規定されたイールドカーブは全年限に亘り 2%

で一定とする。当初資産の 20%が各年で満期を迎え、全ての資産が 5 年目末ま

でに満期を迎える。この場合、結果は以下のようになる。 
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年度 1 2 3 4 5 6 7 8 

資産ポートフォリオの簿価利回り 5.0% 4.4% 3.9% 3.4% 2.9% 2.0% 2.0% 2.0% 

予測される負債保証利率 5.0% 4.4% 3.9% 3.4% 2.9% 2.0% 2.0% 2.0% 

規定された割引率 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

(*) 資産の入れ替え、キャッシュフローマッチングの程度、保有資産の種類により、利回

りの推移は異なることに留意 

 

V.2.2. 保険契約の認識・契約の境界線・推計対象期間 

 

97. 保険契約は、保険会社が契約の当事者となったときに認識され、当該契約に

関連する全ての義務が消滅するまで認識し続けることとする。現在推計の計算

においては、基準日に認識されている全ての契約を考慮することとする。 

 

98. 認識された契約に関連する将来の保険料と関連する保険金および経費を、各

契約の境界線まで考慮することとする。 

 

99. 保険会社が契約の当事者となり、契約内容を一方的に修正または解除できな

い状態となった場合は、たとえ保険責任が開始する前であっても、保険契約を

直ちに認識し評価することとする。 

 

100. 現在推計の計算における推計対象期間は、基準日時点の保有契約に関連する

義務を履行するために必要な全てのキャッシュインフローおよびアウトフロー

が発生する期間とする23。 

 

例 

2021/3/1 始期の医療保険契約について、当該契約は 2020/12/20 に引き受

けられており、保険責任開始前に契約条件を変更できない状態となっている。  

2020/12/31時点で、この契約はバランスシート上で認識することとする。 

 

101. 保険契約は、全ての起こり得る保険金が完全に決済され、全ての将来キャッ

シュフローがゼロになった場合は、認識を中止することとする。 

 

                         
23 ただし、89 年目以降のキャッシュフローが存在する場合は、89年目にその時点の現在推計

（または責任準備金等）をキャッシュアウトするとみなして計算することができる。 
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102. 現在推計の計算においては、基準日時点で認識されている契約のみを考慮し、

いかなる将来契約も考慮しないこととする。 

 

103. 将来保険料を含む、認識された契約に関連するあらゆる義務を、現在推計の

キャッシュフロー予測において考慮するものとする。ただし、認識している保

有契約に関する将来保険料（および関連する保険金ならびに経費）のうち次に

掲げる日のいずれかを超える部分は、保険会社が保険契約者に対して保険料の

支払を強制できることを示せない場合、かつ強制させる意図があることを示せ

ない場合には、現在推計において考慮しないこととする。 

a. 保険会社が、当該保険契約を終了させるまたは支払期日が到来した保険料

の受領を拒否できる一方的な権利を有する日 

b. 保険会社が、当該保険契約の保険料または給付金を、リスクを完全に反映

するように変更できる一方的な権利を有する日 

 

104. 団体契約についても類似の基準が適用される。保険会社が、ポートフォリオ

全体の保険料を、ポートフォリオのリスクを完全に反映するように一方的に変

更できる場合は、前項 b の条件が満たされていることになる。なお、前項およ

び本項の規定により、団体契約の更新後契約が境界線の範囲外となり、かつ団

体契約の更新後契約を含めることが妥当と考える場合には、その理由および影

響度について、質問票に記載することとする。 

 

例 

毎年更新可能な保障型の団体生命保険契約について、保険会社はこのポー

トフォリオを契約単位には管理していないが、ポートフォリオから発生する

リスクを完全に反映するように、毎年の始期応当日にポートフォリオ全体の

保険料を自由に調整することができるとする。この場合、前項に定める条件が

適用される。当該調整が可能である場合には、現在推計の計算において、次回

の始期応当日より先の保険料、関連する保険金および経費は含まれない。 

 

例 

平準払保険料の終身保険契約について、保険会社は保険料の受領を拒否す

ることはできず、保険期間を通じて保険料は一定とする。この場合は、当該

契約の全ての（確率加重平均された）将来保険料が、関連する保険金および

経費とともに、現在推計において考慮される。 

 

例 
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2020 年 7月 1 日始期で保険料月払の医療保険（医療費）契約について、毎

年の始期応当日に保険料をある指標と連動してスライドさせることができ、

保険会社には最初の 12 か月間は保険契約を終了させる権利はないとする。

2020 年 12 月 31 日時点で、現在推計には、将来 6 か月（2021 年 1 月 1 日～

2021 年 6月 30日）分の保険料、関連する保険金および経費が含まれる。 

 

V.2.3. データ品質および前提条件の設定 

 

105. 現在推計の計算は、最新かつ信頼できる情報および現実的な前提条件に基づ

くこととする。現在推計の決定は客観的かつ包括的に行われ、観察可能な入力

データを使用することとする。 

 

106. 現在推計の計算に用いるデータの選択においては、以下の事項を考慮するこ

ととする。 

a. データの正確性、完全性および適切性の基準に基づくデータ品質 

b. データ収集および処理の過程における前提条件の使用および設定 

c. 定期的なデータ更新の頻度および追加的な更新が必要になる状況 

 

107. 自身の経験からは、限定的な、または信頼性の低いデータしか利用できない

場合は、その他のデータソースで補うこととする。ポートフォリオの特性が、使

用される外部データに表れる母集団の特性と異なる場合、ポートフォリオのリ

スク特性との整合性を確保するために、外部データの調整を行うこととする。 

 

108. 現在推計の計算に用いる前提条件は、利用可能な全ての最新の情報に基づく

基準日時点の期待を反映することとする。その際、特に以下の事項を考慮して、

期待される将来の状況を評価することとする。 

a. 過去の傾向が今後継続しない、新たな傾向が生じる、または、経済、人口

動態、その他の変化が保有契約から生じるキャッシュフローに影響を与え

得る、という証拠があるかどうか 

b. 保険引受手続や損害調査手続において、保険契約ポートフォリオに対する

過去データの関連性に影響を与え得るような変化が生じているかどうか 

c. 過去データでは捉えられていない、現在推計に影響を与え得る事象24 

 

                         
24 現在推計を計算する際には、基準日時点で判明しており、現在推計に影響を与え得る将来事象

や、過去のデータでは発生が捉えられていないが、将来発生が見込まれるリスク等を考慮するこ

ととする。 
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V.2.4. マネジメント・アクション 

 

109. 現在推計の計算において、客観的、現実的かつ検証可能である場合、マネジ

メント・アクションを認識することができる。現在推計の計算において認識さ

れたマネジメント・アクションは、保険契約者に対する義務や、適用される法律

に矛盾しないものとする。 

 

110. 現在推計の計算において認識されるマネジメント・アクションは、有配当商

品および保険料調整可能商品に関する将来の配当またはその他の裁量給付に影

響を与える決定に限定される。 

 

111. 想定される将来のマネジメント・アクションは、事業慣行および事業戦略を

変更する十分な証拠がない限り、基準日時点の慣行および戦略に整合的なもの

とする。 

 

112. 将来のマネジメント・アクションが特定の状況下で実行されることが合理的

に予想できる場合には、現在推計の計算において、将来のマネジメント・アクシ

ョンを考慮することができる。 

 

113. マネジメント・アクションの前提条件には、マネジメント・アクションの実

施に必要な期間と生じる全ての増分費用を考慮することとする。 
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V.3. 割引率 

 

V.3.1. イールドカーブの決定方法 

 

114. イールドカーブは、以下の 3区分アプローチに基づく。 

 

表 V-1 イールドカーブの概要 

 概要 

第 1

区分 

無リスク金利 

○ 流動的な金利スワップまたは国債から得られ

る市場情報に基づいて決定 

○ 金利スワップの場合は、価格決定で考慮され

る信用リスクを適切に除外 

調整後スプレッド 適用あり(3バケット) 

第 2区分 スミス・ウィルソン法25を用いて補外 

第 3区分 終局フォワードレート（UFR）+スプレッド 

 

表 V-2 イールドカーブ（フォワードレート）の決定方法の概念図 

 
 

115. 個々の通貨について、第 1区分から第 2区分への移行は、深み、流動性およ

び透明性のある金融市場において、市場情報が観測可能な最後の年限（最終観

測可能年限：LOT）で行われている。 

 

116. 全ての通貨について、第 3 区分は LOT より 30 年経過後から開始することと

するが、60年以前にはならないもの（すなわち、いずれか大きい方）とする。 

 

117. UFR は、通貨ごとに以下の合計として計算されている（主要通貨については

表 V-3参照）。 

                         
25 UFRをインプットとし、債券価格の観測値にフィットするイールドカーブを決定する手法。 

第1区分

市場価格

第3区分

UFR

第2区分

補外

年限
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a. 年間実質金利の単純算術平均として計算された期待実質金利（主要先進国

市場は 1.8%、その他先進国市場は 2.4%、新興市場は 3.0%に設定） 

b. 期待インフレターゲット（中央銀行がインフレターゲットを設定している

場合は、当該ターゲットに基づく。ターゲットが公式に存在しない場合は、

2.0%または過去の実績等に基づき設定） 

 

118. UFR の年間変動幅は 15bpsを上限とし、以下の式に基づき変更される。 

 

𝑈𝐹𝑅𝑡 = {

𝑈𝐹𝑅𝑡−1 + 15𝑏𝑝𝑠 , 𝑖𝑓 𝑈𝐹𝑅𝑡
∗ ≥ 𝑈𝐹𝑅𝑡−1 + 15𝑏𝑝𝑠

𝑈𝐹𝑅𝑡−1 − 15𝑏𝑝𝑠 , 𝑖𝑓 𝑈𝐹𝑅𝑡
∗ ≤ 𝑈𝐹𝑅𝑡−1 − 15𝑏𝑝𝑠

𝑈𝐹𝑅𝑡
∗ , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

 

ただし、 

 𝑈𝐹𝑅𝑡：年度 t における年間変動幅の上限適用後の UFR 

 𝑈𝐹𝑅𝑡−1：年度 t-1における年間変動幅の上限適用後の UFR 

 𝑈𝐹𝑅𝑡
∗：年度 t における年間変動幅の上限適用前の UFR 

 

119. 長期的な再投資により獲得が予想されるスプレッドを表すものとして、以下

のスプレッドが UFR に上乗せされる。 

a. 主要先進国市場：20bps 

b. その他先進国市場：25bps 

c. 新興市場：35bps 

 

表 V-3 主要通貨の UFR 

通貨 市場情報 LOT（年） UFR 

AUD 豪ドル 国債 30 3.8% 

CAD カナダ・ドル 国債 30 3.8% 

EUR ユーロ スワップ 20 3.8% 

GBP 英ポンド スワップ 50 3.8% 

JPY 日本円 国債 30 3.8% 

NZD ニュージーランド・ドル スワップ 20 4.8% 

SGD シンガポール・ドル 国債 20 3.8% 
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USD 米ドル 国債 30 3.8% 

 

V.3.2. 調整後スプレッドの決定方法 

 

120. 調整後スプレッドの計算においては、3 バケット手法を用いることとする。

保険負債およびその裏付資産の性質に応じて保険負債を 3 つのバケット（トッ

プ、ミドル、一般）に分類し、バケットごとに異なる調整後スプレッドが決定さ

れる。 

 

121. 調整後スプレッドの計算に関して、各社に提供する情報、および各社で実施

する計算は表 V-4 のとおり。 

 

表 V-4 調整後スプレッドの計算 

 各社に提供する情報 各社で実施する計算 

一般 

バケット 

無リスク金利のイールドカーブ 

代表ポートフォリオに基づく通

貨ごとの調整後スプレッドを上

乗せしたイールドカーブ 

該当なし 

（ただし、必要に応じてベーシ

スリスク修正を実施） 

ミドル 

バケット 

無リスク金利のイールドカーブ 

通貨・法域ごとの各資産格付区

分のデュレーション別スプレッ

ド（リスク修正控除後） 

各社ポートフォリオのデュレー

ション別資産構成比（ウエイト）

を用いた加重平均調整後スプレ

ッドおよびTOM比率の計算 

トップ 

バケット 

無リスク金利のイールドカーブ 

各資産格付区分のリスク修正 

各社の資産スプレッドおよび各

社ポートフォリオの資産構成比

（ウエイト）を用いた加重平均

調整後スプレッドの計算 

 

122. 単体ベースと連結ベースの両方を計算するグループは、連結ベースで通貨ご

との調整後スプレッドを計算し、同様の調整後スプレッドを単体ベースの各社

の計算で用いることができる26。 

 

V.3.2.1. 各バケットの適格性の基準 

 

                         
26 この場合、同様の調整後スプレッドをグループ内の全ての社における単体ベースの計算で用い

ることとする。 
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123. 以下の基準を全て満たす保険負債は、トップバケットに分類することとする。

なお、適格性を評価する際には、保険負債を異なる部分に分けない（すなわち、

アンバンドリングを行わない）こととする27。 

a. 下記 e の条件を満たすものを除き、解約時に現金給付のない生命保険およ

び支払中の障害年金であること。 

b. 保険負債を裏付ける資産ポートフォリオが対応する負債とともに特定され、

その他の事業から生じる損失をカバーするために用いられることなく、区

分して管理されていること28。 

c. 関連する各通貨に対し、無リスク金利のイールドカーブの LOT までの期間

において、特定された資産ポートフォリオの期待キャッシュフローによっ

て、同一通貨の保険負債のポートフォリオの期待キャッシュフローが複製

されること。前の年限における資産キャッシュフローの超過分を繰越すこ

とによってミスマッチに対処する場合、それが重要なリスクを生じさせな

いこと。なお、キャッシュフローの繰越は、LOTまでの期間における割引前

の負債キャッシュフロー全体の 10%を限度とする。また、保険負債の裏付

資産として当該保険負債と異なる通貨建の資産を保有している場合、当該

資産の為替リスクが完全にヘッジされていることを条件に、当該資産のキ

ャッシュフローを上記のキャッシュフローテストにおいて考慮することと

する。ただし、ヘッジコストを資産キャッシュフローから控除することと

する。 

d. 保険負債に将来保険料が含まれないこと。 

e. 保険負債のポートフォリオに保険契約者に対する解約オプションが含まれ

ないこと、または、基準日時点および全ての将来時点において、解約返戻

金が特定されたポートフォリオの資産の価値を超えないこと。 

 

124. 以下の基準を全て満たす保険負債は、ミドルバケットに分類することとする。

なお、適格性を評価する際には、保険負債を異なる部分に分けない（すなわち、

アンバンドリングを行わない）こととする。 

                         
27 一般的にアンバンドリングとは、保険契約負債の一部分でトップバケットまたはミドルバケッ

トの基準を「仮想的に」満たすために、保険契約負債を異なる部分に分離することと定義され

る。アンバンドリングは通常認められないが、ユニットリンク契約を 2つに分離する場合におい

て、そのうちの 1つが資産ポートフォリオによって複製可能と見なされる場合（V.5「資産ポー

トフォリオによって複製可能な保険負債」）には、アンバンドリングが許容される。 
28 トップバケットおよびミドルバケットの基準にある資産の区分管理とは、法的なリングフェン

シングではなく、ある特定された保険負債グループを満期まで支える資産のポートフォリオ区分

を明確に特定することを言う。例外的に、ポートフォリオが再構築される場合には、関連する保

険負債と同時に移転される場合のみ、その中に含まれる資産を他のポートフォリオへ移転でき

る。なお、通常のビジネスにおけるポートフォリオ内の投資の変更は妨げられない。 
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a. 保険負債を裏付ける資産ポートフォリオが対応する負債とともに特定され、

その他の事業から生じる損失をカバーするために用いられることなく、区

分して管理されていること。 

b. 保険負債のポートフォリオに保険契約者に対する解約オプションが含まれ

ないこと、または、基準日時点において、解約返戻金が特定されたポート

フォリオの資産の価値を超えないこと。 

c. 解約・失効リスクの所要資本29が、当該ポートフォリオの現在推計30（無リ

スク金利のイールドカーブで割り引いたもの）の 5%を超えないこと。 

d. 特定された資産ポートフォリオの基準日時点における市場価値の合計が、

当該ポートフォリオの現在推計（無リスク金利のイールドカーブで割り引

いたもの）よりも大きいこと。資産の市場価値の合計は、表 V-6の分類と

は無関係に、特定されたポートフォリオの全ての資産を考慮して計算する

こととする。なお、再保険回収額は無リスク金利のイールドカーブで割り

引き、資産の市場価値に含めることとする。 

e. 保険負債に将来保険料が含まれないこと、または、契約上固定された将来

保険料のみが含まれること。 

 

125. 資産ポートフォリオによって複製可能な場合（V.5「資産ポートフォリオに

よって複製可能な保険負債」）を除き、トップバケットおよびミドルバケットの

いずれにも該当しない保険負債は、一般バケットに分類することとする。 

 

126. ワークシート「保険負債ポートフォリオ」の表 T21において、保険負債のバ

ケッティングに関する追加情報を入力することとし、ミドルバケットに分類さ

れた保険負債については、特に以下を考慮することとする。 

a. 算入される将来保険料の価値（列[21]）は、無リスク金利のイールドカー

ブを用いて計算することとする。 

b. 資産に対する将来保険料の割合（列[25]）は、割引前の期待保険料キャッ

シュフローおよび表 V-6 の適格資産に関する割引前の期待キャッシュフ

ローを用いて計算される。 

c. 資産に対するヘッジされたキャッシュフロー（ヘアカット後）の割合（列

[26]）は、割引前の期待キャッシュフローを用いて計算することとする。 

 

表 V-5 ミドルバケットに分類されたポートフォリオに関する追加情報の計算例 

                         
29 当該ポートフォリオにおける水準およびトレンドの要素と大量解約の要素のいずれか大きい方

を指すこととする。 
30 現在推計が負値の場合もそのまま負値として扱うこととする。 
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V.3.2.2. 調整後スプレッドの計算方法 

 

適格な投資資産 

 

127. トップバケットおよびミドルバケットの調整後スプレッドの計算における、

各資産クラスの適格性は表 V-6のとおり。 

 

表 V-6 各資産クラスの適格性 

資産クラス 適格性 

現金およびその他の非投資目的の流動性資産 （投資資産から除外） 

未収金・未収収益（資産運用関連） 不適格 

固定利付国債 適格 

固定利付社債 適格 

固定利付地方債 適格 

変動利付国債 適格 

変動利付社債 適格 

変動利付地方債 適格 

転換社債 不適格 

住宅ローン 適格 

住宅ローン以外の不動産ローン 適格 

その他の貸付金（不動産ローン以外） 適格 

保険約款貸付 適格 

住宅ローン担保証券（RMBS） 適格 

商業用不動産担保証券（CMBS） 適格 

保険リンク証券 不適格 

その他の仕組証券 適格 

Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20

保険負債CF 2,565 0 10 15 30 20 80 100 60 120 200 350 480 200 200 100 200 400 0 0 0 0

資産CF 4,690 800 20 30 75 540 100 95 50 130 550 400 500 220 50 500 30 600 0 0 0 0

　うち同一通貨 4,145 600 20 30 75 500 100 90 40 100 550 300 500 200 40 400 0 600 0 0 0 0

　うち異なる通貨　（ヘアカット後） 545 200 0 0 0 40 0 5 10 30 0 100 0 20 10 100 30 0 0 0 0 0

保険料CF 255 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0

無リスク金利の割引率 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80

適格資産の市場価値 3,864 基準 d: 算入される将来保険料の価値＝Σ保険料CF×割引率 235

不適格資産の市場価値 500 資産に対する将来保険料の割合＝235÷（3,864＋500） 5.4%

資産に対するヘッジされたCF（ヘアカット後）の割合＝545÷4,690 11.6%

ミドルバケット 合計
年限
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上場株式 不適格 

ヘッジファンド 不適格 

非上場株式 不適格 

不動産（投資目的） 不適格 

インフラ投資31 適格（負債の場合） 

不適格（資本の場合） 

その他の投資資産 不適格 

 

128. トップバケットの調整後スプレッドを決定する際には、表 V-6 の適格資産

のみが使用される。ただし、123項 cに規定されているキャッシュフローテスト

においては、資産は表 V-6で適格とされているものに限定されない。 

 

129. ユニットリンク・特別勘定の保険負債の裏付資産は、保険負債が複製された

資産ポートフォリオによって評価される場合（V.5「資産ポートフォリオによっ

て複製可能な保険負債」）には考慮しないこととする。 

 

130. 国債には、中央政府によって発行または保証された負債性金融商品のみを含

めることとし、地方公共団体および公共部門に対するエクスポージャーは含め

ないこととする。 

 

131. 発行者の裁量で使用されるコールオプションの特性を持つ資産は、オプショ

ンの行使が損失とならないこと、および、負債キャッシュフローのマッチング

が維持されること（例：売却代金を用いて市場で類似の資産を購入することで、

キャッシュフローのマッチングを維持）が証明されない場合は、適格資産とみ

なさないこととする。 

 

トップバケットの調整後スプレッドの計算方法 

 

132. トップバケットの調整後スプレッドは、トップバケットの基準を満たす保険

負債のポートフォリオの裏付資産として保有する適格資産について、無リスク

金利のイールドカーブを上回る平均スプレッドに基づき計算することとする。 

                         
31 インフラ投資とは、インフラ資産の所有・調達・開発・運営を支援する事業体（収入のほとん

どが当該事業からのものに限る）またはプロジェクトへの負債性・資本性投資をいう。この場合

のインフラ資産とは、不可欠な公共サービスを提供・支援する物理的な資産、構造・施設、シス

テム、ネットワーク（例：水道施設、ごみ処理施設、電気・ガス施設、交通、通信、社会インフ

ラ等）をいう。 
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133. 複数のポートフォリオを特定した場合は、ポートフォリオごとに調整後スプ

レッドを計算することとする。 

 

134. 格付区分 4より下位の資産のスプレッドは、格付区分 4のスプレッドを上限

とする。当該上限は、保有する同一通貨建の格付区分 4 の資産から獲得される

スプレッドに基づき決定することとする。なお、対象となる資産が存在しない

場合、ミドルバケットの計算で規定するスプレッドを用いることとする。 

 

135. スプレッドは、139項で規定されるリスク修正を用いて、信用リスクおよび

その他のリスクについて調整することとする。 

 

136. 保険負債の裏付資産として、当該保険負債と異なる通貨建の資産を保有して

いる場合において、当該資産の為替リスクがヘッジされている場合には、当該

保険負債の通貨の調整後スプレッドの計算において、当該資産から獲得される

スプレッドを考慮することとする。ただし、この場合のスプレッドは、ヘッジコ

ストを控除したものとする。 

 

137. トップバケットの調整後スプレッドは、前項までの規定に従い計算したスプ

レッドの 100%とする。 

 

138. 調整後スプレッドは、保険負債のランオフまでの期間において、各年限にフ

ラットに適用することとする。なお、当該期間は LOTを超え得る。 

 

表 V-7 トップバケットにおけるマッチング基準の評価例（LOT が 20 年の場合） 

 

 

ミドルバケットの調整後スプレッドの計算方法 

 

139. ミドルバケットについては、通貨・法域ごとの各資産格付区分のデュレーシ

Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20

保険負債CF 4,635 0 10 15 30 20 80 100 60 120 200 350 480 200 0 700 350 400 350 800 320 50

資産CF 5,800 800 20 30 75 540 100 95 50 130 550 400 500 220 50 500 30 410 400 500 300 100

正味CF 1,165 800 10 15 45 520 20 (5) (10) 10 350 50 20 20 50 (200) (320) 10 50 (300) (20) 50

繰越CFの使用 NO NO NO NO NO NO YES YES NO NO NO NO NO NO YES YES NO NO YES YES NO

繰越CFの残存額 800 810 825 870 1,390 1,410 1,405 1,395 1,405 1,755 1,805 1,825 1,845 1,895 1,695 1,375 1,385 1,435 1,135 1,115 1,165

繰越CFの累積使用額 855 0 0 0 0 0 0 5 15 15 15 15 15 15 15 215 535 535 535 835 855 855

判定 18.4% 不合格（繰越CFの累積使用額÷累積保険負債CF＝855÷4,635＞10%）

トップバケット 合計
年限



2021年 8月版 

40 

ョン別スプレッド（リスク修正控除後）が指定されている。 

 

140. ミドルバケットの調整後スプレッドは、ミドルバケットの基準を満たす保険

負債を裏付ける適格資産に基づき加重平均アプローチで計算される、会社全体

の調整後スプレッドとする。すなわち、同一通貨のミドルバケットの全てのポ

ートフォリオに同じ調整後スプレッドを適用することとする（トップバケット

とは異なり、ポートフォリオ固有の調整後スプレッドではない）。 

 

141. 保険負債の裏付資産として、当該保険負債と異なる通貨建の資産を保有して

いる場合において、当該資産の為替リスクがヘッジされている場合には、当該

保険負債の通貨の加重平均調整後スプレッドの計算において、当該資産から獲

得されるスプレッドを考慮することとする。ただし、この場合のスプレッドは、

ヘッジコストを控除したものとする。また、ローリングヘッジ戦略が存在する

場合、ヘッジコストの控除に加え、ヘッジコスト控除後の当該資産のスプレッ

ドに対して 20%のヘアカットを適用することとする。 

 

142. 加重平均調整後スプレッドの計算は、以下のステップで実施することとする。 

 

ステップ 1 

a. ミドルバケットの基準を満たす保険負債の裏付資産を、保険負債の通貨ご

とに特定する。 

i. 保険負債の裏付資産が当該保険負債と異なる通貨建の資産の場合は、

当該保険負債の通貨建の資産とみなして、各資産格付区分のウエイト

に含める。ただし、当該資産の為替リスクがヘッジされている場合は、

141項の規定に従う。 

ii. 格付区分 4未満の資産は、格付区分 4のウエイトに割り当てる。すな

わち、当該資産から獲得されるスプレッドは、格付区分 4の資産のス

プレッドを上限とする。なお、保険約款貸付は格付区分 1に割り当て

る。 

 

ステップ 2 

b. 当該通貨について、投資資産から現金を除外したものを、保険負債を裏付

ける資産ポートフォリオとする。 

 

ステップ 3 

c. 表 V-6に従い資産ポートフォリオ内の適格資産を特定する。 
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ステップ 4 

d. 各資産格付区分に含まれる適格資産の市場価値の合計を、資産ポートフォ

リオ全体の市場価値（不適格資産を含む）で除すことで、各資産格付区分

のウエイトを決定する。 

 

ステップ 5 

e. 各資産格付区分において、各年限区分に含まれる適格資産の市場価値の合

計を、当該資産格付区分全体の適格資産の市場価値で除すことで、各年限

区分のウエイトを決定する。 

 

ステップ 6 

f. スプレッド（リスク修正控除後）にステップ 4 およびステップ 5 のウエイ

トを適用して、当該通貨の加重平均調整後スプレッドを計算する。 

 

143. 142 項は、算式で以下のとおり表される。 

加重平均調整後スプレッド = 𝜔国債 × 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑国債 

+𝜔格付区分 1 × ( ∑ 𝜔
年限区分

格付区分 1
× 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

年限区分

格付区分 1

年限区分

) 

+𝜔格付区分 2 × ( ∑ 𝜔
年限区分

格付区分 2
× 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

年限区分

格付区分 2

年限区分

) 

+ ⋯ 

+𝜔不適格資産 × 0 

 

ここで、算式中の記号は以下のとおりとする。 

a. ω は、資産格付区分ごと、または資産格付区分・年限区分ごとのウエイト

を表す。 

b. Spread は、資産格付区分・年限区分ごとのスプレッド（リスク修正控除後）

を表す。無リスク金利が国債を基に算出されている場合、国債のスプレッ

ド（リスク修正控除後）はゼロとする。 

c. 格付区分 1～4 は、表 V-6 で適格とされる資産クラス（国債を除く）の格

付区分を表す。 

d. 不適格資産は、表 V-6で不適格とされる資産クラスを表す。 
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144. 143 項の ω の計算において、社債のウエイトの場合は、地方公共団体、公共

部門および企業が発行した全ての負債性金融商品を含め、格付区分に基づき分

類することとする。なお、無格付または格付区分 4 より下位の負債性金融商品

は、格付区分 4に分類することとする。 

 

145. 143 項の Spread の計算において、通貨連合（例：ユーロ地域）においては、

ソブリン・エクスポージャーを国ごとに細分化することとする。 

 

146. トータル・オブザーブド・マッチング・レシオ（TOM比率）は、以下のとお

り計算される。 

 

𝑇𝑂𝑀 = min (
𝑀 − 1

min(𝐿𝑂𝑇,負債の存続期間)
, 100%) 

 

ここで、負債の存続期間は、それ以降の年限において保険負債がキャッシュフ

ローを生じないと予想される年限を表す。また M は、123 項 c に規定されたキャ

ッシュフローテストにおいて、キャッシュフローの繰越が 10%の上限を超過する

か、または、残存するキャッシュフローが負となる、いずれか最初の年限を表す。

なお、Mを決定する際には、表 V-6の適格資産のみが使用される。 

M の決定においては、以下のいずれかに該当する場合、保険負債キャッシュフ

ローとは異なる通貨の資産キャッシュフローを考慮することができる。ただし、

期待される資産キャッシュフローから、ヘッジコストを控除することとする。 

 為替リスクが完全にヘッジされている、または、 

 為替リスクに対するローリングヘッジを実施しており、当該ヘッジの更新

が 1 ヶ月毎より高頻度で行われない。この場合、ヘッジコスト控除後の当

該資産キャッシュフローに対して 20%のヘアカットを適用することとする。 

 

147. 最終的なミドルバケットの調整後スプレッドは、一般バケットの調整後スプ

レッドを下回らないように、以下のとおり計算される。 
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調整後スプレッド
ミドル

= 80% × (1 − 𝑇𝑂𝑀) × 調整後スプレッド
一般

+ 90% × 𝑇𝑂𝑀

× max [加重平均調整後スプレッド,
80%

90%
× 調整後スプレッド

一般
] 

 

148. 調整後スプレッドは、Mまでの期間において、各年限にフラットに適用する

こととする。M以降の年限における調整後スプレッドは、対応する一般バケット

のスポットカーブを下回らないように、徐々に低下させていくこととする。 

 

表 V-8 ミドルバケットにおける TOM比率の計算例 

 
 

例 

表 V-8に示したキャッシュフローテストにおいて、15年目にキャッシュフ

ローの繰越が 10%の上限を超過することから、Mは 15年となる。LOT を 20年、

負債の存続期間を 16年とすると、TOM比率は以下のとおり。 

𝑇𝑂𝑀 = min (
15 − 1

min(20, 16)
, 100%) = 87.5% 

 

一般バケットの調整後スプレッドの計算方法 

 

149. 一般バケットにおける調整後スプレッドは、通貨ごとの典型的な保有資産を

反映した代表ポートフォリオに基づいている。なお、スプレッドは、信用リスク

およびその他のリスクに対して調整されている。 

 

150. 社債に関する上記のリスク修正は、仮想 10 年債に関する債務不履行の年換

算実績の累積値から導出されており、遷移行列に基づき計算されている。 

Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20

保険負債CF 2,565 0 10 15 30 20 80 100 60 120 200 350 480 200 200 100 200 400 0 0 0 0

資産CF 4,690 800 20 30 75 540 100 95 50 130 550 400 500 220 50 500 30 600 0 0 0 0

保険料CF 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0

正味CF 2,380 815 25 30 60 535 35 10 5 25 365 65 35 35 (135) 415 (155) 215 0 0 0 0

繰越CFの使用 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO YES NO YES NO NO NO NO NO

繰越CFの残存額 815 840 870 930 1,465 1,500 1,510 1,515 1,540 1,905 1,970 2,005 2,040 1,905 2,320 2,165 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

（A） 累積保険負債CF 0 10 25 55 75 155 255 315 435 635 985 1,465 1,665 1,865 1,965 2,165 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565

（B) 繰越CFの累積使用額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 290 290 290 290 290 290

（B）／（A) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 7% 13% 11% 11% 11% 11% 11%

ミドルバケット 合計
年限
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151. 国債に関するリスク修正は、無リスク金利を決定するために用いられるデー

タに依存する。金利スワップに基づき無リスク金利を決定している場合、国債

の流動性リスク以外のリスクは、スプレッドの 10年平均の 30%と想定している。

国債に基づき無リスク金利を決定している通貨は、リスク修正を適用していな

い。 

 

152. 一般バケットの調整後スプレッドは、イールドカーブの第 1区分の各年限に

ついて、前項までの規定に従い計算したスプレッドの 80%がフラットに適用され

る。第 2 区分および第 3 区分には、無リスク金利のイールドカーブと同様の補

外手法が適用される。 

 

153. 保険負債キャッシュフローの通貨に応じて、関連する調整後スプレッドを適

用したイールドカーブを使用することとする。 

 

V.3.2.3. 一般バケットにおけるベーシスリスク修正 

 

154. 各社の資産ポートフォリオと一般バケットの代表ポートフォリオの間のベ

ーシスリスクを考慮して、以下の 2 種類のベーシスリスク修正を行うことがで

きる。 

a. 同一通貨を異なる法域で用いている場合の修正 

b. 保険負債と異なる通貨建の資産に重要な投資を行っている場合の修正 

  

155. 前項の修正を行う場合、加重平均調整後スプレッドの計算において、各資産

格付区分のウエイトは変更せずに、規定されたスプレッドのみを、次項以降の

規定に従い置き換えることとする。 

 

156. 修正のトリガーが発動される場合、代表ポートフォリオによる調整後スプレ

ッドを、以下のように修正することとする。 

 

修正前 

調整後スプレッド
通貨

= ∑スプレッド
通貨,𝑖

∗

𝑡

𝑖=1

ウェイト
通貨,𝑖  

修正後 
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調整後スプレッド
通貨（修正後）

= ∑修正後スプレッド
通貨,𝑖

∗

𝑡

𝑖=1

ウェイト
通貨,𝑖

 

 

ここで iは、資産格付区分を意味する。 

 

157. 修正後の調整後スプレッドは、イールドカーブの第 1区分の各年限にフラッ

トに適用することとする。第 2 区分および第 3 区分は無リスク金利のイールド

カーブと同様の補外手法を適用して決定することとする。 

 

同一通貨を異なる法域で用いている場合の修正 

 

158. 同一通貨を異なる法域で用いている場合、当該通貨の調整後スプレッドは、

各法域の金融市場で観測される実際のスプレッドを反映しない可能性がある。

したがって、当該通貨の格付区分𝑟𝑐における規定のスプレッド（𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦）

を、以下で定義される𝑆_𝑟𝑐に置き換えることとする。 

 

𝑆_𝑟𝑐_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 − 𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 ≥ 50𝑏𝑝𝑠の場合、 

𝑆_𝑟𝑐 = 𝑆_𝑟𝑐_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 − 50𝑏𝑝𝑠 

 

ここで、算式中の記号は以下のとおりとする。 

𝑆_𝑟𝑐     ：ベーシスリスク修正後のスプレッド（リスク修正控除後） 

𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦：ベーシスリスク修正前のスプレッド（リスク修正控除後） 

𝑆_𝑟𝑐_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 :当該通貨を用いている法域のうち、実際に事業を行ってい

る法域の加重平均スプレッド（リスク修正控除後） 

 

保険負債と異なる通貨建の資産に重要な投資を行っている場合の修正 

 

159. 保険負債と異なる通貨建の資産に重要な投資を行っている場合、当該保険負

債の通貨の調整後スプレッドは、獲得し得るスプレッドを反映しない可能性が

ある。したがって、当該通貨の格付区分 𝑟𝑐における規定のスプレッド

（𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦）を、以下で定義される𝑆_𝑟𝑐に置き換えることとする。 

 

保険負債と異なる通貨建の（為替リスクがヘッジされた）適格資産

保険負債の通貨に換算した全資産（現金を除く）
≥ 5%の場合、 

𝑆_𝑟𝑐 = 𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 + 50% ∙ (𝑆_𝑟𝑐_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 − 𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦) 
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ここで、算式中の記号は以下のとおりとする。 

𝑆_𝑟𝑐    ：ベーシスリスク修正後のスプレッド（リスク修正控除後） 

𝑆_𝑟𝑐_𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦：ベーシスリスク修正前のスプレッド（リスク修正控除後） 

𝑆_𝑟𝑐_𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 :保険負債と異なる通貨建の（為替リスクがヘッジされた）適

格資産のうち、5%の閾値を超える部分から獲得できる追加ス

プレッド（リスク修正控除後）。なお、複数の資産格付区分お

よび通貨のエクスポージャーを組み合わせて 5%の閾値を超過

する場合、閾値を各資産格付区分および各通貨に比例的に配

分する。 

 

例：保険負債と異なる通貨建の資産に重要な投資を行っている場合の計算例 

 

一般バケットの円（JPY）のスプレッドは、以下のとおり計算されている。な

お、スプレッドは全てリスク修正後のものとする。 

 

 現金 

資産格付区分 

国債 
格付区分

1 

格付区分

2 

格付区分

3 

格付区分

4以下 

不適格 

資産 

規定のウエイト 

（現金を除く） 
－ 56.2% 5.5% 4.6% 11.9% 6.4% 15.4% 

スプレッド － 0.000% 0.268% 0.422% 0.630% 0.754% 0.000% 

 

加重平均調整後スプレッド 

＝80%*(56.2%*0.000%＋5.5%*0.268%＋4.6%*0.422%＋11.9%*0.630% 

＋6.4%*0.754%＋15.4%*0.000%) 

＝0.126% 

 

ここで、各社の実際の資産ポートフォリオのウエイトが、下表のとおりである

場合、ベーシスリスク修正は以下のとおり計算される。 

 

 現金 

資産格付区分 

国債 
格付区分

1 

格付区分

2 

格付区分

3 

格付区分

4以下 

不適格 

資産 

各社のウエイト

（現金を除く） 
－ 

円建 

45.9% 

円建 

4.1% 

円建 

6.1% 

米ドル建 

27.6% 

円建 

6.1% 

円建 

10.2% 
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米ドル建資産の割合 

＝27.6%＞5%（ベーシスリスク修正を行う） 

 

米ドルの格付区分 3のスプレッド＝0.696% 

格付区分 3のうち 5%の閾値を超える部分のウエイト 

＝(27.6%－5%)/27.6%＝82% 

5%の閾値を超える部分から獲得できる追加スプレッド 

＝(0.696%－0.630%)*82%＝0.054% 

ベーシスリスク修正後の格付区分 3のスプレッド 

＝0.630%＋50%*0.054%＝0.657% 

ベーシスリスク修正後の加重平均調整後スプレッド 

＝80%*(56.2%*0.000%＋5.5%*0.268%＋4.6%*0.422%＋11.9%*0.657% 

＋6.4%*0.754%＋15.4%*0.000%) 

＝0.129% 

 

160. 本修正を行わない場合の影響が重要な場合は、影響額等を質問票に記載する

こととする。 

 

V.3.2.4. ミドルバケットに関する追加情報 

 

161. ミドルバケットの適格性基準に関する検討のため、以下の追加情報に関する

入力を行うこととする。 

 

基準 d 

 

162. 124 項 dに規定される基準を、以下のように読み替えた場合の保険負債のバ

ケッティングに関する情報を、ワークシート「ミドルバケット」の表 T23 に入

力することとする。なお、124項 d以外の基準については維持される。 

 

「特定された資産ポートフォリオの基準日時点における市場価値の合計が、当

該ポートフォリオの現在推計（一般バケットのイールドカーブで割り引いたも

の）よりも大きいこと。資産の市場価値の合計は、表 V-6の分類とは無関係に、

特定されたポートフォリオの全ての資産を考慮して計算することとする。なお、

再保険回収額は一般バケットのイールドカーブで割り引き、資産の市場価値に

含めることとする。」 
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163. 前項の入力は、バケットの分類が変更されるかどうかにかかわらず、ワーク

シート「保険負債ポートフォリオ」の表 T21 の全てのポートフォリオについて

行うこととし、また、ポートフォリオの名称についても表 T21 と整合的に入力

することとする。 

 

ポートフォリオ固有の調整後スプレッド 

 

164. 140 項の規定を、以下のように読み替えた場合の保険負債のバケッティング

に関する情報を、ワークシート「ミドルバケット」の表 T24 に入力することと

する。なお、162項の読み替えは適用されない。 

 

「ミドルバケットの調整後スプレッドは、ミドルバケットの基準を満たす保険

負債を裏付ける適格資産に基づき加重平均アプローチで計算される調整後スプ

レッドとする。同一通貨のミドルバケットにおいて、ポートフォリオ固有の調

整後スプレッドを適用することとする。」 

 

165. 前項の入力は、バケットの分類が変更されるかどうかにかかわらず、ワーク

シート「保険負債ポートフォリオ」の表 T21 の全てのポートフォリオについて

行うこととし、また、ポートフォリオの名称についても表 T21 と整合的に入力

することとする。前項の読み替えによってミドルバケットが複数のポートフォ

リオに分離された場合、どのように分離されたかを表 T24 の列[16]に入力する

こととする。 

 

V.4. 現在推計を超えるマージン（MOCE） 

 

V.4.1. 定義 

 

166. MOCE は、保険負債を経済価値ベースで評価するために現在推計に上乗せさ

れるマージンである。MOCE は、保険契約上の義務に関連するキャッシュフロー

に内在する不確実性をカバーし、これらの義務に付随する全ての不確実性を考

慮する。 

 

V.4.2. 計算 

 

167. MOCE は、保険負債の変動が以下の特徴を持つ正規分布に従うと仮定し、表 



2021年 8月版 

49 

V-9のパーセンタイル値に基づき計算される。 

a. 平均がゼロに等しい。 

b. 99.5パーセンタイル値が生命保険リスクの所要資本（または損害保険リス

クの所要資本）に等しい。 

 

表 V-9 MOCEの信頼水準 

区分 信頼水準 

生命保険 85% 

損害保険 65% 

 

V.4.3. 他の要素との相互関係 

 

168. ストレス・アプローチによる所要資本の計算においては、MOCE は変化しない

こととする。リスク係数を保険負債へ適用して所要資本を計算する場合には、

現在推計のみを保険負債に含め、MOCEは含めないこととする。MOCE は所要資本

から控除せず、また適格資本には加えないこととする。 

 

V.5. 資産ポートフォリオによって複製可能な保険負債 

 

169. 保険負債に関連する将来キャッシュフローが、市場価値が観測可能な金融商

品を用いて高い信頼性をもって複製可能な場合、当該キャッシュフローに関連

する保険負債を、当該金融商品の市場価値に基づいて測定することができる。 

 

170. 保険負債は、そのキャッシュフローがいかなる場合においても裏付資産のキ

ャッシュフローと正確にマッチング可能な場合には、高い信頼性をもって複製

されるものとみなす。 

 

171. 以下のような場合は、保険負債に関連するキャッシュフローは高い信頼性を

もって複製できないものとみなす。 

a. 保険契約者が、解約・失効等の契約上のオプションを行使できる。 

b. 保険負債が、死亡率、障害発生率および罹患率に依存している。 

c. 保険負債に関連する経費を、高い信頼性をもって複製できない。 

 

172. 保険負債の評価に用いられる金融商品は、深み、流動性および透明性のある

市場で取引されるものとする。 
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VI. 適格資本 

 

該当のワークシート 結果の要約 

バランスシート 

資本調達手段 

払込未済資本 

 

VI.1. 一般的事項 

 

173. 適格資本は、適格な資本調達手段および資本調達手段以外の資本要素で構成

される。 

 

174. VI.4「調整および控除」に従い、適格資本に対して調整および控除が行われ

る。なお、ダブルカウントを回避する観点から、適格資本から控除された項目

は、所要資本の計算対象外とする。 

 

175. 適格資本は、以下の階層に分類される。 

a. Tier1資本は、ゴーイング・コンサーン・ベースおよび清算時の双方におい

て損失を吸収する資本調達手段および資本調達手段以外の資本要素から構

成される。 

b. Tier2 資本は、清算時にのみ損失を吸収する資本調達手段および資本調達

手段以外の資本要素から構成される。 

 

VI.2. 資本調達手段の分類 

 

176. 資本調達手段は、いくつかの基準に基づき前項の 2 つの階層に分類される。

以下が 5つの主要な原則である。 

a. 損失吸収能力（ゴーイング・コンサーン・ベースおよび清算時） 

b. 劣後性 

c. 損失吸収への利用可能性 

d. 永続性 

e. 担保権や強制的サービシングコストの不存在 

 

177. 各階層において、資本調達手段は異なる適格性基準により 2つのカテゴリー

に分類される。 
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a. Tier1資本 

 算入制限のない Tier1資本 

 算入制限のある Tier1資本 

b. Tier2資本 

 払込済みの Tier2資本 

 払込未済の Tier2資本 

 

178. 5つの主要な原則に照らした資本調達手段の分類（算入制限のない Tier1資

本、算入制限のある Tier1 資本および払込済みの Tier2 資本）ごとの特徴は表 

VI-1のとおり。 

 

表 VI-1 適格資本の分類に関する主要な原則 

主要な原則 
算入制限のない 

Tier1 資本 

算入制限のある 

Tier1資本 

払込済みの 

Tier2資本 

損失吸収能力 

 ゴーイング・コンサー

ンおよび清算時に損

失を吸収 

 ゴーイング・コンサー

ンおよび清算時に損

失を吸収 

 清算時に損失を吸収 

劣後性の水準 

 最劣後（すなわち、最

初に損失を吸収） 

 保険契約者、他の非劣

後の債権者、Tier2資

本調達手段の保有者

および算入制限のあ

るTier1資本調達手段

の保有者よりも劣後 

 保険契約者、他の非劣

後の債権者、Tier2資

本調達手段の保有者

よりも劣後 

 保険契約者、他の非劣

後の債権者よりも劣

後 

損失吸収への

利用可能性 

 完全に払込済み  完全に払込済み  完全に払込済み 

永続性 

 永続性を有する  永続性を有する32 

 償還インセンティブ

を有さない 

 当局による事前承認

を条件に、発行後一定

 発行時から実質償還

期限までの期間が十

分に長い（償還インセ

ンティブを有しても

よいが、初回発生日が

                         
32 相互会社においては、償還期限が定められている資本調達手段について、当局による事前承認

の対象であるかまたはロックイン条項を有することによって、満期日の償還を延期することがで

き、かつ、発行時から実質償還期限までの期間が十分に長い場合には、本基準を満たすものとす

る。 
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期間以降の償還およ

び任意の買戻しは認

められる 

実質償還期限とみな

される） 

担保権や強制

的サービシン

グコストの不

存在 

 配当・利払の停止につ

き、発行者が完全な裁

量を持つ（すなわち、

配当・利払が非累積

的） 

 担保権により毀損も

無効化もされていな

い 

 配当・利払の停止につ

き、発行者が完全な裁

量を持つ（すなわち、

配当・利払が非累積

的） 

 担保権により毀損も

無効化もされていな

い 

 担保権により毀損も

無効化もされていな

い 

 

179. 払込済みの Tier2 資本について、劣後の類型としては、契約上の劣後または

構造上の劣後があり得る。構造上の劣後性を有する資本調達手段は、その特性

を捕捉する特定の条件に従うこととする。 

 

180. 払込未済の Tier2 資本は、相互会社に限り、認識することができる。また、

これらの項目が払込済みとなった場合、結果として生じる資本要素は、Tier1資

本または払込済みの Tier2資本に算入するための基準を満たす必要がある。 

 

181. 「資本調達手段」ワークシートには、以下の 3つの表が含まれる。 

a. 表 T15：各資本調達手段の分類結果および適格資本調達手段となる額を表

示する表。この表にある全てのセルには計算式が設定されており、自動的

にデータが取り込まれる。なお、この表では、償還日直前の 5 年間におけ

る償却計算も行われる。 

b. 表 T16：各資本調達手段の情報を入力する表。なお、連結ベースの場合、グ

ループの範囲に含まれる事業体間で発行されるグループ内部資本調達手段

（すなわち、連結バランスシート上消去される取引）は含めないこととす

る。 

c. 表 T17：表 T16に入力された各資本調達手段の情報に基づき、各 Tier区分

の適格性を評価する表。この表にある全てのセルには計算式が設定されて

おり、自動的にデータが取り込まれる。 

 

182. 自らが発行し、（連結）バランスシートに含まれる、全ての払込済みの資本

調達手段（持株会社が発行したシニア債および連結子会社が第三者に対して発

行した普通株式を含む）の関連情報を表 T16 に入力することとする。また、払



2021年 8月版 

53 

込未済の資本項目については、VI.2.5「払込未済の Tier2資本」に従い、「払込

未済資本」ワークシートに入力することとする。なお、基準日以降に発行した資

本調達手段は入力しないこととする。入力された各資本調達手段は、適格性基

準に対して評価される。 

 

183. 異なる資本調達手段は、行を分けて入力することとする。すなわち、概ね同

様の特性を有する複数の資本調達手段を発行している場合であっても、その情

報を一つの行には入力せずに、各資本調達手段について正確な情報となるよう

に、複数の行に分けて入力することとする。 

 

184. 表 T16に入力するデータは、特段の指示がある場合を除き、各資本調達手段

の契約上の条件を反映することとする。 

なお、各資本調達手段が発行された時の規制上または法的な環境の特性に関

する情報の入力が必要な項目（例：構造上または契約上の劣後性）がある。各資

本調達手段の契約条件ではなく、規制上または法的な環境の特性に関する情報

の入力が必要な場合、「資本調達手段」ワークシート上明確に記載されている。 

 

185. 特定のフォーマットにより情報を収集するため、表 T16にある多くの列はド

ロップダウンメニューを用いている（ドロップダウンメニューの修正は行わな

いこととする）。ワークシートで正確に把握できない特性を有する資本調達手段

を発行している場合は、その詳細を質問票に記載することとする。 

 

186. 資本調達手段は、普通株式、優先株式、ハイブリッド型資本調達手段、劣後

債、基金等の様々な形態をとり得る。「資本調達手段の種類」列において、最も

良く当てはまるカテゴリーを選択することとする。 

 

187. 「発行者の種類」列において発行事業体の種類を選択し、相互会社の場合は、

「相互会社により発行された資本調達手段に関する追加情報」列に関連情報を

入力することとする。2以上の種類が適用される発行事業体の場合は、最も適切

と考えられる種類を 1 つ選択することとする。ドロップダウンメニューで指定

される発行事業体の種類は以下のとおり。なお、単体ベースの場合、bを選択す

ることとする。 

a. 非保険会社たる持株会社である親会社。すなわち、保険事業を営んでいな

い持株会社である最上位の親会社または中間親会社 

b. 保険会社である親会社。すなわち、保険事業を営んでいる最上位の親会社

または中間親会社 



2021年 8月版 

54 

c. 保険会社である子会社。すなわち、親会社の支配下にあり、保険事業を営

んでいる子会社 

d. 特別目的事業体（SPV） 

e. 規制対象銀行である子会社 

f. その他の金融子会社。すなわち、親会社の支配下にあり、保険および銀行

以外の金融事業を営んでいる子会社 

g. その他 

 

188. 「劣後性に関する情報」列において、劣後性に関する情報を入力することと

する。特に、劣後性の程度（すなわち、誰に対して劣後しているか）および劣後

性の類型（例：契約上または構造上）を入力することとする。 

 

189. 「倒産手続時の区分」列において、発行者の倒産手続（破産手続、再生手続、

更生手続または特別清算手続をいう）に関し、当該発行者が債務超過（債務者

が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう）に

あるかどうかを判断するに当たり、当該発行者の債務として認識されるかどう

かを入力することとする。 

 

190. 「日付情報」列において、主要な日付（発行日、満期日、初回通常コール日）

の情報を入力することとする。これらの列には「日付」のフォーマットが設定さ

れている。 

同様の特性を有する複数の資本調達手段（例：複数の普通株式の発行）は、発

行日ごとに行を分けて入力することとする。 

満期日の入力においては、永久商品の場合、「永久」と入力することとする。 

初回通常コール日の入力においては、発行日以降に到来する通常コールに関

する情報を入力することとし、臨時のコールは考慮しないこととする。また、発

行日と同日の初回通常コール日は入力しないこととする。 

 

191. 「PLAM」列において、元本による損失吸収メカニズム（すなわち、転換およ

び元本削減の仕組み）に関する情報を入力することとする。 

 

192. 「当局による事前承認」列において、契約上の満期日より前の償還または買

戻しに対する、監督上の承認の要件についての情報を入力することとする33。 

償還とは、契約上の満期日に、または発行者の選択により満期日より前に、投

                         
33 保険業法等に基づく事前届出も含めることとする。 
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資家に資本調達手段の元本の全部または一部を払い戻すことをいう。この場合

の期限前償還の権利（すなわち、コールオプション）は、発行者にのみ存在する。 

買戻しとは、自社の資本調達手段を購入すること（例：公開市場における購

入、投資家との非公開の合意に基づく公開買い付け等）をいう。 

 

193. 「残存期間に応じた取扱い」列において、満期に近づいた際に適用され得る

ロックインまたはその他の特別な条件に関する情報を入力することとする。 

「ロックイン」とは、通常、規制上の所要資本を充足しなかった場合に配当支

払や償還を延期させることが、契約条件に明記されているものをいう。 

「アモチゼーション」とは、満期に近づくにしたがって適格資本への算入額

を減額する仕組みであり、通常、契約条件ではなく各法域の資本規制で定めら

れる。 

なお、上記以外の場合は「その他」を選択し、質問票において詳細を記載する

こととする。 

 

194. 償還期限を有する資本調達手段にロックインの仕組みがない場合、適格資本

に算入される額は、実質償還期限（205 項 c で定義）の 5 年前から、定額法で

100%から 0%へと減額される（アモチゼーションは、表 T15 で自動的に計算され

る）。 

 

195. 「額面価格」列において、額面価格（「発行に伴い発生した資本剰余金」列に

該当がある場合は、当該額を控除した額）を、「発行に伴い発生した資本剰余金」

列において、発行に伴い発生した資本剰余金の額を入力することとする。 

自己株式や資本調達手段の自己保有がある場合は、当該ワークシートの他の

部分で自動的に控除されるため、これらを控除せずに入力することとする。た

だし、資本調達手段の一部の償還または買戻しを行っている場合には、残存す

る額面価格を入力することとする。 

現地当局によって資本規制上、額面価格のアモチゼーションを求められてい

る場合には、アモチゼーションはワークシートで自動的に計算されるため、ア

モチゼーション前の額面価格を入力することとする。 

 

196. 「負債性資本調達手段」列において、会計ベースおよび経済価値ベースのバ

ランスシートで認識されている負債性資本調達手段（例：シニア債、劣後債、ハ

イブリッド債）の額を入力することとする。 

 

197. 「契約条件または発行者によって、償還または買戻しの期待を生ぜしめてい
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るかどうか」列の情報を入力する場合、デュレーションが契約上の満期日より

短くなるであろうことを示唆する（すなわち、買戻しやコールの権利行使の意

思を示す）ものとして合理的に考え得るコミュニケーションが、投資家に対し

てなされているかどうかを考慮することとする。そのようなコミュニケーショ

ンは、契約条件、投資家に対する文書またはその他の公式のコミュニケーショ

ンを通じてなされ得る。 

なお、コールオプションや償還のインセンティブの存在は、このデータ項目

とは無関係とする。すなわち、コールオプションまたは償還のインセンティブ

が契約条件に含まれていることは、必ずしも償還または買戻しの期待を生ぜし

めることにはならない。コールオプションや償還のインセンティブについての

情報は、「償還インセンティブ」列に入力することとする。 

 

198. 法的な契約条件の中に期限の利益喪失条項が存在する場合、「期限の利益喪

失条項」列において、その情報を入力することとする。期限の利益喪失条項と

は、資本調達手段に関して支払うべき額（例：分配金、元本の償還等）を直ちに

支払うよう求める条項をいう。 

 

199. SPV により発行された資本調達手段の場合、204 項 o および 205 項 k の基準

を満たすかどうかを、「SPV」列に入力することとする。なお、SPV から発行され

た資本調達手段でない場合は、「N/A」を選択することとする。 

 

200. 連結ベースの場合、「第三者に帰属する資本」列において、連結子会社によ

り発行され第三者に保持されているものかどうか、および非支配株主持分を生

じさせるもの（例：普通株式）かどうかを入力することとする。なお、単体ベー

スの場合は、「N」を選択することとする。 

 

201. 表 T17では、入力された各資本調達手段の情報を、適格性基準に照らして自

動的に評価する。各列のヘッダーで、参照する基準が簡潔に説明されている。本

仕様書の各基準への参照は、列のヘッダーの上に記載されている。 

 

202. 各適格性基準に対する評価結果は、「Pass」、「Fail」、「ERROR」（または「N/A」）

として表示される。自動化された分類ロジックを用いて、各基準を満たしてい

るかどうかを正確に決定するために、必要な情報を入力することとする。 

入力された情報が不十分または形式に誤りがある場合には、「ERROR」が表示

される。エラーメッセージを用いることで、データの修正または追加が必要か

どうかを特定することができる。「ERROR」が表示された場合、全て解消すること
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とするが、ERRORが表示される理由を特定できない場合は、質問票において詳細

を記載することとする。 

 

VI.2.1. 算入制限のない Tier1 資本調達手段 

 

203. 以下の全ての適格性基準を満たす場合、当該資本調達手段は算入制限のない

Tier1資本とする。 

a. 完全に払込済みであること。 

b. 損失が発生した際に最初に損失を吸収する発行資本の形態を有するもので

あること。 

c. 残余財産の分配について、最も劣後するものであり、一定額または上限額

が定められておらず、他の優先的内容を有する資本調達手段に対する分配

が行われた後に、当該資本調達手段の保有者が保有する割合に応じて公平

に割当を受けるものであること。 

d. 償還期限が定められていない（すなわち、満期日を有さない）こと。 

e. 清算時を除き、法令に基づく任意の買戻し以外の方法では元本が返済され

ないものであること。 

f. 発行者が、当該資本調達手段の存続期間中、またはその他の状況において、

償還や買戻しを行うという期待を生ぜしめていないこと。 

g. 剰余金の配当について、発行者の完全な裁量により決定することができ、

これを行わないことが発行者の債務不履行となるものでないこと。 

h. 配当は、利益剰余金等の分配可能項目から支払われるものであること。 

i. 担保権により担保されておらず、当該資本調達手段が毀損も無効化もされ

ていないものであること。特に、発行者または発行者が支配力および重要

な影響力を及ぼす関係事業体が保有者の利益のために行う保証または債務

保全によって、請求権の優先順位が影響を受けるものでないこと。 

j. 発行者または発行者が支配力および重要な影響力を及ぼす関係事業体によ

り購入されたものでないこと。また、取得に必要な資金が発行者により直

接または間接に融通されたものでないこと。 

k. 発行者の倒産手続（破産手続、再生手続、更生手続または特別清算手続を

いう）に関し、当該発行者が債務超過（債務者が、その債務につき、その

財産をもって完済することができない状態をいう）にあるかどうかを判断

するに当たり、当該発行者の債務として認識されるものでないこと。 

 

VI.2.2. 算入制限のある Tier1 資本調達手段 
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204. 算入制限のない Tier1 資本の適格性基準を満たさない資本調達手段であっ

て、以下の適格性基準を全て満たす資本調達手段は、算入制限のある Tier1 資

本とする。 

a. 完全に払込済みであること。 

b. 保険契約者および他の非劣後の債権者、ならびに Tier2 資本となる資本調

達手段の保有者よりも劣後すること。ただし、算入制限のない Tier1 資本

となる資本調達手段の保有者より優先するものであっても良い。 

c. 償還期限が定められていない（すなわち、満期日を有さない）こと。相互

会社においては、償還期限が定められている資本調達手段について、当局

による事前承認の対象であるかまたはロックイン条項を有することによっ

て、満期日の償還を延期することができ、かつ、当該資本調達手段の発行

時から実質償還期限までの期間が 10 年以上の場合には、本基準を満たすも

のとする。 

d. あらかじめ定めた期間が経過した後に上乗せされる一定の金利または配当

率（「ステップ・アップ金利等」）に係る特約その他の償還を行う蓋然性を

高める特約が定められていないこと。 

e. 償還を行う場合には、発行後 5 年を経過した日以降に発行者の任意による

場合に限り償還を行うことが可能であり、かつ、当該償還が当局による事

前承認の対象となること。ただし、税務上および規制上の事由による償還

として定義された早期償還については、以下の条件を満たす場合に限り、

発行後 5年以内に早期償還を行うことが認められるものとする。 

 当局による事前承認の対象であること 

 発行時において、そのような償還を予期する状況ではなかったこと 

 償還前または償還時において、償還される資本調達手段と同等または

より質の高い資本に置き換えられ、かつ、当該置き換えが収益力に対

して持続可能な条件で行われるものであること 

f. 買戻しを行う場合には、当局による事前承認の対象となること。 

g. 発行者が、当該資本調達手段の存続期間中、またはその他の状況において、

償還や買戻しを行う、あるいはそのような行為について当局による承認を

得る、という期待を生ぜしめていないこと。 

h. 剰余金の配当または利息の支払の先行あるいは停止を発行者の完全な裁量

により常に決定できる（すなわち、剰余金の配当および利息の支払が非累

積的である）こと。したがって、剰余金の配当または利息の支払を回避し

た場合には永久的にその支払義務から解放され、また、剰余金の配当また

は利息の支払の停止を決定することが発行者の債務不履行とならないこと。 

i. 剰余金の配当または利息の支払は、利益剰余金等の分配可能項目から支払
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われるものであること。 

j. 剰余金の配当または利息の支払が、清算を早める可能性がある、発行者ま

たは関係事業体の信用状態または財務状況を基礎として算定されるもので

ないこと。 

k. 担保権により担保されておらず、当該資本調達手段が毀損も無効化もされ

ていないこと。特に、発行者または発行者が支配力および重要な影響力を

及ぼす関係事業体が保有者の利益のために行う保証または債務保全によっ

て、請求権の優先順位が影響を受けるものでないこと。 

l. 発行者または発行者が支配力および重要な影響力を及ぼす関係事業体によ

り購入されたものでないこと。また、取得に必要な資金が発行者により直

接または間接に融通されたものでないこと。 

m. 発行者の倒産手続（破産手続、再生手続、更生手続または特別清算手続を

いう）に関し、当該発行者が債務超過（債務者が、その債務につき、その

財産をもって完済することができない状態をいう）にあるかどうかを判断

するに当たり、当該発行者の債務として認識されるものでないこと。 

n. ある特定の期間において他の資本調達手段が発行価格に関して有利な条件

で発行された場合には補償が行われる特約その他の発行者の資本の増強を

妨げる特約が定められていないこと。 

o. 特別目的会社等が発行する資本調達手段である場合には、発行代り金を利

用するために発行される資本調達手段が、算入制限のある Tier1 資本に算

入するための他の適格性基準の全てを満たし、かつ、当該資本調達手段の

発行者が発行代り金の全額を即時かつ無制限に利用可能であること（すな

わち、当該特別目的会社等は、自社または関係事業体により発行された資

本調達手段であって、算入制限のある Tier1 資本に算入するための他の全

ての適格性基準を満たす資産だけを保有することができる）。 

 

VI.2.3. Tier2 資本調達手段（構造上の劣後性を有するもの以外） 

 

205. Tier1 資本の適格性基準を満たさない資本調達手段であって、以下の適格性

基準を全て満たす資本調達手段は、Tier2 資本とする。 

a. 完全に払込済みであること。 

b. 保険契約者および他の非劣後の債権者よりも劣後すること。 

c. 償還期限が定められている場合には、発行時から実質償還期限までの期間

が 5 年以上であること。なお、実質償還期限は、以下のいずれか早い日と

する。 

i. ステップ・アップ金利等およびその他の償還を行うインセンティブを
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伴う償還オプションが最初に発生する日 

ii. 契約上の償還期限 

d. 期限前償還を行う場合には、発行後 5 年を経過した日以後に発行者の任意

による場合に限り償還を行うことが可能であり、かつ、当該償還が当局に

よる事前承認の対象となること34。ただし、以下の条件を満たす場合に限り、

発行後 5年以内に償還を行うことが認められるものとする。 

 発行者の任意による場合に限り償還を行うことが可能であること 

 当局による事前承認の対象であること 

 償還前または償還時において、償還される資本調達手段と同等または

より質の高い資本調達手段の発行によって完全に置き換えられること 

e. 買戻しを行う場合には、当局による事前承認の対象となること。 

f. 発行者が、当該資本調達手段の存続期間中、またはその他の状況において、

償還や買戻しを行う、あるいはそのような行為について当局による承認を

得る、という期待を生ぜしめていないこと。ただし、cで考慮しているステ

ップ・アップ金利およびその他の償還を行うインセンティブは、ここでは

考慮しないこととする。 

g. 剰余金の配当または利息の支払が、清算を早める可能性がある、発行者ま

たは関係事業体の信用状態または財務状況を基礎として算定されるもので

ないこと。 

h. 清算時を除き、保有者に対して期限の利益喪失に関する権利を与えるもの

でないこと35。 

i. 担保権により担保されておらず、当該資本調達手段が毀損も無効化もされ

ていないこと。特に、発行者または発行者が支配力および重要な影響力を

及ぼす関係事業体が保有者の利益のために行う保証または債務保全によっ

て、請求権の優先順位が影響を受けるものでないこと。 

j. 発行者または発行者が支配力および重要な影響力を及ぼす関係事業体によ

り購入されたものでないこと。また、取得に必要な資金が発行者により直

接または間接に融通されたものでないこと。 

k. 特別目的会社等が発行する資本調達手段である場合には、発行代り金を利

用するために発行される資本調達手段が、払込済み Tier2 資本に算入する

                         
34 当局による事前承認の対象でない場合は、以下の全ての条件に合致している場合に限り、当局

による事前承認の基準を満たすものとする。 

・ 当該資本調達手段の契約条件にロックイン条項が明記されていること。 

・ 償還の際に当局が事前通知を受けること、または、コール日が固定かつ既知であり当局が償

還の可能性をモニタリングしていること。 

・ 当局が当該資本調達手段の償還を差し止める権限を有していること。 
35 ゴーイング・コンサーンで発動し得る期限の利益喪失条項の取扱いは、今後慎重に検討する。 
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ための他の適格性基準の全てを満たし、かつ、当該資本調達手段の発行者

が発行代り金の全額を即時かつ無制限に利用可能であること（すなわち、

当該特別目的会社等は、自社および関係事業体により発行された資本調達

手段であって、払込済み Tier2 資本に算入するための他の全ての適格性基

準を満たす資産だけを保有することができる）。 

 

VI.2.4. 構造上の劣後性を有する Tier2 資本調達手段 

 

206. 負債の有する構造上の劣後性とは、持株会社が資本調達手段を発行し、その

発行代り金を保険子会社にダウンストリームしている状況をいう。 

 

207. 構造上の劣後性を有する資本調達手段であって、205項の適格性基準（b,d,e

については以下によって明確化される）および以下の追加的な基準 n,o,p を満

たす資本調達手段は、Tier2資本とする。 

b. 持株会社がシニア債権者に対して発行した構造上の劣後性を有する資本調

達手段については、他の非劣後の債権者よりも劣後する必要はない。 

d. 発行後 5 年以内の償還については、当局が資本調達手段の発行または償還

を制限、繰延または禁止することができる直接的・間接的な権限を有する

ことを含む、監督上のコントロールおよびレビューが行われることを通じ

て、当局による事前承認の基準を満たすものとすることができる。また、

発行後 5 年を経過した日以後の償還については、保険子会社から持株会社

への配当の支払の事前レビュー、および通常の配当でない場合は事前承認

を通じて、当局による事前承認の基準を満たすものとすることができる。 

e. 買戻しについては、保険子会社から持株会社への配当の支払の事前レビュ

ー、および通常の配当でない場合は事前承認を通じて、当局による事前承

認の基準を満たすものとすることができる。 

n. 「クリーン」な持株会社によって発行されていること。なお、「クリーン」

な持株会社とは、単体ベースのバランスシート上、保険契約負債を有して

いない持株会社と定義される。 

o. 自社および当局の双方で、保険子会社に対してダウンストリームされた発

行代り金が、適切に追跡かつ報告されていると判断していること。 

p. 保険子会社からの配当を規制上または監督上適切にコントロールすること

を通じて、構造上の劣後性を積極的に実行する規制上の枠組みを有する法

域に所在する保険子会社に対して、発行代り金がダウンストリームされて
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いること36。 

 

VI.2.5. 払込未済の Tier2 資本 

 

208. 払込未済資本は、関係を有さない第三者から受け取った、要求に応じて資本

を提供するためのコミットメントにより構成される。払込未済資本は、払込未

済の優先株式、払込未済の劣後債、信用状、保証等、様々な形態を取り得る。 

 

209. 払込未済資本は、相互会社に限り、Tier2 資本として認識される。相互会社

は、「払込未済資本」ワークシートに関連情報を入力することとする。当該ワー

クシートは、以下の 2つの表により構成される。 

a. 表 T18：当ワークシートの要約情報を表示するための表。この表にある全

てのセルには計算式が設定されており、自動的にデータが取り込まれる。 

b. 表 T19：払込未済資本の関連情報を入力するための表。この表にあるセル

は、最終列を除き、データ入力用のセルである。最終列は、後述の適格性

基準に対する評価を自動的に表示する。 

 

210. 相互会社は、表 T19において、払込未済資本に関する情報を入力することと

する。ただし、「払込済みとなった場合の分類と金額」列においては、当該項目

が払込済みとなった場合に適用される分類と算入額を入力することとする。 

 

211. 以下の全ての適格性基準を満たす場合、相互会社によって組成された当該金

融商品、契約、アレンジメントは、払込未済の Tier2資本とする。 

a. 当該商品が、その特性および金額について、以下の b から g の基準を満た

していることが、各法域の当局により承認されていること。 

b. 当該商品は、自社の要請により行使可能であり、かつ、行使の実施または

行使のインセンティブを阻害するようないかなる条件も適用されないこと。 

c. 行使された場合、当該商品は Tier1 資本（または払込済みの Tier2 資本）

に算入するための適格性基準を完全に満たす資本調達手段になる、または

Tier1資本の一部となること。 

d. 当該商品が、関連する各法域において、法的有効性を有すること。 

                         
36 保険子会社からの配当に対する監督上のコントロールとは、全ての重要な配当が当局による事

前承認の対象であり、保険会社の財政状況が困窮しているまたは困窮する可能性がある場合、配

当の支払制限、繰延または禁止命令を出す権限を有するものをいう。関連当局は、配当支払後に

残存する保険契約者のための剰余水準の十分性、財務の柔軟性、保険会社の利益の質、その他の

財務の健全性または保険契約者保護に関連する要素を、将来を見通して検討する能力を有してお

り、実際に検討しなければならない。 
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e. 行使された場合に、資本を提供する契約の相手方は合意された金額を支払

うことができ、支払う意思もあること。 

f. 担保権により担保されておらず、当該商品が毀損も無効化もされていない

こと。 

g. 当局による当該商品に関する承認に影響を与え得る、あらゆる事実または

状況の変化について、当局に対して通知する義務を負うものであること。 

 

VI.3. 資本調達手段以外の資本 

 

212. 適格資本に算入される資本調達手段以外の資本については、「バランスシー

ト」ワークシートの資本の部における情報を用いる。取扱いが明確でないもの

がある場合または解釈または分類に関し不確実性がある場合（例：重要なエキ

スパート・ジャッジメントが求められる場合）には、質問票に詳細を記載するこ

ととする。 

 

VI.3.1. Tier1 資本要素 

 

213. 資本調達手段以外の Tier1資本として、以下の項目が算入される。 

a. 利益剰余金（相互会社においては、剰余金、基金償却積立金、再評価積立

金）。なお、この項目は、バランスシートの純資産の部における「利益剰余

金」、「有配当保険の保険契約者持分」、「規制上の準備金（利用目的に制限

のない準備金および利用目的に制限のある準備金の両方を含む。VI.3.3「規

制上の準備金」参照）」、「その他の準備金」の合計である。 

b. Tier1資本に含まれる資本調達手段の発行の結果生じた資本剰余金 

c. その他の拠出金等（例：日本支店における持込資本金） 

d. その他の包括利益累計額（連結）または評価・換算差額等（単体）。ただし、

ヘッジ対象が経済価値ベースのバランスシート上で公正価値評価されてい

ない場合のキャッシュフローヘッジに関する額、および自己の信用リスク

の変化に起因した負債の公正価値の変化に関する額を除く。 

e. 適用される会計基準の下で、関連費用が費用計上される場合の、持分決済

型の従業員ストックオプションの公正価値3738 

                         
37 持分決済型の従業員ストックオプションとは、事前に決められた行使価格で自社の株式を購入

できる権利を従業員に付与する契約をいう。なお、現金決済型の従業員ストックオプションは資

本に含めないこととする。 
38 持分決済型の従業員ストックオプションの付与（および権利確定日の到来）は資本中立であ

る。なお、持分決済型の従業員ストックオプションが行使された場合は、行使価格で原株式を購

入するために従業員によって払い込まれる額だけ資本が増加する。 
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f. 以下の項目を含むその他の資本項目 

i. 非支配株主持分 

ii. 経済価値ベースのバランスシートを作成する際に、会計ベースのバラ

ンスシートに対して適用される調整。なお、この項目はバランスシー

トの他の入力項目から自動的に計算される。 

 

214. 前項の fには、バランスシートの純資産の部における「その他」の項目は含

まれない。「その他」の項目は、直接的には適格資本を構成しない。バランスシ

ートの他の行に含めることが適切ではないと考える資本項目が存在する場合、

「その他」の行に入力し、質問票に詳細を記載することとする。 

 

VI.3.2. Tier2資本要素 

 

215. 資本調達手段以外の Tier2資本として、以下の項目が算入される（調整およ

び控除については、調整および控除 VI.4「調整および控除」参照）。 

a. 払込済みの Tier2 資本に含まれる資本調達手段を発行した結果生じた資本

剰余金 

b. 処分制約のある資産の額のうち、一定の閾値を超過する部分として Tier1

資本から控除された額（VI.4.3「処分制約のある資産の取扱い」参照） 

c. 「Tier2 バスケット」。なお、Tier1 資本から控除される以下の 3 項目で構

成され、所要資本の 15%を限度とする。 

i. 退職給付に係る資産（繰延税金負債相殺後）に 50%を乗じたもの 

ii. 経済価値ベースのバランスシート上の繰延税金資産 

iii. 無形資産のうちソフトウェアの額（減価償却後、繰延税金負債相殺後）

に 10%を乗じたもの 

 

VI.3.3. 規制上の準備金 

 

216. 該当する準備金は、「バランスシート」ワークシートにある表 T9の「規制上

の準備金」行に入力することとする。 

 

217. 利用目的に制限のない準備金は、累積された準備金または利益であって、特

定の目的に割り当てられておらず、その他の Tier1 資本と同様に、あらゆる損

失吸収に利用可能なものとする。さらに、法規制または当局によって、特定のリ

スクまたはその一部に対して配分された、または、個別に割当てられた準備金

であっても、利用目的に制限がないと考え得るものについては、以下の条件を
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満たした場合、利用目的に制限のない準備金とする。 

a. 当局が、当該準備金について、利用目的に制限がなく、Tier1 資本と同様に

あらゆる損失吸収に利用可能であるものとして再分類および指定を行うも

の。当該再分類および指定は、特定の出来事または状況に影響されないも

のとする。当該準備金の取崩しは、当局への届出または当局による認可が

必要となり、取崩した場合は利益剰余金として認識される。 

b. 当局への届出または当局による認可については、以下の条件を満たす必要

がある。 

i. 当局への届出または当局による認可は、事業継続（ゴーイング・コンサ

ーン）ベースで実施される。 

ii. 当局の認可が不当に留保されず、そのことが事前認可または届出に対

する明示的な承認により裏付けられている。 

 

218. 利用目的に制限のある準備金は、累積された準備金または利益であって、特

定の目的に割り当てられたもの、あるいは特定のリスクまたはその一部のため

に蓄えられ、特定の事象または状況に関する損失を吸収するためだけに取崩さ

れ、利用されるものとする。ただし、清算時においては、利用目的に制限のある

準備金であっても、全ての保険契約者に対する支払に関する損失吸収に利用可

能な場合がある。 

 

219. 危険準備金、異常危険準備金（地震保険における危険準備金を含む39）、価格

変動準備金、契約者（社員）配当準備金（未割当）は、利用目的に制限の無い準

備金とする。その他、該当がある場合、「別紙 4 各国の準備金の取扱い」の取

扱いによるものとする。 

 

220. 「別紙 4 各国の準備金の取扱い」に含まれていない準備金は、前述の基準

に従って適切な分類を定めることとする。また、質問票に当該準備金の詳細を

記載することとする。 

 

VI.4. 調整および控除 

 

221. 適格資本に対する調整および控除を行うため、「バランスシート」ワークシ

ートの「適格資本からの控除項目」（表 T10）に該当する額を入力することとす

る。 

                         
39 地震保険における危険準備金の取扱いについては、今後慎重に検討する。 
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VI.4.1. Tier1 資本からの控除 

 

222. 各項目の評価を通じて既に控除されている場合を除き、以下の項目は Tier1

資本から控除される。特段の記載がない限り、これらの項目の情報を「バランス

シート」ワークシートの表 T10に入力することとする。 

a. のれん 

b. 無形資産（ソフトウェアを含む） 

c. 退職給付に係る資産 

d. 経済価値ベースのバランスシート上の繰延税金資産 

e. 自己の Tier1 資本を人為的に増大させるよう設計された、金融機関同士の

直接的または間接的な相互持ち合い。なお、この額はルックスルー・アプ

ローチを適用して集計することとする。 

f. 自己の Tier1 資本調達手段への直接投資および間接投資（消去されていな

い場合）。なお、この額はルックスルー・アプローチを適用して集計し、「結

果の要約」ワークシートの表 T4に入力することとする。 

g. 不適格再保険から生じる再保険資産。なお、不適格再保険とは以下の契約

をいう。 

i. 規制やリスクベースのソルベンシー監督（適切な資本要件を含む）の

対象となっていない事業体から提供された再保険、または 

ii. 十分なリスク移転がなされない再保険 

h. 処分制約のある資産のうち一定の閾値を超過する部分（詳細は VI.4.3「処

分制約のある資産の取扱い」参照）。なお、この額は入力された情報に基づ

き、「結果の要約」ワークシートの表 T8で自動的に計算される。 

i. 連結ベースの場合、連結および持分法適用の範囲から除外された関係事業

体への資本性・負債性投資 

 

223. 上記 aから cに掲げる項目は、本評価を通じて控除される場合、対応する繰

延税金負債と相殺した上で適格資本から控除される。 

 

VI.4.2. Tier2 資本からの控除 

 

224. 各項目の評価を通じて既に控除されている場合を除き、以下の項目は Tier2

資本から控除される。 

a. 自己の Tier2 資本を人為的に増大させるよう設計された、金融機関同士の

直接的または間接的な相互持ち合い。なお、この額はルックスルー・アプ
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ローチを適用して集計することとする。 

b. 自己の Tier2 資本調達手段への直接投資および間接投資（消去されていな

い場合）。なお、この額はルックスルー・アプローチを適用して集計し、「結

果の要約」ワークシートの表 T4に入力することとする。 

 

VI.4.3. 処分制約のある資産の取扱い 

 

225. 処分制約のある資産とは、規制上の要件を満たすために、あるいは、中央清

算されるデリバティブ、店頭デリバティブ、不動産融資、レポ／リバースレポ／

証券貸借取引、信用状／保証、再保険、信託等の取引に参加するために、担保と

してカウンターパーティに差し出している資産をいう。 

 

226. 処分制約のある資産が、当該処分制約のある資産によって保全されている負

債および関連する所要資本を超過する場合、Tier1資本からの控除を行うことと

する。当該控除額は、以下の合計額とする。 

a. 処分制約のある資産の合計額のうち、当該処分制約のある資産によって保

全されているオンバランス負債の合計額を超過する額 

b. 処分制約のある資産および保全されている負債に関する所要資本の増分 

 

227. オンバランス負債を発生させないオフバランスの証券金融取引（すなわち、

証券貸借、レポ、リバースレポ）に関連した処分制約のある資産については、

Tier1資本からの控除は行わない（「結果の要約」ワークシートの表 T8に入力し

ない）こととする。 

 

228. Tier1 資本から控除された額は、Tier2 資本に適用される制限の範囲内で

Tier2資本に含まれる。 

 

229. 「結果の要約」ワークシートの表 T8 において、処分制約のある資産の合計

額および当該処分制約のある資産によって保全されているオンバランス負債の

合計額（生命保険契約の正味現在推計、損害保険契約の正味現在推計および正

味現在推計以外に分類する）を入力することとする。処分制約のある資産およ

び保全されている負債に関する所要資本の増分は、ワークシートにおいて簡便

的に自動計算される。 

 

VI.5. 資本構成に対する制限 
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230. 資本の質および損失吸収能力を適切に反映するため、資本構成に対して制限

を設ける。 

 

231. 算入制限のある Tier1資本に対する制限を超過する部分は、Tier2 資本に含

まれ、Tier2資本の制限の対象となる。 

 

232. 相互会社以外の社には、以下の 3つの制限を設ける。 

a. 算入制限のある Tier1 資本は、所要資本の 10%を限度とする。ただし、当

該限度を超える部分について、資本調達手段が元本による損失吸収メカニ

ズム（PLAM）を有している場合、所要資本に対する限度は 15%に引き上げら

れる。 

b. Tier2資本は、所要資本の 50%を限度とする。 

c. 払込未済の Tier2 資本は、適格資本として考慮しない。 

 

233. 前項において、PLAMは、契約上事前に定義されたゴーイング・コンサーン条

件において、債務（元本および配当／利息）の削減または資本調達手段の（算入

制限のない Tier1 資本への）転換のいずれかを提供するメカニズムとして定義

される。 

 

234. 相互会社には、以下の 3つの制限を設ける。 

a. 算入制限のある Tier1資本は、所要資本の 30%を限度とする。 

b. 算入制限のある Tier1 資本と Tier2 資本の合計は、所要資本の 60%を限度

とする。 

c. 払込未済の Tier2 資本は、所要資本の 10%を限度とする。 

  



2021年 8月版 

69 

VII. 所要資本の計算における留意事項 

 

VII.1.1. 全般的事項 

 

235. リスクカテゴリーごとに、所要資本の計算に適した方法を採用している。 

リスクが資産と負債両方の評価額の変動によって表される場合、または、単

一の係数やバランスシート項目では適切にリスクを捉えられない場合には、特

にストレス・アプローチが最良の計算方法となる（例：死亡リスク、長寿リスク、

金利リスク）。 

リスク・エクスポージャーがバランスシート項目等で適切に捉えられる場合

は、係数ベース・アプローチが用いられる。 

巨大災害リスクについては、最もリスク感応的であり、リスクプロファイル

を適切に反映し得るアプローチとして、確率論的モデル・アプローチが用いら

れる。 

 

236. 個々のリスクの所要資本は、相関行列を用いることにより、分散効果を反映

した上で統合される。 

 

VII.1.2. リスク削減手法 

 

237. 以下の基準を全て満たす場合は、所要資本の計算においてリスク削減手法を

認識することができる。 

a. リスク削減手法は、関係する全ての法域において法的に有効かつ法的強制

力を有しており、また、第三者への実効的なリスク移転を伴うものである

こと。 

b. 契約上、リスク移転が明確に定義されていること。 

c. 所要資本の計算において、リスク削減手法の程度に応じた所要資本の減額

を通じて、その効果を認識できること。また、ストレスシナリオの下での

リスク削減手法の計算前提や関係性の変化に起因する全てのベーシスリス

クの影響が合理的に考慮され、当該リスク削減手法の使用に付随する全て

の関連するリスク（例：信用リスク）が適切に取り扱われていること。な

お、これら 2 つの効果は区別することとする。 

d. リスク削減手法の効果の計算が、基準日時点の資産および負債に基づいて

行われていること。 

e. リスク削減手法の効果がダブルカウントされていないこと。 
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f. カウンターパーティの債務不履行、支払不能、破産、またはその他の信用

事由が発生した場合に、当該カウンターパーティに対して直接的な請求権

を有することが契約上規定されていること。 

g. リスク削減手法の提供者が、契約当事者間で特定された事由において確実

にプロテクションを提供できるように、十分な信用力（十分な格付、資本

水準または担保設定水準のいずれかを通じて実証可能）を有すること。な

お、信用力は、II.1.5「格付区分」に示される格付区分の定義と整合的に

評価することとする。 

 

238. 市場リスクに対するリスク削減手法を認識する場合は、前項の基準に加え、

特定のエクスポージャーやエクスポージャープールが、明示的に参照されるこ

ととする。 

 

239. 残存期間が 12 ヶ月間未満で、前項の定性基準を満たすリスク削減手法の効

果は、以下のとおり、リスク削減手法の残存期間に比例して考慮することとす

る。 

a. リスク・エクスポージャーの残存期間が 12ヶ月未満の場合、リスク・エク

スポージャーの残存期間に対するリスク削減手法の残存期間の割合（100%

を限度） 

b. リスク・エクスポージャーの残存期間が 12 ヶ月以上の場合、12 ヶ月に対

するリスク削減手法の残存期間の割合（100%を限度） 

 

240. ただし、市場リスクのエクスポージャーに対するリスク削減手法を、満期時

に同様の手法で更新することが計画されている場合において、実際に更新する

ことが期待され、かつ、所要資本の計算期間（1年）内の全ての予測可能な更新

費用が考慮される場合には、当該更新を考慮することができる。具体的には、以

下の条件を全て満たす場合、リスク削減手法の更新を考慮することができる。 

a. 当該リスク削減手法の更新が、従前の事業慣行および文書化された戦略と

整合的であること。 

b. 当該リスク削減手法の更新が、3 ヶ月毎より高頻度で行われないこと。た

だし、為替リスクおよび株式リスクに対するリスク削減手法については、

1ヶ月毎より高頻度で行われないこと。 

c. 異なる市場状況下での市場流動性の欠如に起因して、当該リスク削減手法

の更新が不可能となるリスクが重要でないこと。さらに、当該リスク削減

効果と比較して、重要なベーシスリスクおよびオペレーショナルリスクが

存在しないこと。また、為替リスクおよび株式リスクに対するリスク削減
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手法が 3 ヶ月毎より高頻度で更新される場合には、以下の点を正当化でき

ること。 

i. 当該リスク削減手法の市場が、関連する年限において十分な流動性を

有すること。 

ii. 当該リスク削減手法が、3ヶ月毎より低頻度で更新されるものと比較し

て、著しく大きいリスクをもたらさないこと。 

d. 当該リスク削減手法の更新は、コントロール外の将来事象を条件としない

こと。また、当該リスク削減手法の更新が、コントロール下にある将来事

象を条件とする場合、a の文書化された戦略の中で当該条件が明確に記載

されていること。 

e. 当該リスク削減手法の更新が、当該リスク削減手法の利用可能性に関して

現実的であり、また、更新費用が当該リスク削減効果から控除されている

こと。なお、翌 12ヶ月間に更新費用が上昇するリスクを考慮することとす

る。 

f. 当該リスク削減手法から生じる追加リスク（例：信用リスク）が考慮され

ていること。 

g. 翌 12ヶ月間の全ての合理的に予測可能な事態において、深みのある流動性

の高い市場を通じて、当該リスク削減手法の更新が可能であることを、当

庁に実証できること。なお、本試行においては当庁への実証を求めないが、

更新が可能であると考える場合は、質問票にその根拠を記載することとす

る。更新が可能ではないと考える場合は、当該リスク削減手法の更新によ

るリスク削減効果は、基準日時点のリスク削減効果の 80%を限度とする。 

 

241. 損害保険の保険料リスクに対するリスク削減手法を更新することが期待さ

れ、かつ、所要資本の計算期間（1年）内の更新費用が考慮されている場合には、

当該更新を考慮することができる。具体的には、以下の条件を全て満たす、リス

ク削減手法の更新を考慮することができる。 

a. 当該リスク削減手法の更新が、従前の事業慣行および文書化された戦略と

整合的であること。 

b. 当該リスク削減手法の更新が、当該リスク削減手法の利用可能性および費

用（例：出再保険料、再保険手数料）に関して現実的であること。 

c. 当該リスク削減手法から生じる追加リスク（例：信用リスク）が考慮され

ていること。 

 

242. 巨大自然災害リスクのモデリングにおいても、前項の基準を充足している場

合に限り、リスク削減手法の更新を考慮することができる。 
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243. オペレーショナルリスクに対するリスク削減手法の効果は認識しないこと

とする。 

 

VII.1.3. 地理的区分 

 

244. 各リスクの所要資本の計算において、以下の地理的区分が用いられることが

ある。 

a. 欧州経済領域（EEA）およびスイス 

b. 米国およびカナダ 

c. 中国 

d. 日本 

e. その他先進国市場 

f. その他新興市場 

 

245. 「別紙 5 地理的区分の定義」において、各地域の定義を規定している。 

 

246. 前項の区分は、株式リスクの所要資本の計算で用いられる区分とは異なる。

株式リスクで用いられる区分は、FTSE先進国市場インデックスに基づいている。 

 

247. 保険事業に関する情報をワークシートに入力する場合、リスクの所在地に基

づくこととする。リスクの所在地の情報を入手できない場合は、保険契約を引

き受けた事業体の所在地を近似的に用いることができるが、その場合は、質問

票において当該情報を記載することとする。 

 

VII.1.4. マネジメント・アクション 

 

248. 所要資本における各リスクの段階で、マネジメント・アクションの効果を考

慮することとする。マネジメント・アクションの効果は、一定の上限が適用され

る。 

 

249. 個々のリスクに関するマネジメント・アクションの影響は、V.2.4「マネジメ

ント・アクション」の規定に整合的に計算することとする。マネジメント・アク

ションの影響は現実的な前提に基づくものとし、保険契約者に対する義務およ

び各社に適用される法的な条件を反映するものとする。 
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250. マネジメント・アクションの効果の総額は、将来の配当およびその他裁量給

付に係る保険負債の合計額を上限とする。この上限は、分散効果反映後のマネ

ジメント・アクションの効果に対して適用される。 

 

251. マネジメント・アクション考慮前の所要資本は、ストレス下においても、現

在推計に含まれる将来の裁量給付の評価額が変化しないものとして計算するこ

ととする。マネジメント・アクション考慮後の所要資本は、248項のマネジメン

ト・アクションに係る前提条件を変更して計算することとする。 

 

例：株式ストレス後のマネジメント・アクション 

貯蓄型契約のポートフォリオを有する生命保険会社について、この貯蓄型

契約には法的に支払が強制される利益配当は含まれていないが、当該保険会

社は、保険契約者に対して各年度の利益（正値の場合）の約 80%の配当を目指

すという内部方針を有している。各年度の利益の合計が 100 の場合、不利な

シナリオの場合に保険契約者に転嫁できる最大の損失吸収力として、裁量給

付 80が現在推計に含まれることになる。 

ただし、競争上の理由および大量解約回避のために、当該保険会社が、最大

損失額 80を保険契約者に転嫁する可能性は実務上低い。例えば、株式投資に

おける 40%の価値下落により資産価値が 100減少した場合、配当方針を変更せ

ずに適用すると裁量給付はゼロになるが、一方で、上記の要素を勘案して、裁

量給付を 30にすることも想定し得る。この場合、マネジメント・アクション

考慮後のストレスの影響は、100－(80－30)＝50となる。 

 

この例は以下のとおり要約することができる。 

 

ストレス前のバランスシート 

資産 1,000 

うち株式 250 

その他 750 

適格資本 150 

MOCE 50 

現在推計 800 

うち裁量給付 80 

 

ストレス後、マネジメント・アクション考慮前のバランスシート 

資産 900 

うち株式 150 

その他 750 

適格資本 50 

MOCE 50 

現在推計 800 

うち裁量給付 80 
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ストレス後、マネジメント・アクション考慮後のバランスシート 

資産 900 

うち株式 150 

その他 750 

適格資本 100 

MOCE 50 

現在推計 750 

うち裁量給付 30 
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VIII. 生命保険リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

252. 生命保険リスクの所要資本は、同質なリスクグループのレベルにおいてスト

レスシナリオを適用することで計算する。 

 

253. ストレス後のキャッシュフロー予測は、ストレス前のキャッシュフローと同

一水準の粒度で行うこととする。ストレス前のキャッシュフローが一定のグル

ープ化を適用して予測される場合、ストレス前後のキャッシュフローの整合性

を確保するため、ストレス後のキャッシュフローについても同一のグループ化

を適用することとする。 

 

254. 実務的な観点からは、同質の生命保険リスクに晒されている商品40（または

契約）のポートフォリオごとにグループ化を行なうことができる。保険契約の

グループ化の適切性を判断する際には、同質の保険リスクに晒されている商品

（または契約）が同一のグループとなっているかどうかを検討することとする。

この目的においては、同質なリスクグループは、同様のリスク特性を有する契

約の集合となる41。 

 

255. 同質なリスクグループは、合理的な範囲で安定的なものとする。リスク特性

の評価においては、必要に応じて、以下を考慮することとする。 

a. 保険引受方針 

b. 保険金支払パターン 

c. 保険契約者のリスクプロファイル 

d. 商品特性（特に保証） 

e. 将来のマネジメント・アクション 

 

256. 一部の保険契約については上昇ストレスが純資産の減少をもたらし、他の保

険契約については下降ストレスが純資産の減少をもたらすことがあり得る。キ

ャッシュフロー予測の大部分が保険契約ごとに行われるとしても、上昇ストレ

スと下降ストレスのいずれを適用するかを決定するために、保険契約の適切な

グループ化が必要である。計算される所要資本の正確さは、グループ化の粒度

                         
40 損保の積立商品も含まれ得る。 
41 主契約と特約も分離され得る。 
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に依存する点に留意することとする。 

 

257. 生命保険リスクの所要資本は、表 VIII-1 の相関行列を用いて統合される。 

 

表 VIII-1 生命保険リスクの所要資本の相関行列 
 死亡 長寿 罹患・障害 解約・失効 経費 

死亡 100% -25% 25% 0% 25% 

長寿 -25% 100% 0% 25% 25% 

罹患・障害 25% 0% 100% 0% 50% 

解約・失効 0% 25% 0% 100% 50% 

経費 25% 25% 50% 50% 100% 

 

VIII.1. 死亡リスク 

 

VIII.1.1. 定義 

 

258. 死亡リスクの所要資本は、死亡率の水準に対してストレスを適用した場合の

純資産の減少額として計算することとする。ストレス後の資産および負債の評

価には、リスク削減手法の影響を反映することとする。なお、死亡リスクの文脈

において、純資産は経済価値ベースの資産（ストレスシナリオに感応するもの）

から現在推計を控除した額とする。 

 

VIII.1.2. 計算 

 

259. 死亡リスクの所要資本は、現在推計の計算に用いる死亡率が X%増加した場

合の純資産の減少額として計算することとする。 

具体的には、死亡率の増加が純資産の減少につながる全てのグループにおい

て、全ての契約の全年齢における死亡率に、全期間に亘り以下のストレスを与

えることとする。 

 

ストレス後の死亡率＝現在推計の計算に用いる死亡率の計算前提×(1＋X%) 

 

なお、Xの具体的な値は表 VIII-2のとおりとする。 
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表 VIII-2 死亡率の水準へのストレス 

地理的区分 X% 

欧州経済領域（EEA）およびスイス 12.5% 

米国およびカナダ 12.5% 

中国 12.5% 

日本 10% 

その他先進国市場 12.5% 

その他新興市場 12.5% 

 

260. 必要なインプットは、以下のとおりとする。 

a. ストレス前のベース純資産（列[1]） 

b. ストレス後で、マネジメント・アクション考慮前の純資産（列[2]） 

c. ストレス下におけるマネジメント・アクションの効果（列[4]） 

 

261. 死亡リスクの所要資本を計算する際には、地理的な分散効果は考慮しないこ

ととする。 

 

262. 259 項で規定する死亡率のストレスは、複数の地域をカバーする再保険契約

によるリスク削減効果のダブルカウントを避けるように適用することとする。 

 

VIII.2. 長寿リスク 

 

VIII.2.1. 定義 

 

263. 長寿リスクの所要資本は、死亡率の水準に対してストレスを適用した場合の

純資産の減少額として計算することとする。なお、長寿リスクの文脈において、

純資産は経済価値ベースの資産（ストレスシナリオに感応するもの）から現在

推計を控除した額とする。 

 

VIII.2.2. 計算 

 

264. 長寿リスクの所要資本は、現在推計の計算に用いる死亡率が X%減少した場

合の純資産の減少額として計算することとする。 

具体的には、死亡率の減少が純資産の減少につながる全てのグループにおい

て、全ての契約の全年齢における死亡率に、全期間に亘り以下のストレスを与

えることとする。 
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ストレス後の死亡率＝現在推計の計算に用いる死亡率の計算前提×(1－X%) 

 

なお、Xの具体的な値は表 VIII-3のとおりとする。 

 

  表 VIII-3 死亡率の水準へのストレス 

地理的区分 X% 

欧州経済領域（EEA）およびスイス 17.5% 

米国およびカナダ 17.5% 

中国 17.5% 

日本 17.5% 

その他先進国市場 17.5% 

その他新興市場 17.5% 

 

265. 必要なインプットは、以下のとおりとする。 

a. ストレス前のベース純資産（列[1]） 

b. ストレス後で、マネジメント・アクション考慮前の純資産（列[2]） 

c. ストレス下におけるマネジメント・アクションの効果（列[4]） 

 

266. 長寿リスクの所要資本を計算する際には、地理的な分散効果は考慮しないこ

ととする。 

 

267. 264 項で規定する死亡率のストレスは、複数の地域をカバーする再保険契約

によるリスク削減効果のダブルカウントを避けるように適用することとする。 

 

VIII.3. 罹患・障害リスク 

 

VIII.3.1. 定義 

 

268. 罹患・障害リスクの所要資本は、相互に排他的な 4つの商品区分に対してス

トレスを適用した場合の純資産の減少額として計算することとする。なお、罹

患・障害リスクの文脈において、純資産は経済価値ベースの資産（ストレスシナ

リオに感応するもの）から現在推計を控除した額とする。 

 

269. 同様の罹患・障害給付が生命保険または損害保険に分類される可能性がある

（下記 VIII.3.2「リスクの範囲・商品区分」参照）。罹患・障害リスクは、「生

命保険類似」に分類される給付を行う契約に対してのみ適用される。損害保険

に分類される契約に対しては、損害保険リスクが適用される。 
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VIII.3.2. リスクの範囲・商品区分 

 

270. 罹患・障害リスクは、「生命保険類似」の技術的基礎により評価される給付

に対してのみ適用することとする。保険負債の法的または契約上の分類に関わ

らず、保険負債の技術的計算の基礎が、生命保険または損害保険への分類を決

定する基準となる。技術的基礎が保険負債に関するリスクの性質と整合しない

場合にのみ、保険契約の引受リスクの性質が分類を決定する基準となる。 

 

例：罹患給付付きの「伝統的な」医療保険商品（保険料平準化なし）の区分 

a. 当該医療保険商品の保険負債が保険金トライアングルまたは未経過保険

料を基礎として計算されている場合、この商品は損害保険とする。保険

負債の計算が障害発生率・罹患率のテーブルに基づいている場合、この

商品は「生命保険類似」とする。 

b. 内在するリスクの発現を反映して、ある事象の発生後に保険負債の計算

方法が変更される場合には、当該リスクの発現を区分に反映することと

する。 

 

例：身体障害を保障する商品の区分 

a. 身体障害を保障する商品で、保険負債の計算方法が保険金トライアング

ルまたは未経過保険料に基づいている場合、保険契約者から身体障害の

発生が申告されていない間は損害保険とする。 

b. 保険契約者が身体障害の発生を申告した際に、保険負債の計算方法を変

更し、その時点からバイオメトリック（生物学的）な変数を考慮する場

合、この商品は、当該事象の発生以降は「生命保険類似」とする。 

 

例：保険負債の計算が損害率に基づく場合における、罹患・身体障害を保障す

る商品の区分 

a. 損害率の決定が保険金トライアングル等の損害保険の技術的基礎に基づ

く場合、当該罹患・身体障害に対する補償は損害保険に分類する。 

b. 損害率の決定が罹患率・身体障害発生率のテーブル等の生命保険の技術

的基礎に基づく場合、当該罹患・身体障害に対する保障は生命保険に分

類する。 

 

271. 「生命保険類似」に分類されるリスクの主な事例は以下のとおり。 

a. 疾病 
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b. 雇用中または雇用終了後（特に職業性疾病の場合）の労働災害・職業性疾

病 

c. 重症疾患。ただし、給付金の支払が確定診断後の所定期間内の生存を条件

としているもの 

d. 身体障害（一時的か永続的か、部分的喪失か完全喪失か、肉体的か精神的

かを問わない） 

e. 所得の喪失（過去および将来の所得の喪失、給与の代替給付等） 

f. 長期介護：全ての定義・確立された日常生活上の機能を行使する能力の全

面的または部分的な喪失に対応する全ての種類の保険 

g. 医療費等：医療費および直接関係する費用 

h. 医療費等：医療費および直接関係する費用以外の費用（予防医療および健

康給付金等） 

 

272. 罹患・障害リスクの所要資本の計算において、「生命保険類似」の保険商品

は、以下の相互に排他的な 4つの商品区分に分類することとする。 

a. 商品区分 1: 医療費補償を提供する商品 

i. 入院状態かどうかに関わらず、何らかの医療費補償（定額または実費

のいずれか）を提供する商品。この補償は治療、または、保険契約者

あるいは被保険者が負担した費用に直接的に依存し、特定の健康状態

で過ごした期間には直接依存しない。 

ii. 典型的な例としては、医療費または医療費補助契約であり、診察費、

投薬費、眼科費、歯科費等に対する給付を提供するものが含まれる。 

 

b. 商品区分 2：健康事象発現時の一時金を提供する商品 

i. がんまたはその他の重大疾病の診断、あるいは一定の身体障害に至る

事故の発生等、特定の（通常は重度の）健康事象発現時において一時

給付を提供する商品。 

ii. 典型的な例としては、事故・災害、重症疾患、永久身体障害に係る保

険契約であり、請求時に一時金で支払われるものが含まれる。なお、

この商品区分には、一般的に災害死亡・後遺障害契約も含まれる。 

 

c. 商品区分 3：短期定期的給付を提供する商品 

i. 就業不能や入院等、一定の一時的な健康状態の継続期間に対して、定

期的な給付42を提供する商品。 

                         
42 当該短期給付における定期性は、典型的には日次または週次の支払であるが、月次支払等他の

定期支払自体をこの区分から排除するものではない。 
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ii. 典型的な例としては、入院保障、事故による傷害や所得喪失、短期身

体障害所得補償（一般的に団体保険）等の契約が含まれる。 

 

d. 商品区分 4：長期定期的給付を提供する商品 

i. 健康状態が長期または永久的に悪化した場合に、定額年金給付を提供

する商品。 

ii. 典型的な例としては、永久的な身体障害、長期介護等の個人保険や団

体保険が含まれる。 

 

273. 前項の「典型的な例」は、あくまでも例示であり、網羅性を意図したもので

はない。また、名称も法域によって異なる可能性がある。 

日本においては、各社商品の特性等によるが、商品区分 1 には手術給付金、

通院給付金等、商品区分 2には災害死亡給付金、がん診断給付金等、商品区分 3

には入院給付金等、商品区分 4には介護年金等が含まれ得る。 

 

274. 短期定期的給付と長期定期的給付の差異は、定期的給付の特性が一時的か永

続的かに依存する。 

契約上、給付が所与の期間（通常は 5年未満）に限定される場合は、商品区分

3に分類することとする。生涯に亘って、または、保険契約者によって異なる一

定の時点（例：退職年齢）まで、短期間に制限するという事前の規定なしに給付

が支払われる場合には、商品区分 4に分類することとする。  

 

275. 各商品区分は、保障期間により以下の 2つに分類される。 

a. 短期：保障期間が 5年以下の契約 

b. 長期：保障期間が 5年を超える契約 

 

例 1：長期の保障期間を有する短期定期的給付を提供する商品（商品区分 3） 

入院給付を提供する 10年更新型または終身の医療給付商品 

例 2：短期の保障期間を有する長期定期的給付を提供する商品（商品区分 4） 

保障期間は 1 年であるが、個人に対する給付は 65 歳または 70 歳まで続く団

体障害保険 

 

276. 実際には商品によって、上記の複数の区分にまたがる補償が提供される可能

性がある。例えば、一つの契約が以下の給付を提供することもある。 

a. 短期間の（一時的な）身体障害時の定期的な給付 

b. 長期間の身体障害時の定期的な給付 
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c. 重症疾患時の一時金 

 

277. 当該契約の場合、各構成要素に対して、各々該当するストレスを適用するこ

ととする。医療費補償と短期定期的給付（商品区分 1と商品区分 3）が組み合わ

せて提供される場合、両方の商品区分に分けるか、または商品区分 3 の下で両

方を考慮することとする。ただし、当該契約の各構成要素に対し個々のストレ

スを適用することが実務的に困難な場合、当該契約に適用するストレスは、そ

の契約の主要な構成要素に基づくこととする。 

 

VIII.3.3. 計算 

 

278. 罹患・障害リスクの所要資本は、次に規定するストレスの組合せによるシナ

リオを適用して計算することとする。 

 

279. 各商品区分の所要資本は、以下のとおり計算するものとする。 

a. 商品区分 1～3の所要資本は、各保障期間（短期または長期）について、現

在推計の計算に用いる全ての年齢の発生率が、全期間に亘り表 VIII-4 ま

たは表 VIII-5 に従い上昇した場合の純資産の変動額として計算する。な

お、当該ストレスによって、商品区分 1～3に関する罹患・障害リスクの全

体を捉えることを意図している。当該発生率のストレスには、2 つの適用

方法が存在する。 

i. クレームコストが発生率・回復率を用いて明示的にモデル化されてい

る場合、ストレスは発生率にのみ適用することとする。回復率のみを

モデル化している場合には、当該回復率の減少としてストレスを適用

することとする。 

ii. 発生率・回復率が明示的にモデル化されていない給付については、発

生率に対するストレスを、医療保険金の支払額に対するストレスと解

釈することとする。 

 

b. 商品区分 4 の所要資本は、各保障期間（短期または長期）について、発生

率に関する所要資本と回復率に関する所要資本のいずれか大きい方とする。 

i. 発生率の所要資本：現在推計の計算に用いる全ての年齢の発生率が、

全期間に亘り表 VIII-4または表 VIII-5に従い上昇した場合の純資

産の変動額 

ii. 回復率の所要資本：現在推計の計算に用いる全ての年齢の回復率が、

全期間に亘り表 VIII-4または表 VIII-5に従い低下した場合の純資
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産の変動額 

 

表 VIII-4 罹患・障害リスクのストレス（日本） 

 

 

表 VIII-5 罹患・障害リスクのストレス（日本以外） 

 

 

280. 必要なインプットは、以下のとおりとする。  

a. ストレス前のベース純資産（列[1]） 

b. ストレス後で、マネジメント・アクション考慮前の純資産（列[2]） 

c. ストレス下におけるマネジメント・アクションの効果（列[4]） 

 

281. 区分ごとにマネジメント・アクションを適用することが実行可能でない場合、

全体ベースでマネジメント・アクションを適用できる。 

 

VIII.4. 解約・失効リスク 

 

VIII.4.1. 定義 

 

282. 解約・失効リスクの所要資本は、水準およびトレンドの要素と大量解約の要

素のいずれか大きい方として計算される。水準およびトレンドの要素と大量解

約の要素は、それぞれの要素に対してストレスを適用した場合の純資産の減少

額として計算することとする。なお、解約・失効リスクの文脈において、純資産

商品区分 
保障期間 

短期 長期 

1 20% 8% 

2 25% 8% 

3 20% 10% 

4 
発生率：25% 

回復率：20% 

発生率：20% 

回復率：20% 

商品区分 
保障期間 

短期 長期 

1 20% 8% 

2 25% 20% 

3 20% 12% 

4 
発生率：25% 

回復率：20% 

発生率：20% 

回復率：20% 
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は経済価値ベースの資産（ストレスシナリオに感応するもの）から現在推計を

控除した額とする。 

 

283. 所要資本の計算においては、将来キャッシュフローを変化させ得る法的また

は契約上のオプションの全てを考慮に入れることとする。これには、契約の部

分的または全面的な終了、解約・失効、更新、延長、保障範囲の増減、保険料支

払の削減または中止、年金支払選択オプション等のオプション行使率の変化を

含めることとする。なお、このリスクは、生命保険43および「生命保険類似」の

技術的基礎を有する医療保険にのみ適用することとする。 

 

284. 水準およびトレンドの要素と大量解約の要素のいずれか大きい方は、244項

の地理的区分ごとに決定することとする。全ての地理的区分についてそれらを

合計したものが、解約・失効リスクの所要資本となる。 

 

VIII.4.2. 水準およびトレンドの要素 

 

285. 水準およびトレンドの要素に関する解約・失効リスクの所要資本は、上昇ス

トレスまたは下降ストレスを与えた場合の純資産（いずれもマネジメント・ア

クション考慮後）の減少額のうち、いずれか大きい方とし、与えるストレスにつ

いては以下のとおりとする。 

 

上昇ストレス 

上昇ストレスに対して不利な影響を受ける（すなわち、保障範囲の縮小が不利

な影響となる）同質のリスクグループ44に対して、将来の全ての期間に亘って、

現在推計の計算前提とした全てのオプション行使率（または非行使率）に上昇ス

トレスを与えることとする。 

保障範囲を縮小させるオプション（例：一部または全部の保障の解約）は、行

使率が X%増加するストレスとする。保障範囲を拡大させるオプション（例：保

障の延長）については、オプションが行使されない率（非行使率）に対し、X%の

上昇ストレスを適用することとする45。 

なお、ストレス後の行使率（または非行使率）は 100%を上限とする。すなわ

ち、基準とする行使率（または非行使率）の計算前提に（1＋X%）を乗じた結果

は、100%を上限とする。 

                         
43 損保の積立商品も含まれ得る。 
44 グループ化の詳細については、252項から 256項参照。 
45 例えば、ストレス前の更新率が 70%で、X=25%の場合、1-(1-0.7)*1.25=62.5%となる。 
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下降ストレス 

下降ストレスに対して不利な影響を受ける（すなわち、保障範囲の拡大が不利

な影響となる）同質のリスクグループに対して、将来の全ての期間に亘って、現

在推計の計算前提とした全てのオプション行使率（または非行使率）に下降スト

レスを与えることとする。 

保障範囲を縮小させるオプション（例：一部あるいは全部の保障の解約）は、

行使率が X%減少するストレスとする。保障範囲を拡大させるオプション（例：

保障の延長）については、オプションが行使されない率（非行使率）に対し、X%

の下降ストレスを適用することとする。 

 

なお、Xの具体的な値は表 VIII-6のとおりとする。 

 

  表 VIII-6 解約率の水準へのストレス 

地理的区分 X% 

欧州経済領域（EEA）およびスイス 40% 

米国およびカナダ 40% 

中国 40% 

日本 20% 

その他先進国市場 40% 

その他新興市場 40% 

 

286. 各地理的区分において、同じ地理的区分における全ての同質のグループを統

合する前に、「解約・失効リスク（水準・トレンド）の所要資本（マネジメント・

アクション考慮後）」を、同質のグループのレベルで決定することとする（以下

の例を参照）。 
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水準およびトレンドの要素の例 

以下の例では、ある地域 Aにおける統合方法を示している。 

 

地域 Aには 2つの同質のグループしか存在しないと仮定する。 

 

地域 A 

ベース純資産 

資産価値 

(a) 

期待将来 

給付金価値 

(b) 

期待将来 

経費価値 

(c) 

期待将来 

保険料価値 

(d) 

現在推計 

(e)＝(b)＋

(c)－(d) 

同質な 

グループ 1 
基準値 100 200 20 150 70 

同質な 

グループ 2 
基準値 80 100 10 50 60 

合計  180 300 30 200 130 

 

ベース純資産（地域 A）＝ (100 - 70) + (80 - 60) = 50 

 

地域 A 

ストレス後の純資産 

（マネジメント・アクション考慮前） 

資産価値 

(a) 

期待将来 

給付金価値 

(b) 

期待将来 

経費価値 

(c) 

期待将来 

保険料価値 

(d) 

現在推計 

(e)＝(b)＋

(c)－(d) 

同質な 

グループ 1 

上昇ス

トレス 
100 150 10 100 60 

下降ス

トレス 
100 220 30 160 90 

同質な 

グループ 2 

上昇ス

トレス 
60 80 10 40 50 

下降ス

トレス 
80 110 20 70 60 

 

地域 A 

ストレス後の純資産 

（マネジメント・アクション考慮後） 

資産価値 

(a) 

期待将来 

給付金価値 

(b) 

期待将来 

経費価値 

(c) 

期待将来 

保険料価値 

(d) 

現在推計 

(e)＝(b)＋

(c)－(d) 

同質な 

グループ 1 

上昇ス

トレス 
100 150 10 100 60 

下降ス 100 220 30 160 90 
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トレス 

同質な 

グループ 2 

上昇ス

トレス 
60 80 10 40 50 

下降ス

トレス 
80 110 20 70 60 

(*)マネジメント・アクションによる影響はないものと想定 

 

グループ 1のストレス後の純資産 

＝Min（100－60、100－90） 

＝10（下降ストレスによる純資産の減少が大きい） 

グループ 2のストレス後の純資産 

＝Min（60－50、80－60） 

＝10（上昇ストレスによる純資産の減少が大きい） 

 

水準およびトレンドの要素に関する解約・失効リスクの所要資本（地域 A） 

 

ベース純資産 
ストレス後 

の純資産 

マネジメント・ 

アクション 

考慮前の 

純資産の変動額 

マネジメント・ 

アクション 

の効果 

マネジメント・ 

アクション 

考慮後の 

純資産の変動額 

50 20 30 0 30 
 

 

287. 現在推計の計算に動的解約関数を用いる商品の場合、水準およびトレンドの

要素のストレスは、動的解約関数のベースレートに適用することとする。 

 

288. 水準およびトレンドの要素に必要なインプットは、以下のとおりとする。 

a. ストレス前のベース純資産（列[1]） 

b. ストレス（上昇ストレスまたは下降ストレス）後で、マネジメント・アク

ション考慮前の純資産（列[2]） 

c. ストレス下におけるマネジメント・アクションの効果（列[4]） 

 

VIII.4.3. 大量解約の要素 

 

289. 大量解約の要素に関する解約・失効リスクの所要資本は、個人契約の同質な

リスクグループについては 30%、法人契約の同質なリスクグループについては

50%の、即時解約ストレスを与えた場合の、純資産の減少額とする46。 

                         
46 即時解約ストレス後に残存する契約には、ストレス前の解約・失効率を適用することとする。 
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290. 各地理的区分において、同じ地理的区分における全ての同質のグループを統

合する前に、「解約・失効リスク（大量解約）の所要資本（マネジメント・アク

ション考慮後）」を、同質のグループのレベルで決定することとする。各グルー

プに対する大量解約の要素に関する解約・失効リスクの所要資本は、ゼロを下

限とし負値を取らないこととする。 

 

291. 大量解約の要素に必要なインプットは、以下のとおりとする。 

a. ストレス前のベース純資産（列[1]） 

b. ストレス後で、マネジメント・アクション考慮前の純資産（列[2]） 

c. ストレス下におけるマネジメント・アクションの効果（列[4]） 

 

VIII.5. 経費リスク 

 

VIII.5.1. 定義 

 

292. 経費リスクは、経費単価のリスクと経費のインフレリスクを対象とする。 

 

293. 経費単価のリスクは、現在推計に含まれる経費の水準の想定外の変動により

純資産に不利な変動が生じるリスクとする。この場合の経費には、間接費を含

めることとする。また、新契約費（取扱手数料は除く）も含めることとする。な

お、経費リスクの文脈において、純資産は経済価値ベースの資産（ストレスシナ

リオに感応するもの）から現在推計を控除した額とする。 

 

294. 経費のインフレリスクは、保険セクターに関連する特有の要因の不利な変化

により、現在推計の計算で想定していたよりも高いインフレ率で経費が高騰す

るリスクとする。 

 

295. 経費リスクは生命保険および「生命保険類似」の技術的基礎を有する医療保

険にのみ適用することとする。 

 

VIII.5.2. 計算 

 

296. 経費リスクの所要資本は、現在推計の計算に用いる経費前提について、基準

とする経費単価の全期間に亘る上昇（X%）（基準とする経費単価×(1＋X%)とし

て計算）および年間経費インフレ率の追加的上昇（Y%）のストレスが同時に発生
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した場合の、純資産の減少額として計算することとする。なお、Xおよび Yの具

体的な値は表 VIII-7のとおりとする。 

 

表 VIII-7 経費リスクのストレス 

地理的区分 X% Y% 

欧州経済領域（EEA）およびスイス 6% 1% 

米国およびカナダ 6% 1% 

日本 6% 1% 

その他先進国市場 8% 
1-10年:2% 

11年目以降:1% 

中国およびその他新興市場 8% 

1-10年:3% 

11-20年:2% 

21年目以降:1% 

 

297. 推計の不確実性がない経費は、経費単価およびインフレの両方のストレスか

ら除外することとする。経費のインフレストレスは、インフレに感応的な経費

にのみ適用することとする。 

 

例 

現在推計を計算するため、将来の各年度 t における期待経費総額𝑒𝑡を推定

する。この金額は、インフレに感応的な金額 ∏ (1 + 𝑖𝑠) ∙ 𝑒𝑖𝑠𝑡
𝑡
𝑠=1 （𝑖𝑠は年度 sに

おける期待将来インフレ率）、インフレに感応的でない金額𝑒𝑛𝑠𝑡、および確定

的な金額𝑒𝑑𝑡（例えば、将来の固定保険料に対する契約上定められた割合に基

づく手数料が含まれ得る）に分けられる。 

ストレス適用後の年度 t における経費の額は、表 VIII-7 に規定されたス

トレス係数xおよび𝑦𝑠を用いて、以下のとおり計算される。 

𝑒�̃� = 𝑒𝑑𝑡 + (1 + 𝑥) [∏(1 + 𝑖𝑠 + 𝑦𝑠) ∙ 𝑒𝑖𝑠𝑡 + 𝑒𝑛𝑠𝑡

𝑡

𝑠=1

] 

 

298. 必要なインプットは、以下のとおりとする。 

a. ストレス前のベース純資産（列[1]） 

b. ストレス後で、マネジメント・アクション考慮前の純資産（列[2]） 

c. ストレス下におけるマネジメント・アクションの効果（列[4]） 
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IX. 損害保険リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

IX.1.1. 定義 

 

299. 損害保険リスクは保険料リスクおよび支払備金リスクから構成され、その所

要資本は地域別・商品区分別に設定された係数を用いて計算される。なお、支払

備金リスクのリスク係数には、潜在的な賠償責任による影響を含んでいる。 

 

IX.1.2. 地理的区分 

 

300. 地理的区分は、以下のとおりとする。なお、地域別に入力されたデータが当

該地理的区分に集約される。 

a. 欧州経済領域（EEA）およびスイス 

b. 米国およびカナダ 

c. 中国 

d. 日本 

e. その他先進国市場 

f. その他新興市場 

 

301. 損害保険リスクのインプットは、リスクの所在地を基準として入力すること

とする。これは適切な係数を確実に適用するために重要である。ただし、リスク

の所在地の情報が入手できない場合には、保険契約を引き受けた事業体の所在

地で代替することができる。なお、その場合には、地理的区分の適用の状況を質

問票に記載することとする。 

 

IX.1.3. 商品区分 

 

302. 地理的区分における最初の 4つの地域（欧州経済領域（EEA）およびスイス、

米国およびカナダ、中国、日本）については、各地域の法定報告基準の商品区分

に分類することとする。 

 

303. その他の国々のうち、豪州、ニュージーランド、香港、韓国、シンガポール、

台湾についても、当該国の法定報告基準の商品区分に分類することとする。 
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304. ワークシート上明示的に記載されていない国については、「その他先進国市

場」または「その他新興市場」の一部として、ワークシート上の商品区分に分類

することとする。その際、各商品の性質を勘案した上で、最も適切な区分に分類

することとする。 

 

305. 各商品区分について、以下を定める。 

a. 統合のための高レベルの商品カテゴリー：財物保険類似、賠償責任保険類

似、自動車保険類似、その他保険、不動産ローン保証保険、信用保険の 6分

類に集約する。 

b. 所要資本を計算するためのリスク係数：保険料リスクと支払備金リスクの

各々について、リスクの程度に基づき設定する。 

 

IX.1.4. 潜在的な賠償責任 

 

306. 潜在的な賠償責任の要素において、過去の保険金支払いの実績データでは十

分に捉えられていない、賠償責任のエクスポージャーに対するリスクを捕捉す

ることを目的としている。潜在的な賠償責任エクスポージャーは多くの年数を

かけて進展し得るものであり、保険期間が既に満了した契約にも影響を与え得

る。なお、支払備金リスクの所要資本は、潜在的な賠償責任の影響を含むリスク

係数を用いて計算される。 

 

307. 潜在的な賠償責任の係数は、以下の区分に対して設定される。 

a. 商品区分：製造物賠償責任保険、企業賠償責任保険、使用者賠償責任・労

災補償保険 

b. 地理的区分：欧州経済領域（EEA）およびスイス、米国およびカナダ、日本、

中国、その他先進国市場、その他新興市場 

c. 事業の種類：元受保険および比例型の受再保険、非比例型の受再保険 

 

IX.1.5. インプット 

 

308. 地域別・商品区分別に、以下の額を入力することとする。 

 

保険料リスク 

a. 正味既経過保険料：直近年度（FY） 

基準日を末日とする会計年度における、当該国・地域の法定報告基準で定
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義される正味既経過保険料（出再保険料控除後） 

b. 正味既経過保険料：直近年度の 1年後（FY＋1） 

直近年度の翌年度の期待正味既経過保険料（出再保険料控除後）。この額は

引受済の契約と整合的で、期待される新規契約を含めることとする。 

c. 正味収入保険料：直近年度（FY） 

基準日を末日とする会計年度における、当該国・地域の法定報告基準で定

義される正味収入保険料（出再保険料控除後）。なお、上記 aおよび bを入力

する場合は、入力不要とする。 

 

支払備金リスク 

○ 既発生事故に係る正味現在推計 

基準日時点の割引後の正味現在推計。現在推計の計算についての詳細は、

V.2「現在推計の計算方法」参照。 

 

IX.1.6. 計算 

 

309. 各商品区分の保険料リスクの所要資本は、直近年度の正味既経過保険料と翌

年度の期待正味既経過保険料のいずれか大きい値に、該当するリスク係数を乗

じて計算される。正味既経過保険料が入力されていない場合は、簡便的に正味

収入保険料を用いて計算される。 

これらの係数および手法に関するコメントがあれば、質問票に記載すること

とする。 

 

310. 各商品区分の支払備金リスクの所要資本は、既発生事故に係る正味現在推計

に該当するリスク係数を乗じて計算される。 

これらの係数および手法に関するコメントがあれば、質問票に記載すること

とする。  
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311. 日本における保険料リスク、支払備金リスクのリスク係数は表 IX-1のとお

り47。なお、その他の地域のリスク係数は、「所要資本」ワークシート参照。 

 

表 IX-1 日本における保険料リスク、支払備金リスクのリスク係数 

商品区分 

リスク係数 

保険料リスク 

支払備金リスク 

潜在的な賠償責任 

含む 除く 

火災 20% 35% 35% 

船舶 40% 35% 35% 

貨物 35% 40% 40% 

運送 40% 35% 35% 

傷害 10% 15% 15% 

自動車 7.5% 10% 10% 

航空 50% 45% 45% 

保証・信用 35% 40% 40% 

機械 35% 40% 40% 

賠償責任（船客傷害賠償責任を除く） 17.5% 27% 25% 

建設工事 35% 40% 40% 

動産総合 17.5% 25% 25% 

労働者災害補償責任 35% 22% 20% 

費用・利益（介護費用を除く） 35% 45% 45% 

介護費用 35% 45% 45% 

その他 35% 40% 40% 

 

IX.1.7. 統合 

 

312. 所要資本の統合は、ワークシート内で自動的に計算される。 

 

313. 統合の第一段階は、各商品区分において、保険料リスクと支払備金リスクの

所要資本が 25%の相関係数に基づき統合される。 

第二段階は、地域内において、各商品区分の所要資本が表 IX-2 の相関係数に

基づき高レベルの商品カテゴリー（305項参照。なお、不動産ローン保証保険お

よび信用保険を除く）に統合される。 

                         
47 自賠責保険および家計地震保険は損害保険リスクの対象外とする。 
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  表 IX-2 高レベルの商品カテゴリー内の相関係数 

高レベルの商品カテゴリー 相関係数 

財物保険類似 50% 

賠償責任保険類似 50% 

自動車保険類似 75% 

その他保険 25% 

 

第三段階は、地域内において、各高レベルの商品カテゴリーの所要資本が 50%

の相関係数に基づき統合される。 

第四段階は、地域間の統合として、各地域の所要資本が 25%の相関係数に基づ

き統合される。 

 

314. 不動産ローン保証保険および信用保険は、各々全ての地域分が合算され、不

動産ローン保証保険は不動産リスク、信用保険は信用リスクに加算される。 

 

315. 上記の相関係数についてコメントがあれば、質問票に記載することとする。 
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X. 巨大災害リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

X.1.1. 定義 

 

316. 巨大災害リスクは、未だ発生していない、特に、低頻度で大規模な保険事故

に伴うリスクを対象とする。このリスクには、個別の大事故のほか単一事象か

ら生じる複数の事故の集積も含み、生命保険および損害保険に影響を与える。

基準日の翌日以降 12ヶ月間のあらゆる時点で発生する事故の結果として生じる

全ての損失が考慮され、また、基準日の翌日以降 12ヶ月間に引き受けることが

予想される新規契約を含む期待契約規模も考慮され得る。 

 

317. リスク削減手法（例：巨大災害リスク全体を減少させ得る再保険によるプロ

テクション）を考慮することができる。 

損害保険においてリスク削減手法の更新を予定している場合には、その更新

を考慮することができるが、所定の期間内に生じる更新費用も考慮することと

する（VII.1.2「リスク削減手法」参照）。 

リスク削減手法が考慮される場合、巨大災害リスクの所要資本は、当該手法

からの回収が常に満額回収されるものとして計算することとする。当該回収債

権に係る信用リスクは、巨大災害リスクの計算過程で計算される回収見込額に

基づき、信用リスクの一部として評価することとする（XII.1.1.3「再保険エク

スポージャー」参照）。格付区分ごとの回収見込額の計算例は、X.1.6「信用リス

クの計算に用いる回収見込額の計算」参照。 

 

318. 巨大災害リスクは、リスクおよびペリル単位で区分されている。「ペリル」

とは、自然現象によるペリル（巨大自然災害）および人間が引き起こすペリル・

シナリオ（その他の巨大災害）、ならびにそれらの結果生じる間接損害を含む概

念で、広義な解釈としている。 

 

X.1.2. 計算範囲 

 

319. 巨大災害リスクの所要資本は、巨大災害リスクに晒される全ての商品を考慮

することとする。例えば、地震等の巨大自然災害は、住宅、商業用不動産、自動

車および海上（海上のエネルギー施設を含む）の保険だけでなく、貨幣・美術品、
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傷害、航空、賠償責任、労災補償の各保険等にも影響を与え得る。その他の所要

資本の構成要素とのダブルカウントを避けるため、以下の原則を適用すること

とする。 

a. 生命保険および「生命保険類似」の技術的基礎による医療保険は、テロ攻

撃およびパンデミックのシナリオ（X.1.4.1「テロ攻撃」および X.1.4.2「パ

ンデミック」参照）のみ対象とする。 

b. 金融市場および経済全体に生じる影響（市場リスクおよび信用リスク）は

この計算に含めない。 

 

320. 巨大災害事象の影響には、主要ペリル（例：風災、地震）だけでなく、主要

ペリルに伴う二次的ペリルも含めることとする。原則として、二次的ペリルは

計算対象に含まれる全ての商品に影響を与え得る。例えば、主要ペリルである

熱帯低気圧は、高潮、ダム決壊等の事故、需要の急騰、損失の増幅等の二次的ペ

リルを引き起こし得る。同様に、地震についても、地震の結果生じる火災または

津波、スプリンクラーからの放水による損害、需要の急騰または損失の増幅を、

二次的ペリルとして適切に関連付けることとする。 

 

321. 詳細な計算をする前に、各ペリルおよびシナリオに対する契約上のエクスポ

ージャーに基づいて、巨大災害事象による影響の重要性を評価し、ある特定の

ぺリルおよびシナリオに対する潜在的エクスポージャーが重要でないことが確

認できた場合には、詳細な計算は不要とする。この場合、質問票に記載すること

とする。 

 

322. 全ての損失について、適格なリスク削減手法によるプロテクション控除前の

グロス額および控除後の正味額の両方を入力することとする。プロテクション

控除前のグロス額は、受領した復元保険料を考慮した額とする。プロテクショ

ン控除後の正味額は、受領した復元保険料および支払った復元保険料を考慮し

た額とする。 

 

323. 以下のペリルを計算範囲に含めることとする。 

 

巨大自然災害 

a. 熱帯低気圧、ハリケーン、台風 

b. 温帯低気圧・冬の嵐 

c. 地震 

d. 以下のその他の重大な自然災害ペリル 
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i. 洪水 

ii. 竜巻、雹、対流性暴風雨 

iii. その他のリスク 

 

その他の巨大災害 

a. テロ攻撃 

b. パンデミック 

c. 信用および保証 

 

X.1.3. 巨大自然災害 

 

324. 指定されたペリルについて、地域別の年間損失総額に係る平均値および

99.5%VaRを以下のとおり入力することとする。 

a. プロテクション控除前のグロス損失額（例：出再保険によるプロテクショ

ン控除前のグロス額） 

b. プロテクション控除後の正味損失額（例：出再保険によるプロテクション

控除後の正味額） 

 

325. 巨大自然災害の所要資本は、全ての地域、ペリルの損失を統合した年間損失

総額について、プロテクション控除後の正味額における 99.5%VaR と平均値の差

とする。 

 

326. 前項の損失額の計算の際には、以下の点に留意することとする。 

a. 当該巨大自然災害の影響を受ける全ての商品に対する影響を考慮する。 

b. モデル化されていないエクスポージャー（基準日の翌日以降 1 年間の新規

契約を含む）についても考慮する。 

c. モデル化されていないペリルおよび地域の数値については、「その他の重大

な自然災害ペリル」に含めて入力する。これには、個別具体的にはモデル

化されていないが、その他の手法を用いて潜在的な損失が評価されている

ペリルおよび地域が含まれ得る。 

 

327. 巨大自然災害事象の結果生じる損失額を計算する際には、確率論的巨大災害

モデル（損害保険料率算出機構モデル、ベンダーモデルまたは自社開発モデル）

を用いることができる。 

 

328. 320 項のとおり、損失額の計算には、モデル化されている主要ペリルに伴う
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二次的ペリルおよびその影響（例：地震に伴う火災、高潮、またはそれらに付随

して起こり得る需要の急騰および損失の増幅等）も含めることとする。 

 

X.1.4. その他の巨大災害 

 

329. 巨大自然災害以外の巨大災害エクスポージャーについては、次項以降のシナ

リオによる損失額を入力することとする。これらのシナリオの影響は、319項の

計算範囲の節で特段の記載がない限り、各シナリオによって影響を受ける全て

の商品について計算することとする。 

 

330. 次項以降の各シナリオについて、プロテクション控除前のグロス損失額およ

び控除後の正味損失額を入力することとする。なお、321項の検討の結果、重要

でないことが確認されない（すなわち、計算を行う）シナリオのうち、重要性が

低いシナリオについては、合理的な近似値が得られる簡便的かつ保守的な手法

を用いることができる。 

 

X.1.4.1. テロ攻撃 

 

331. このシナリオによる損失額は、以下の 2つの構成要素の合計額とする。 

a. 財物（建物、収容物、自動車を含む）に対する保険契約の損失額、および

当該財物損害の直接の結果として生じるその他の保険契約の損失額（例：

事業中断） 

b. 生命保険、医療保険（傷害保険を含む）および労災補償保険の損失額 

 

332. 前項の a,b の各々について、5 トンの爆弾で、半径 500m 以内にその一部ま

たは全部が含まれる、最も大きな地理的な集積リスクを計算することとする。

また、集積リスクの計算の際には、全ての建物（自己使用を含む）を考慮するこ

ととする。最も大きな地理的な集積リスクは、2つの構成要素において別々に決

定する。 

 

333. 財物損害およびそれに関連する補償（例：事業中断）の損傷率は、半径 200m

以内では 100%、200m 超 400m 以内では 25%、400m 超 500m 以内では 10%を想定す

ることとする。 

死亡率は、半径 200m 以内では 15%、200m 超 500m 以内では 1.5%、身体障害

発生率は、半径 200m 以内では 20%、200m 超 500m 以内では 10%を想定すること

とする。この場合の死亡および身体障害は、保険契約（例：生命保険契約、医
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療保険契約）に基づく債務のみを考慮することとし48、保険契約に基づかない

自社の従業員に対する債務（例：給付または他の形態のエクスポージャー）は

含めないこととする。また、地理的所在が把握できない生命・医療保険契約に

ついては、特に団体契約を考慮することによって、エクスポージャーの集中を

ベストエフォートベースで推定することとする。 

 

X.1.4.2. パンデミック 

 

334. このシナリオは、パンデミックの結果生じる死亡者数の増大と定義される。 

 

335. このシナリオでは、死亡リスクを保障する世界中の全ての個人生命保険契約

および団体生命保険契約（死亡率の増加が純資産の減少につながる契約に限定

されない）について、死亡率が 1/1,000 増加する結果生じる損失額として計算

することとする。なお、プロテクション控除前のグロス損失額および控除後の

正味損失額の両方を入力することとする。 

 

X.1.4.3. 信用および保証 

 

336. このシナリオに対する所要資本は、以下の 3つの構成要素について計算され

た損失額の合計とする。 

a. 不動産ローン保証保険 

b. 取引信用保険 

c. 保証 

 

不動産ローン保証保険 

 

337. このシナリオの所要資本は、25%の住宅価格の下落が 1 年間継続すると想定

し、住宅価格の減少に伴う頻度および損害割合の増大に起因する損失額として

計算することとする。また、損失額には、返済遅滞および返済不能件数の増加、

ならびに住宅価格の下落に起因する損失額の増大の影響を含めることとする。 

 

338. 所要資本の計算の際には、様々なエクスポージャーおよび事業活動ごとにリ

スクプロファイルが異なることを勘案して、ポートフォリオおよび事業活動を、

共通の（または関連する）リスク特性に基づき分類することとする。また、関連

                         
48 長寿リスクの対象となる商品も含めることとする。 
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するリスク要因（住宅価格の下落）を財務上の影響（損失額の増大）に換算する

ために、適切なモデルを用いることとする。ストレス損失、保険料不足準備金ま

たはその他の損失尺度を計算するために用いているモデルがあれば、当該モデ

ルを用いることとする。 

 

取引信用保険 

 

339. 取引信用保険の信用ストレスシナリオは、納品した商品または提供した役務

の対価について、被保険者の顧客が支払不能となることに起因する損失として

定義される。取引信用保険は、顧客の支払不能により被保険者に生じた不良債

権損失を補償するものをいう。顧客の支払不能による損失は、履行不能の発生

確率の増加および履行不能となった場合の損失額の増加に基づく。損失額は、

存在する全ての再保険以外のリスク削減手法（被保険者からの返戻金や差し押

さえを含む）を考慮して調整することとする。 

 

340. この損失額を近似計算するために、取引信用保険について、外部格付区分（投

資適格と投資不適格）ごとに基準日を末日とする会計年度の正味既経過保険料

を計算し、表 X-1 の係数を当該正味既経過保険料に乗じることとする。 

このシナリオでは履行不能状態の顧客の特定が求められないことを考慮し、

再保険の効果を反映する方法として、正味既経過保険料を用いている。したが

って、再保険（例：非比例型の再保険）による損失額の更なる調整を行う必要は

ない。 

 

表 X-1 取引信用保険の信用ストレス 

格付区分 係数 

投資適格 80% 

投資不適格 200% 

 

341. 投資適格および投資不適格の区分は、顧客の最新の格付（入手可能な場合）

に基づき決定することとする。顧客が無格付の場合、内部格付による区分、また

は投資不適格の区分として扱うこととする。 

 

342. 内部データの不足により 340項の係数を適用できない場合、2008年から 2010

年の間の 3 会計年度のうち最も高かった損失率を、正味既経過保険料に乗じる

こととする。 
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保証 

 

343. 保証に対する信用ストレスシナリオは、保証証券の最大保証額に基づく潜在

的正味損失額と定義される。保証証券は、原債務者が契約上の債務を履行しな

いことによる損失を被保険者に補償するものとする。また、最大保証額は被保

険者に支払う必要がある最大額とする。 

 次項に記載の方法により、保証の相手方（原債務者）に対する上位 10位まで

のエクスポージャーについて、潜在的正味損失額を計算することとする。当該

シナリオにおける損失額は、上位 2 件の損失が発生したものとみなして、両者

の正味損失額の合計として計算することとする。 

 

344. ある原債務者に対する潜在的正味損失額の計算において、当該原債務者のグ

ロス・エクスポージャーは、既に発生した契約上の分割償還を適用した後の額

を用いて計算することとする。また、損失額計算モデルにおける 95%PMLの係数

を、当該グロス・エクスポージャーに適用することとする。 

米国のエクスポージャーについては、各原債務者に対する損失額計算モデル

の 90%PMLは、米国保証信用協会（SFAA）開発の最新の「建設市場損失額モデル」

を用いて計算できる。米国以外については、当該国または当該エクスポージャ

ー種類（いずれか粒度の細かい方）における過去 10年間の最大グロス損害額の

エクスポージャーに対する割合を、損失額計算モデルの 95%PMLとして用いるこ

ととする。その上で、共同保証契約、現金担保（基準日時点で管理下にあるもの）

および再保険契約について、損失額を調整することとする。表 X-2の計算例参

照。 

 

345. 共同保証の額および再保険による調整は、保証エクスポージャーの既存の条

件を用いて計算することとする。さらに、現金担保は既に管理下にある、または

受益者として信託されている場合にのみ、当該現金担保による調整を行うこと

とする。 

 

表 X-2 保証に対する信用ストレスの例 

 損失額計算 保証エクスポージャー 

(1) 原債務者についてのグロス・エクスポージャー額 10,000,000 

(2) 損失額計算モデルの 95%PMLの係数 0.4 

(3) 損失額計算モデルの 95%PMLの額＝(1)×(2) 4,000,000 

(4) 共同保証の調整（共同保証割合×(3)） 400,000 

(5) 共同保証調整後の正味 PML の額＝(3)－(4) 3,600,000 
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(6) 現金担保 100,000 

(7) 正味 PML額＝(5)－(6) 3,500,000 

(8) 再保険による調整 50,000 

(9) 潜在的正味損失額＝(7)－(8) 3,450,000 

 

X.1.5. 統合 

 

346. 巨大災害リスクの所要資本の計算においては、その他の巨大災害の各シナリ

オは互いに独立で、かつ巨大自然災害からも独立とみなす。したがって、巨大災

害リスクの所要資本は、巨大自然災害リスクおよび 3 つのその他の巨大災害リ

スクの各所要資本の平方和の平方根として計算される。 

 

X.1.6. 信用リスクの計算に用いる回収見込額の計算 

 

347. 信用リスクの所要資本の計算に用いる回収見込額は、プロテクション控除前

の巨大災害リスクの所要資本と、プロテクション控除後の巨大災害リスクの所

要資本との差額として計算することとする。 

 

348. 信用リスクの所要資本を計算する際には、以下の手順で、回収見込額を格付

区分ごとに配分することとする。 

a. 巨大自然災害リスクの所要資本の合計額およびその他の巨大災害リスクの

各所要資本について、グロス損失額および正味損失額、ならびに格付区分

ごとの回収額を計算する。 

b. 各リスクのグロス損失額および正味損失額を、346 項の統合手法を用いて

統合する。統合したグロス損失額および正味損失額の差額が回収見込額の

総額となる。 

c. 格付区分ごとの回収見込額は、回収見込額の総額を、格付区分ごとの回収

額の割合で按分した額とする。 

 

349. 表 X-3の計算例参照。ここでは簡素化のため、テロ攻撃が唯一のその他の巨

大災害リスクとしている。 
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表 X-3 格付区分ごとの回収見込額の計算例 

 格付区分 巨大自然災害 テロ攻撃 所要資本 

グロス損失額：A  150 50 158 

再保険回収先1：B1 1 20 10  

再保険回収先2：B2 1 20 10  

再保険回収先3：B3 2 10 5  

正味損失額 

：C＝A－B1－B2－B3 
 100 25 103 

回収見込額の総額 

：D＝A－C 
   55 

 

 巨大自然災害 テロ攻撃 合計 

格付区分1の回収額 40 20 60 

格付区分2の回収額 10 5 15 

 

格付区分1の割合：E1＝(B1＋B2) / (B1＋B2＋B3) 80% 

格付区分2の割合：E2＝B3 / (B1＋B2＋B3) 20% 

 

回収見込額の総額：D 55 

格付区分1の回収見込額＝D×E1 44 

格付区分2の回収見込額＝D×E2 11 

 

350. 格付区分ごとの回収見込額を、「所要資本」ワークシート表 T70 の「所要資

本の減額」列に入力し、1年超 2年以下の償還期限に対するリスク係数を適用す

ることとする。 

 

X.1.7. 自然災害モデルのセーフガード 

 

351. 本試行における巨大自然災害リスクの所要資本の計算に用いたモデル（以下、

「自然災害モデル」という）に関して、資本規制上の取扱いを検討するため、以

下のセーフガードに関連する情報を「自然災害モデル」ワークシートに記載す

ることとする。なお、モデルがセーフガードを遵守することは、本試行において

当該モデルを使用するための必要条件ではない。また、セーフガードの項目は

現在検討中のものであり、今後変更される可能性がある。 

 

セーフガード 1：適用されるスコープ 
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352. 自然災害モデルが適用されるスコープを説明しなければならない。説明には

モデル化されている巨大自然災害リスクのリストを含むこととする。モデル化

されていない巨大自然災害リスクについては、セーフガード 7を参照。 

 

セーフガード 2：検証 

 

353. 自然災害モデルのフレームワークが健全かどうか、または改善が必要かどう

かを証明するために、厳格なモデルの検証プロセスを整備しなければならない。 

 

354. 自然災害モデルの検証は、モデルの能力や限界をより良く理解し、モデルと

それをサポートするプロセスが目的に対して十分かつ適切であることを確認す

るために実施するものである。 

 

355. 自然災害モデルの検証は、市場やオペレーションの状況変化に対応して定期

的に検証手法を改善しながら、反復的に実施されるプロセスである。万能な検

証手法は存在せず、検証アプローチの構造は、モデルの仕様、目的、意図される

用途に依存する。 

 

356. 保険負債または保険料率の算出において使用できることが現地規制によっ

て明示的に規定されている自然災害モデルであり、かつ、当該モデルが保険会

社のリスク特性を適切に反映していることを監督当局が検証している場合、保

険会社がモデルの能力および限界を理解していることを実証することで、セー

フガード 2は満たされることとする。 

 

357. 自然災害モデルの検証には、定量的要素と定性的要素の両方を含めなければ

ならない。統計的手法を用いて推定値と実績値を比較する純粋に技術的・数学

的な作業を検証と考える場合があるが、推定値と実績値の比較だけにフォーカ

スした検証では不十分である。自然災害モデル全体のパフォーマンスを評価す

る際には、モデル全体および構造、ガバナンス、データ、プロセスに関する各構

成要素を評価することが重要である。 

 

358. 自然災害モデルの検証の実効性を確保するためには、客観的な異議表明が不

可欠である。モデルの独立した検証は、自然災害モデルの全体的なパフォーマ

ンスの評価・検証に役立つ。したがって、検証が社内・社外のいずれで実施され

ているかに関わらず、検証機能の適度な独立性が重要であり、検証者には、必要
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なスキル、知識、専門的知見、経験が備わっていなければならない。 

 

セーフガード 3：上級経営者による承認 

 

359. 自然災害モデルのオーナーシップは上級経営者にあり、モデルがガバナンス

上規定された検証プロセスに従い検証されていることを保証するため、上級経

営者による承認が行われなければならない。さらに、上級経営者には、ユーステ

スト（セーフガード 5 参照）の一部として、自然災害モデルに関する一定水準

の関与が求められる。 

 

セーフガード 4：統計的品質テスト 

 

360. 統計的品質テストは、自然災害モデルにおける技術的な側面に対して行われ

るものであり、具体的には以下が挙げられる。 

a. 計算手法および計算前提 

b. 重要なリスクを捉えているかどうか 

c. データ（外部データを含む）およびエキスパート・ジャッジメント 

d. リスクの統合および分散効果 

e. 保険負債の計算手法との整合性 

f. リスク削減効果およびマネジメント・アクションの考慮 

 

361. 統計的品質テストは、自然災害モデルの個々の構成要素に着目するものであ

る。モデルを構成する要素および用いられるインプットは、各々このテストに

合格しなければならない。 

 

362. 統計的品質テストは、リスクを評価・統合するアプローチの特定に関して、

会社が責任を負う範囲を定めるものである。セーフガード 2 と併せて、良く組

織化・文書化され、統制の効いた、異なるモデリング領域も含めた会社全体に対

して整合的に適用されるモデル開発・改良のプロセスを促進させる。 

 

363. 自然災害モデルの構築に用いられるデータは、モデルのパフォーマンスの主

要なドライバーの一つである。十分に信頼できる結果を得るためには、質の高

いデータが必要であり、自然災害モデルに使用されるデータは、最新かつ十分

な信頼性を有し、正確、完全かつ適切なものでなければならない。したがって、

統計的品質テストにおいては、自然災害モデルの基礎となるデータの妥当性を

検証しなければならない。データが自社固有のものではない場合、統計的品質
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テストの基礎として使用することが適切かどうかを判断する前に、慎重に検討

する必要がある。適切と判断された場合であっても、データソースと自社の間

の特徴の差異を考慮するために、データの調整が必要となることがある。 

 

364. 統計的品質テストには、モデル内部での将来予測および実務上可能な範囲で

のバックテスト（モデルによる予測と実績を比較するプロセス）を含まなけれ

ばならない。 

 

365. 保険負債または保険料率の算出において使用できることが現地規制によっ

て明示的に規定されている自然災害モデルであり、かつ、当該モデルが保険会

社のリスク特性を適切に反映していることを監督当局が検証している場合、保

険会社が自ら設定した前提条件（入力データ、エキスパート・ジャッジメント、

リスク削減効果および将来のマネジメント・アクションの考慮などを含む）の

妥当性を実証することで、セーフガード 4 は満たされることとする。 

 

セーフガード 5：ユーステスト基準およびガバナンス 

 

366. 自然災害モデルは、会社のリスクの見通しを反映するものであり、意思決定

に用いられていなければならない。 

 

367. 自然災害モデルが広範に用いられており、組織の様々なマネジメントレベル

におけるリスク管理および意思決定、ならびにリスクとソルベンシーの評価に

おいて、重要な役割を果たしていることを実証しなければならない。 

 

368. 自然災害モデルが、オペレーション構造および組織構造に完全に組み込まれ

ている証拠を示し、モデルの有効性が維持され、長期に亘って一貫して適用さ

れていることを実証しなければならない。 

 

369. 上級経営者が自然災害モデルを全面的にサポートし、かつオーナーシップを

有していることを実証しなければならない。 

 

370. 上級経営者は、自然災害モデルのデザインおよび運用、ならびにモデルの適

切性を継続的に確保する責任を負う。 

 

371. モデルがユーステストに合格するためには、事業部門全体にモデルが活用さ

れるフレームワークを有することが期待される。このフレームワークは、モデ
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ルから得られる情報の作成および使用に係る責任の範囲を明確にしなければな

らない。 

 

372. 保険負債または保険料率の算出において使用できることが現地規制によっ

て明示的に規定されている自然災害モデルであり、かつ、当該モデルが保険会

社のリスク特性を適切に反映していることを監督当局が検証している場合、セ

ーフガード 5は満たされることとする。 

 

セーフガード 6：文書化基準 

 

373. 文書化の主な目的は以下のとおり。 

a. 監督当局によるモデルのレビューの促進 

b. 上級経営者の理解の促進 

c. モデルの弱点の認識 

 

374. 手法の基礎となる理論および計算前提の概要を含む自然災害モデルのデザ

イン、構造およびガバナンスを文書化しなければならない。 

 

375. 当該分野の専門家がモデルのデザインと構造を理解できる程の十分に綿密、

詳細かつ完全な文書化が行われなければならない。文書には、基礎となる手法、

計算前提、および定量的・財務的基礎についての正当性および詳細、ならびに必

要な資本の水準を評価するために使用されるモデリング基準に関する情報を含

めなければならない。 

 

376. さらに、モデルが有効に機能しない事例のほか、モデルの開発や主要な変更

に関して、継続的に文書化しなければならない。外部のベンダー／供給者に対

する依存が存在する場合には、その依存に関して、当該外部ベンダー／供給者

を使用することの適切性に関する説明とともに文書化しなければならない。 

 

377. 自然災害モデルの主要な変更を適切に文書化し、モデルの重要な変更に関し

て監督当局に通知しなければならない。また、監督当局のレビューに必要な情

報を報告しなければならない。これには、以下の情報が含まれ得る。 

○ 使用されるモデルの特定および特徴 

○ リスクプロファイルおよび晒されている巨大自然災害リスクに関する情報 

○ モデルの選択に関する正当性 

○ モデルの使用方法に関する情報（例：行われた調整） 
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○ モデルの使用方法に対する制限（例：ベンダーモデルによって提供される

オプションやパラメータの使用に関して、または、調整が行われ得るもの

に関して） 

 

セーフガード 7：モデル化されていない巨大自然災害リスクのリスト 

 

378. 自然災害モデルのスコープにおける限界を認識しなければならない。本仕様

書で指定されているが、モデル化されていない巨大自然災害リスクのリストを

作成し、モデル化されていない理由を説明しなければならない。 

 

379. 晒されている巨大自然災害リスクをリスト化し、モデル化されているリスク

だけでなく、モデル化されていないリスクを特定しなければならない。また、モ

デル化されていない理由の正当性や、モデル化されていないリスクに係る影響

度の評価を、必要に応じて、監督当局に報告しなければならない。モデルの有効

性が維持され、長期に亘って一貫して適用されていることを実証するため、当

該リストが反復的にレビューされるプロセスを有していなければならない。 

 

X.1.8. 巨大自然災害リスクに関する追加情報 

 

380. 巨大自然災害リスクの標準的な計測手法を検討するため、日本における地震、

風災、水災の区分別に、以下の①から③に規定する手法に基づく計測結果およ

び計測手法の概要を「自然災害追加情報」ワークシートに入力することとする。

なお、連結ベースの場合、入力は不要とする。 

 

381. 「①本試行の計測結果」には、本試行において採用した手法に基づく計測結

果（プロテクション控除前の所要資本）および計測手法の概要（ベンダーモデル

の場合はベンダーの名称等）を入力することとする。 

 

382. 「②機構モデル（火災のリスクカーブ）による計測結果」には、損害保険料

率算出機構モデル（以下、「機構モデル」）が使用可能な場合、以下に従った計測

結果（プロテクション控除前の所要資本）および計測手法の概要を入力するこ

ととする。なお、本試行において採用した手法が以下の手法と同一の場合、入力

は不要とし、その旨を「(4)特記事項」に記載することとする。 

a. 火災保険については、機構モデルを用いて計測した元受契約に係る所要資

本に、各社が妥当と考える方法で計測した受再契約に係る所要資本を加算

（受再契約に係る所要資本の算出方法について「計測手法の概要」に記載
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すること） 

b. 火災保険以外の商品区分については、火災保険に係る機構モデルのリスク

カーブをベースに、商品区分ごとの過去の自然災害に係る発生保険金の火

災保険に対する割合や保有保険金額等、各社が妥当と考える比率を用いて

所要資本を計測（使用した比率の算出方法について「計測手法の概要」に

記載すること） 

 

383. 「③前回試行の手法による計測結果」には、前回試行において採用した手法

と同一の手法に基づく計測結果（プロテクション控除前の所要資本）および計

測手法の概要（ベンダーモデルの場合はベンダーの名称等）を入力することと

する。なお、前回試行において採用した手法が本試行において採用した手法ま

たは前項の手法と同一の場合、入力は不要とし、その旨を「(4)特記事項」に記

載することとする。 

 

384. ワークシート上で指定されたペリル区分・商品区分による計測が困難な場合、

合理的な方法により按分した結果を入力することとし、用いた按分方法につい

て「計測手法の概要」または「(4)特記事項」に記載することとする。その他、

仕様書と異なる取扱いや簡便的な取扱いを採用した場合、「(4)特記事項」に記

載することとする。 
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XI. 市場リスク 

 

385. 市場リスクの所要資本を計算する際には、バランスシート項目の評価額へ

の直接の影響だけでなく、市場変化の結果として生じる保険契約者行動に対す

る影響も考慮することとする。例えば、保険契約の解約・失効については、以

下の点を考慮することとする。 

a. 無配当商品については、将来の予期せぬ金利上昇の結果、新しい保険商品

または投資商品と比べ魅力が低いと受け止められる可能性がある。 

b. 株式投資損失または金利低下の結果生じる配当率の減少により、保険商品

の価値または魅力が低下したと受け止められる可能性がある。 

 

386. 市場リスクの所要資本は、表 XI-1の相関行列を用いて統合される。 

 

表 XI-1 市場リスクの所要資本の相関行列 

 金利 
スプレッド 

（上昇） 

スプレッド 

（下降） 
株式 不動産 為替 資産集中 

金利 100% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 

スプレッド（上昇） 25% 100% 100% 75% 50% 25% 0% 

スプレッド（下降） 25% 100% 100% 0% 0% 25% 0% 

株式 25% 75% 0% 100% 50% 25% 0% 

不動産 25% 50% 0% 50% 100% 25% 0% 

為替 25% 25% 25% 25% 25% 100% 0% 

資産集中 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

XI.1. 金利リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

CF情報 

負債 CF内訳 

 

XI.1.1. 定義 

 

387. 金利リスクの所要資本は、関連する各通貨の無リスク金利のイールドカー

ブ全体に適用される以下の 5つのシナリオの組み合わせに基づき計算される。 

a. モデルで予測された翌年度に期待される平均回帰シナリオ 



2021年 8月版 

111 

b. 独立したストレスに関する 2組の対称なシナリオ 

i. 水準ストレス（上昇および下降） 

ii. ねじれストレス（フラットニングおよびスティープニング） 

 

388. 上記のシナリオの影響は、金利感応的な資産または負債を有する全ての通

貨について計算することとする。エクスポージャーが重要でない複数の通貨

は、グループ化することができる。各通貨またはグループに対して計算された

ストレスの影響を統合することで、金利リスクの所要資本が得られる。 

 

389. 金利リスクの所要資本の計算においては、金利変動に感応的な全ての資

産・負債の評価額の変動を捕捉することとする（ルックスルーについては

II.1.3「ルックスルー・アプローチの適用」参照）。 

現金、未収金・未収収益（資産運用関連）、普通株式等の金利変動に感応的

でない資産は計算対象から除外し、金利ストレスにより変動しないこととす

る。また、資産として保有する劣後債および優先株式は、金利変動に感応的な

資産として、計算対象に含めることとするが、自社が発行し適格資本に含まれ

る劣後債、優先株式、その他の資本調達手段は、金利変動に感応的でないもの

とする。 

 

390. 金利をインプット変数とする動的解約を想定する現在推計については、金

利の動きによる解約・失効率の上昇または下降を反映することとする。 

 

XI.1.2. 計算 

 

391. 金利リスクの所要資本は、以下のとおり計算される。 

 

𝑚𝑎𝑥 (0, ∑ 𝑀𝑅𝑖

𝑖

+ 𝑉𝑎𝑅99.5% (∑ 𝐿𝑇𝑖

𝑖

)) 

 

i：金利リスクの対象となる全ての通貨 

MRi：通貨 iに関する平均回帰シナリオの結果 

LTi：通貨 iに関する水準ストレスシナリオおよびねじれストレスシナリオの結

果を統合した確率変数 

 

392. 前項の LTiは、以下のとおり定義される。 
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𝐿𝑇𝑖 =
1

𝑁−1(0.995)

× {𝐿𝑈𝑖𝑚𝑎𝑥(𝑋𝑖, 0) − 𝐿𝐷𝑖𝑚𝑖𝑛(𝑋𝑖, 0) + 𝑇𝑈𝑖𝑚𝑎𝑥(𝑌𝑖, 0) − 𝑇𝐷𝑖𝑚𝑖𝑛(𝑌𝑖, 0)} 

 

𝑁−1(0.995):標準正規分布の 99.5%点 

𝐿𝑈𝑖：水準ストレスシナリオ（上昇）の損失 

𝐿𝐷𝑖：水準ストレスシナリオ（下降）の損失 

𝑇𝑈𝑖：ねじれストレスシナリオ（フラットニング）の損失 

𝑇𝐷𝑖：ねじれストレスシナリオ（スティープニング）の損失 

Xi,Yi：各々、水準、ねじれに関する独立な標準正規乱数 

 

393. 前項で定義される Xi、Yiの間の相関係数は、以下のとおりとする。 

 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗) = 0.75, 𝑖 ≠ 𝑗 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑖 , 𝑌𝑗) = 0 

 

394. 通貨 iについて、MRi、LUi、LDi、TUi、TDiは、それぞれのストレスを与えた

後のイールドカーブを用いて関連する資産・負債を再計算した場合の純資産の

変動に対応する。 

 

395. 金利リスクのストレスには、保険負債の割引率に用いられる 3 区分アプロ

ーチと整合的に、第 1区分および UFRに関するストレスシナリオが定義されて

いる。ストレス後のイールドカーブにおける第 2区分および第 3 区分は、スト

レス前のイールドカーブと同様の補外手法を用いて決定される。 

 

396. 金利リスクのヘッジに用いられる、基準日時点で有効な全ての金融商品の

評価額の変動は、VII.1.2「リスク削減手法」に従い考慮することとする。 

 

397. 金利リスクの計算に用いたキャッシュフロー（割引前）を、通貨別、ストレ

ス前および 387項のシナリオごとに、「CF 情報」ワークシートに入力することと

する。なお、計算に用いた以上の粒度に細分化する必要はない。 

 

398. 年限ごとのキャッシュフローには、保証とオプションのコストを含めないこ

ととする。保証とオプションのコストは割引後の額を別途入力することとする。 
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399. JPY、USD、AUD の 3 通貨について、「CF 情報」ワークシートのキャッシュフ

ローを一般バケットの割引率で割り引いて計算した所要資本と、「所要資本」ワ

ークシートの金利リスクの所要資本の差異をベストエフォートベースで解消す

ることとする。重要な差異が残る場合は、その要因を質問票に記載することと

する。また、ストレス前の負債について、保険料、保険金・給付金・年金、解約

返戻金、経費等の項目ごとの内訳を、通貨ごとに「負債 CF内訳」ワークシート

に入力することとする。 

 

XI.1.3. 較正方法の詳細 

 

400. 各通貨において、平均回帰シナリオ後のイールドカーブは、LOT までの年

限について、ストレス前のイールドカーブに対して以下を加えたものとする。 

 

∆𝐿 ∗ 水準カーブ + ∆𝑆 ∗ 傾きカーブ + ∆𝐶 ∗ 曲率カーブ

= ∆𝐿 + ∆𝑆 (
1 − 𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝜏
) + ∆𝐶 (

1 − 𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝜏
− 𝑒−𝜆𝜏) 

 

ここで、 

 λ：ネルソン・シーゲルモデル49における無リスク金利のイールドカーブの

指数関数的減衰率 

 (
∆𝐿
∆𝑆
∆𝐶

) = (𝛪 − 𝑒−𝛫)(𝜇 − 𝑉0) 

 I：3×3の単位行列 

 𝛫 = (

𝐾1

𝐾2

𝐾3

) , μ = (

𝜇1

𝜇2

𝜇3

)：𝑉𝑡 = (

𝛽1𝑡

𝛽2𝑡

𝛽3𝑡

)が従う以下の式のパラメータ 

 

𝑑𝑉𝑡 = 𝛫(𝜇 − 𝑉𝑡)𝑑𝑡 + 𝛴𝑑𝑊𝑡 

 

ここで、β1t,β2t,β3tは無リスク金利のイールドカーブの年限 t におけるネル

ソン・シーゲルパラメータである。また、Wtは 3 次元ウィーナー過程であり、

Σは非負実数値から成る下三角行列とする。 

 

                         
49 “Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields”（Diebold, F.X. and Li, 

C, Journal of Econometrics, 130, 337-364, 2006 年） 
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401. 平均回帰シナリオにおいて、UFRは変動しないこととする。 

 

402. 各通貨において、水準ストレスシナリオ（上昇）後のイールドカーブは、

LOTまでの年限について、ストレス前のイールドカーブに対して以下を加えた

ものとする。 

 

𝑠 ∗ 𝑁−1(0.995) ∗ (𝑠𝑙1 ∗ 水準カーブ + 𝑠𝑙2 ∗ 傾きカーブ + 𝑠𝑙3 ∗ 曲率カーブ) 

 

ここで、 

 (

𝑠𝑙1

𝑠𝑙2

𝑠𝑙3

) = 𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑀𝑒1 + 𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑀𝑒2 

 𝛭 = √(𝛴𝛴𝑇) ⊙ (
1−𝑒

−(𝐾𝑖+𝐾𝑗)

𝐾𝑖+𝐾𝑗
)

𝑖𝑗

 （ただし、⊙はアダマール積を表す） 

 e1,e2：NTNの固有値のうち、大きい方から 2つ（すなわち、固有値が最小の

固有ベクトルは除外）に係る正規直交固有ベクトル（||e1||＝||e2||＝1） 

 𝛮 = (
𝐿𝑂𝑇

𝑎
𝑏

) 𝛭 

 𝑎 = ∑
1−𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝜏

𝐿𝑂𝑇
𝜏=1 , 𝑏 = ∑ (

1−𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝜏
− 𝑒−𝜆𝜏)𝐿𝑂𝑇

𝜏=1  

 𝜃 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
∑ ℎ2(𝜏)𝐿𝑂𝑇

𝜏=1

∑ ℎ1(𝜏)𝐿𝑂𝑇
𝜏=1

 

 ℎ𝑖(𝜏) = (1,
1−𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝜏
,

1−𝑒−𝜆𝜏

𝜆𝜏
− 𝑒−𝜆𝜏) 𝑀𝑒𝑖 (i=1,2) 

 s =

{
1 , 𝑖𝑓 𝑠𝑙1 ∗ 水準カーブ

𝐿𝑂𝑇
+ 𝑠𝑙2 ∗ 傾きカーブ

𝐿𝑂𝑇
+ 𝑠𝑙3 ∗ 曲率カーブ

𝐿𝑂𝑇
≥ 0

−1 , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

 

403. 水準ストレスシナリオ（上昇）において、UFRは 10%上昇することとする。 

 

404. 各通貨において、水準ストレスシナリオ（下降）後のイールドカーブは、

LOTまでの年限について、ストレス前のイールドカーブに対して以下を加えた

ものとする。 

 



2021年 8月版 

115 

−𝑠 ∗ 𝑁−1(0.995) ∗ (𝑠𝑙1 ∗ 水準カーブ + 𝑠𝑙2 ∗ 傾きカーブ + 𝑠𝑙3 ∗ 曲率カーブ) 

 

405. 水準ストレスシナリオ（下降）において、UFRは 10%下降することとする。 

 

406. 各通貨において、ねじれストレスシナリオ（スティープニング）後のイー

ルドカーブは、LOT までの年限について、ストレス前のイールドカーブに対し

て以下を加えたものとする。 

 

𝑁−1(0.995) ∗ (𝑠𝑡1 ∗ 水準カーブ + 𝑠𝑡2 ∗ 傾きカーブ + 𝑠𝑡3 ∗ 曲率カーブ) 

 

ここで、 

(

𝑠𝑡1

𝑠𝑡2

𝑠𝑡3

) = 𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑀𝑒2 − 𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑀𝑒1 

 

407. 各通貨において、ねじれストレスシナリオ（フラットニング）後のイール

ドカーブは、LOTまでの年限について、ストレス前のイールドカーブに対して

以下を加えたものとする。 

 

−𝑁−1(0.995) ∗ (𝑠𝑡1 ∗ 水準カーブ + 𝑠𝑡2 ∗ 傾きカーブ + 𝑠𝑡3 ∗ 曲率カーブ) 

 

408. ねじれストレスシナリオにおいては、UFRは変動しないこととする。 

 

409. 統合後の所要資本の解析解は存在しないため、シミュレーションによって

計算される。具体的には、393項の相関構造をもつ乱数{Xi}、{Yi}が 20,000セ

ット生成されており、各セットにおけるΣiLTiが計算される。最終的な金利リ

スクの所要資本は、全セットのΣiLTiの 99.5パーセンタイル値、および全通貨

の平均回帰シナリオの損失の合計で構成される。 
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XI.2. スプレッドリスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XI.2.1. 定義 

 

410. スプレッドリスクは、信用リスクのモジュールで捕捉されている債務不履行

の要素を除く、スプレッド（無リスク金利を超過するスプレッド）の水準または

ボラティリティの予期しない変動を捕捉することを目的としている。 

 

411. スプレッドの変化に感応的な全ての負債を所要資本の計算に考慮すること

とする。なお、自社が発行する適格な資本調達手段については、ストレスの対象

から除外することとする。 

 

412. 資産については、調整後スプレッドの計算に寄与する全ての資産をストレス

の対象とする。なお、国債はストレスの対象から除外することとする。 

 

413. 保険負債についても、ストレスの対象に含めることとする。この場合、スト

レス後のスプレッドを用いて、V.3.2「調整後スプレッドの決定方法」で規定さ

れる調整後スプレッドを再計算することとする。また、計算されたストレスは、

第 1 区分の各年限の調整後スプレッドにフラットに適用することとし、第 2 区

分および第 3 区分は UFR を変更せずに（すなわち、ストレスを与えずに）スミ

ス・ウィルソン法により補外する。 

 

414. 規定の 35 通貨について、一般バケットに用いるストレス後のイールドカー

ブを提供している。また、ミドルバケットおよびトップバケットのストレス後

のイールドカーブは、提供されるストレス後のスプレッドを用いて決定するこ

ととする。 

 

415. バケットごとの保険負債の評価額の変動についても入力することとする。 

 

XI.2.2. 計算 

 

416. 上昇・下降の双方向のストレスを想定する。下降ストレスについては、正の

スプレッドがストレス適用後に負になることを回避するため、絶対的なストレ

ス水準および相対的なストレス水準を組み合わせて用いる。上昇ストレスにつ
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いては、絶対的なストレス水準のみを用いる。 

 

スプレッドリスクの所要資本： 

上昇ストレスの所要資本、下降ストレスの所要資本、0のうち 

いずれか大きい額 

 

417. ストレスの水準は表 XI-2のとおり。また、表 XI-2のストレスは、リスク

修正後のスプレッドに対して適用することとする。 

 

表 XI-2 スプレッドへのストレス 

格付区分 上昇(bps) 下降(bps) 

1 +50 -50 

2 +50 -50 

3 +70 -70 

4以下 +100 -100 

相対限度 N/A スプレッドの 

絶対値の 50% 

 

例：スプレッドに対するストレスの計算 

 

格付区分 1 2 3 4以下 

ストレス前スプレッド A -21.2 57.3 111.2 116.7 

上

昇 

ストレス水準 B +50 +50 +70 +100 

ストレス後スプレッド C=A+B 28.8 107.3 181.2 216.7 

下

降 

ストレス水準 D -50 -50 -70 -100 

相対限度前スプレッド E=A+D -71.2 7.3 41.2 16.7 

相対限度 
F=A-

0.5*|A| 
-31.8 28.7 55.6 58.4 

ストレス後スプレッド G=Max(E,F) -31.8 28.7 55.6 58.4 

 

一般バケットにおけるストレス後の調整後スプレッドは、上記の例と同様の方

法で計算された格付ごとのスプレッドを（不適格資産を含めて）加重平均した

値に、80%を乗じることによって計算されている。 

 

418. ストレス後の額は、マネジメント・アクション考慮前後で各々計算すること

とする。ただし、最終的なスプレッドリスクの所要資本は、マネジメント・アク
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ション考慮後とする。 

 

XI.3. 株式リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XI.3.1. 定義 

 

419. 株式リスクは、株式の公正価値の水準またはボラティリティの変動に起因し

て、経済価値ベース純資産に不利な変動が生じるリスクと定義される。 

 

420. 株式リスクの所要資本の計算においては、株式の公正価値の水準またはボラ

ティリティの変動に感応的な全ての資産および負債に関する、直接的・間接的

なエクスポージャーに対してストレスを適用する。 

  

421. 間接的な影響をもたらすエクスポージャーには、以下のものが含まれ得る。 

a. 株式投資信託（ルックスルーについては、II.1.3「ルックスルー・アプロ

ーチの適用」参照） 

b. 株価の水準またはボラティリティに感応的なデリバティブ 

c. 株価連動型変額年金 

d. 株式市場によって価値が影響を受ける有配当およびユニットリンク型商品 

 

XI.3.2. 資産区分 

 

422. 資産区分は、以下のとおりとする。 

a. 先進国市場における上場株式 

b. 新興市場における上場株式 

c. ハイブリッド債・優先株式 

d. その他の株式 

 

423. 「先進国市場における上場株式」の区分には、FTSE先進国市場インデックス

で用いられている国の証券取引所に上場されている株式を含めることとする。

これには、オーストリア、オーストラリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フ

ィンランド、フランス、ドイツ、香港、アイルランド、イスラエル、イタリア、

日本、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、

ポルトガル、シンガポール、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米
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国の証券取引所が該当する。 

 

424. FTSE 先進国市場インデックスに含まれていない国は、「新興市場」に含める

こととする。 

 

425. 優先株式は、普通株式に優先して配当（通常は定額）を受け取る権利、およ

び清算の際に普通株式の所有者に優先して分配を受ける権利を有するが、議決

権は有さない株式をいう。全ての劣後債および劣後ローンは、「ハイブリッド債・

優先株式」の区分に含めることとする50。したがって、これらに対する信用リス

クの所要資本を計算する必要はない。 

 

426. 「その他の株式」の区分には、非上場株式、ヘッジファンド、有限責任組合、

商品（コモディティ）およびその他のオルタナティブ投資を含めることとする
51。 

 

427. 各資産区分の資産評価額は、ストレス前後の額を各々入力することとする。

直接的または間接的に保有する株式およびデリバティブについては、各々別の

列に入力することとする。 

 

428. 保険負債への影響は、生命保険と損害保険の別に入力することとする。また、

再保険回収額・再保険貸への影響については、別途入力することとする 

 

429. 保険負債以外の負債に対する影響額についても、別途入力することとする。 

 

XI.3.3. 計算 

 

430. 株式リスクの所要資本は、前項までに定義される株式リスクへの直接的およ

び間接的な全てのエクスポージャーを考慮に入れた上で、次項に示すストレス

シナリオが発生した場合の、経済価値ベース純資産の変動額として計算するこ

ととする。 

 

                         
50 最シニアトランシェ以外の（再）証券化商品もこの区分に含めることとし、表 XI-3の下落率

と表 XII-4（再証券化商品の場合は表 XII-5）の信用リスク係数のいずれか大きい方を価格下

落ストレスとして適用することとする。 
51 インフラ投資等、従来とは異なるリスク特性を有する投資商品の取扱いについては、今後慎重

に検討する。 
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431. ストレスシナリオは、以下のとおり52。なお、単体ベースにおける子会社株

式および関連会社株式についても、XI.3.2「資産区分」に従い分類した上で、以

下のストレスシナリオを適用することとする。 

a. 先進国市場の上場株式の市場価格が、即時に 35%下落 

b. 新興市場の上場株式の市場価格が、即時に 48%下落 

c. ハイブリッド債・優先株式の市場価格が、格付区分ごとに即時に表 XI-3の

割合で下落 

 

表 XI-3 格付区分別の価格下落ストレス 

格付区分 下落率 

1および 2 4% 

3 6% 

4 11% 

5 21% 

6および 7 35% 

 

d. その他の株式の資産価格が、即時に 49%下落 

e. 上記資産区分の全てのインプライド・ボラティリティが、表 XI-4 に示す

満期年限（月数）に応じて即時に X%上昇（X%を加算）。なお、表 XI-4にな

い年限のストレスは、適宜線形補間して求める。 

 

表 XI-4 満期年限別のインプライド・ボラティリティ上昇ストレス 

満期年限（月数） X 

0-1 42% 

3 28% 

6 23% 

12 20% 

24 17% 

36 16% 

48 15% 

60 14% 

84 14% 

120 12% 

                         
52 株式等に関するカウンターシクリカルな措置（株価上昇局面でリスク係数が増加、下降局面で

減少）の導入については、今後慎重に検討する。 
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144 11% 

180 10% 

240 7% 

300 4% 

360以降 0% 

 

432. ストレス後の額は、マネジメント・アクション考慮前後で各々計算すること

とする。ただし、最終的な株式リスクの所要資本は、マネジメント・アクション

考慮後とする。 

 

XI.3.4. 統合 

 

433. 株式リスクの所要資本の統合は、以下の 2段階で行われる。 

 

ステップ 1 

a. 株式の市場価格の水準に対するリスクの所要資本は、各ストレスシナリオ

による影響（ゼロを下限とする）を、表 XI-5 の相関行列を用いて統合す

ることで計算される。 

 

表 XI-5 株式の市場価格の水準に対するリスクの相関行列 

株式区分 
先進国市場に 

おける上場株式 

新興市場に 

おける上場株式 

ハイブリッド債・ 

優先株式 
その他の株式 

先進国市場に 

おける上場株式 
100% 75% 100% 75% 

新興市場に 

おける上場株式 
75% 100% 75% 75% 

ハイブリッド債・ 

優先株式 
100% 75% 100% 75% 

その他の株式 75% 75% 75% 100% 

 

ステップ 2 

b. 株式リスクの所要資本は、a で統合した水準に対するリスクの所要資本と

ボラティリティに対するリスクの所要資本を合算したものとする。 
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XI.4. 不動産リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XI.4.1. 定義 

 

434. 不動産リスクは、不動産の市場価格の水準またはボラティリティの変動、あ

るいは不動産投資から得られるキャッシュフローの額およびタイミングに起因

して、経済価値ベース純資産に不利な変動が生じるリスクと定義される。 

 

435. 不動産リスクの所要資本の計算においては、不動産価格の水準のみが、不動

産の種類（商業用不動産投資、住宅投資、自己使用目的不動産）に関わらず、同

様に変動することとする。 

 

436. 不動産エクスポージャーには、不動産への直接的および間接的エクスポージ

ャーを含めることとする（II.1.3「ルックスルー・アプローチの適用」参照）53。 

 

437. 直接的エクスポージャーには、自己使用目的で保有する不動産を含めること

とする。 

 

438. 不動産ローン（住宅ローンを含む）は不動産エクスポージャーから除外し、

信用エクスポージャーとする（XII.1.1.7「不動産ローン」参照）。 

 

439. 損害保険リスクとして計算した不動産ローン保証保険の所要資本は、不動産

リスクの所要資本に加算される。 

 

440. 不動産管理、施設管理または不動産の運営を行っている企業、あるいは、不

動産開発プロジェクトまたは類似の事業活動を行っている企業への投資は、不

動産エクスポージャーから除外することとする。 

 

XI.4.2. 計算 

 

441. 不動産リスクの所要資本は、全ての不動産エクスポージャーの価値が即時に

25%下落した場合の、経済価値ベース純資産の変動額とする。ストレスの対象と

                         
53 REIT も不動産エクスポージャーに含めることとする。 
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なる資産および負債は、以下のとおりとする。 

a. 商業用不動産投資 

i. 直接保有 

ii. 間接保有（ルックスルー） 

b. 住宅投資 

i. 直接保有 

ii. 間接保有（ルックスルー） 

c. 自己使用目的不動産 

d. その他の資産（不動産価格の変動に影響を受けるもの） 

e. 負債（保険負債およびその他の負債を含み、不動産価格の変動に影響を受

けるもの） 

 

XI.5. 為替リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XI.5.1. 定義 

 

442. 為替リスクの所要資本は、基準通貨（JPY）と保有する資産または負債の通

貨の間の為替レートに対する 2 つのストレスシナリオの損失額のうち、いずれ

か大きい額とする。関連する各通貨の正味オープン・ポジションに対して、所定

のストレスが適用される。 

 

443. II.1.3「ルックスルー・アプローチの適用」で規定されるルックスルーは、

ベストエフォートベースで適用することとする。この節で規定されるアプロー

チでは、間接投資の場合、容易に入手できない粒度の高いデータが必要とされ

得る。間接投資から生じる為替エクスポージャーについて、一定の計算前提を

設定する必要が生じた場合には、当該計算前提について質問票に記載すること

とする。 

 

444. 為替リスクのエクスポージャーは、規定の 35 通貨で構成される。規定の通

貨以外には「世界区分54」を適用することとする。入力する通貨の選択は、ベス

トエフォートベースで行い、プロポーショナリティ原則を考慮することとする

（II.1.2「プロポーショナリティ原則・ベストエフォート」参照）。 

                         
54 世界区分の唯一の例外は BND であり、BND のストレスは SGDのストレスと同様とする。なお、

BNDの SGDに対するストレス係数は最も低い 5%とする。 
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445. エクスポージャーの表においては、各通貨の正味オープン・ポジション（正

味ロング・ポジションは正値、正味ショート・ポジションは負値）を入力するこ

ととする。全てのポジションは、各通貨のスポットレートで基準通貨に換算し

て入力することとする。なお、各通貨の正味オープン・ポジションは、以下の合

計から次項の額を控除した額とする。 

a. 正味スポット・ポジション：全ての資産項目から全ての負債項目を控除し

た額（未収利息・未払費用を含む）。 

b. 正味フォワード・ポジション：為替先渡取引における全ての正味ポジショ

ン（通貨スワップの想定元本および通貨先物を含む） 

c. 通貨オプションのデルタ相当額 

d. 確実に実行が見込まれ、撤回不能である可能性が高い、保証および類似の

商品 

e. 将来収益および費用の正味額で、裁量によりまだ見越し計上されていない

が、既に完全にヘッジされているもの 

f. 外国通貨における利益または損失を表すその他の項目 

 

446. 基準通貨以外の通貨の法域において事業（子会社または支店）を継続するた

めに必要な資本を近似するものとして、当該通貨建の正味保険負債の 10%を正味

オープン・ポジションから控除することとする。この控除は、ロング・ポジショ

ンの場合にのみ行うこととし、控除額は当該ロング・ポジションの額を限度（す

なわち、控除後にショート・ポジションとならない）とする。なお、基準通貨以

外の通貨の資産または負債を有するものの、当該通貨の法域で事業を行ってい

ない場合は、控除しないこととする。 

通貨ごとに入力される正味保険負債は、当該通貨の法域における事業（子会

社または支店）に係る保険負債の現在推計から再保険回収額を控除した額（関

連する繰延税金資産・負債考慮後）とし、表 T58の「正味保険負債（子会社また

は支店に係るもの）」列に入力することとする。なお、正味保険負債の 10%は、

ワークシート上自動的に控除される。 

 

447. 正味オープン・ポジションの計算においては、適格資本から完全に控除され

る資産項目（例：のれん）および適格資本への算入要件を満たす負債項目（例：

劣後債）を除外することとする。 

 

448. 通貨先渡ポジションは、基準日時点の各通貨のスポットレートで評価するこ

ととする。先渡レートは、基準日時点の金利差を反映しているため、用いないこ
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ととする。 

 

449. 海外子会社への正味資本投資には、当該子会社が発行した資本調達手段（資

本の適格基準を満たすもの）から生じる全てのポジションを含めることとする。

海外子会社への資本投資に係る為替リスクがヘッジされている場合、当該投資

の通貨ポジションは、関連するヘッジ手段と相殺後の正味額で入力することと

する。 

 

XI.5.2. 計算 

 

450. 各通貨の正味オープン・ポジションについて、以下のストレスシナリオの下

での、マネジメント・アクション考慮前の評価額を入力することとする。また、

ストレス下において、マネジメント・アクションが評価額に与える影響を、別途

入力することとする。 

 

シナリオ 1 

正味ショート・ポジションを有する全ての通貨価値が変動せず、正味ロング・

ポジションを有する全ての通貨価値が減少する。規定の 8通貨の基準通貨（JPY）

に対する減少率は、表 XI-6のとおりとする。 

 

表 XI-6 為替リスクのストレス係数 

 基準通貨 

対象通貨 JPY 

AUD 50% 

CAD 40% 

EUR 35% 

GBP 40% 

JPY 0% 

NZD 50% 

SGD 30% 

USD 30% 

 

シナリオ 2 

正味ロング・ポジションを有する全ての通貨価値が変動せず、正味ショート・

ポジションを有する全ての通貨価値が増加する。規定の 8通貨の基準通貨（JPY）

に対する増加率は、表 XI-6のとおりとする。 
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XI.5.3. 統合 

 

451. 各シナリオについて、各通貨の損失額は相関行列を用いて統合され、通貨ペ

ア間の損失の相関係数は 50%とする。為替リスクの所要資本は、2 つのシナリオ

の損失額のうち、いずれか大きい額とする。 

 

XI.6. 資産集中リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XI.6.1. 定義 

 

452. 資産集中リスクの所要資本は、保有する資産が完全には分散されていないこ

とに基づき、市場リスクおよび信用リスクの所要資本に上乗せされるものであ

る。特別勘定の資産または投資リスクが完全に保険契約者に転嫁されているも

の55は、資産集中リスクの所要資本の計算から除外することとする。 

 

XI.6.2. 不動産およびグループ内再保険以外の資産エクスポージャー 

 

453. 不動産およびグループ内再保険以外の資産エクスポージャーに係る資産集

中リスクの所要資本は、以下のとおり計算される。 

 

0.71656 × (
∑ (𝐸𝑖 − 𝑇)(0.95𝐾𝑖

𝑒𝑞 + 𝐾𝑖
𝑐𝑟)閾値を超える𝑖

0.95𝐾𝑒𝑞 + 𝐾𝑐𝑟
+ 𝑇) 

 

𝐸𝑖：関係を有するカウンターパーティ・グループ i に対する正味エクスポー

ジャーの額（円換算後） 

𝑇：各社で定めた閾値。ただし、𝐸𝑖 > 𝑇を満たす関係を有するカウンターパー

ティ・グループの数が 10以上 100以下となるように定めることとする。 

𝐾𝑖
𝑒𝑞：関係を有するカウンターパーティ・グループ iに対するエクスポージャ

ーに関する、分散効果反映前かつマネジメント・アクション考慮前の株式

リスクの所要資本の合計（円換算後） 

𝐾𝑖
𝑐𝑟：関係を有するカウンターパーティ・グループ iに対するエクスポージャ

                         
55 変額年金商品等に組み込まれている、投資ファンド全体の価値に係る保険契約者に対する保証

は考慮しない。 
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ー（グループ内再保険エクスポージャーを除く）に関する、分散効果反映

前かつマネジメント・アクション考慮前の信用リスクの所要資本の合計（円

換算後） 

𝐾𝑒𝑞：分散効果反映前かつマネジメント・アクション考慮前の株式リスクの所

要資本の合計 

𝐾𝑐𝑟：分散効果反映前かつマネジメント・アクション考慮前の信用リスクの所

要資本の合計（グループ内再保険に係る所要資本を除く） 

 

関係を有するカウンターパーティ・グループに対するエクスポージャーに株

式オプションが含まれている場合は、𝐾𝑖
𝑒𝑞に株式リスクのストレスシナリオにお

けるオプションの価値の変動を含めることとする。 

 

454. 関係を有するカウンターパーティ・グループについては、バーゼル銀行監督

委員会（BCBS）による定義56を用いることとする。具体的には、以下の基準の 1

つ以上が満たされる場合、2以上の自然人または法人は関係を有するカウンター

パーティ・グループとみなされる。なお、前項の計算においては、関連者を有さ

ない単一のカウンターパーティについても、関係を有するカウンターパーティ・

グループの 1つとみなし、計算に含めることとする。 

a. 支配関係：カウンターパーティの 1 つが直接的・間接的に他のカウンター

パーティに対する支配権を有している場合 

b. 経済的相互依存関係：カウンターパーティの 1 つが財務上の問題に直面し

た場合、特に資金調達または返済に困難が生じた場合、結果として他のカ

ウンターパーティも資金調達または返済に困難が生じる可能性が高い場合 

 

455. 中央政府に対するエクスポージャーについては、資産集中リスクの所要資本

の計算対象外とする。なお、地方公共団体に対するエクスポージャー（例：郡・

州債または地方債）は、中央政府により発行または保証されていない場合、計算

対象に含めることとする。 

 

456. カウンターパーティのグロス・エクスポージャーの計算には、オンバランス

およびオフバランスのポジションを含み、以下の点を考慮することとする。 

a. 再保険カウンターパーティへのエクスポージャーは、ストレス前ベースで

評価することとする。すなわち、適用される巨大災害シナリオから生じる

                         
56 “Supervisory framework for measuring and controlling large exposures”（2014年 4

月）による定義。なお、この文書では、「支配関係」および「経済的相互依存関係」についても

評価基準が概説されている。 
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偶発的な信用リスクは考慮しないこととする。 

b. 店頭デリバティブのエクスポージャーの計算は、適用可能な場合、信用エ

クスポージャー相当額に基づくこととし、中央清算機関へのエクスポージ

ャーは除外することとする。 

c. 投資ファンド、仕組商品等には、実務的な観点を考慮したルックスルー・

アプローチに基づくエクスポージャーを含めることとする。ルックスルー・

アプローチにおいて実務的な例外が認められている場合には、資産集中リ

スクの評価においては、投資ファンド、仕組商品等は別のカウンターパー

ティとして評価することとする。 

d. 非関連者（外部者）への保証、コミットメント、銀行預金、債権およびそ

の他カウンターパーティの債務不履行により、財務上の損失が生じる可能

性がある項目を含めることとする。 

e. グロス・エクスポージャーは、別段の定めがある場合を除き、経済価値ベ

ースの評価額に基づき計算することとする。 

 

457. カウンターパーティの正味エクスポージャーを計算する際には、以下の点を

考慮することとする。 

a. 特別勘定で保有する資産エクスポージャーまたは投資リスクが完全に保険

契約者に転嫁されている生命保険契約に関する資産エクスポージャーは除

外することとする。ただし、保険契約者に対する保証を裏付ける資産は含

めることとする。 

b. 資産エクスポージャーは、相殺する権利に法的有効性がある範囲内におい

て負債エクスポージャーと相殺することとする。 

c. 担保および無条件かつ撤回不能な保証については、当該担保または保証に

よりカバーされる部分のエクスポージャーについて、信用リスクで規定さ

れる「置き換えアプローチ」（507 項および XII.1.3.3「所要資本の取り扱

い」参照）を、それが適切と考えられる場合に限り用いることができる。

ただし、担保価額が超過している部分についてはグロス・エクスポージャ

ーから削減できないこととする。 

置き換えアプローチを適用する場合、原債権のカウンターパーティのエク

スポージャーを、担保または保証人であるカウンターパーティへのエクス

ポージャーに、置き換えることとする。すなわち、原債権のカウンターパ

ーティに対するエクスポージャー総額を削減し、担保または保証人である

カウンターパーティに対するエクスポージャー総額を増やすこととする。 

明示的な保証が存在する場合（例：中央政府による保証）、このアプローチ

を銀行預金に対しても用いることとする。企業エクスポージャーが中央政
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府に対するエクスポージャーにより置き換えられた場合、資産集中リスク

の所要資本の計算対象から除外することとする57。 

d. 担保付損害再保険については、置き換えアプローチではなく 508 項で規定

されるヘアカットアプローチを適用することとする。すなわち、エクスポ

ージャーは、508 項で規定される調整後のエクスポージャーとする。この

場合、受領した担保は資産集中リスクの所要資本の計算対象から除外され

るが、担保単独で計算した資産集中リスクの所要資本は調整後のエクスポ

ージャーに含まれる。 

 

458. 単体ベースの場合、𝐸𝑖、𝐾𝑖
𝑒𝑞および𝐾𝑖

𝑐𝑟の内数として、表 T60に以下の情報を

入力することとする。ただし、bおよび c において、457項 cに従い預金保険機

構に対するエクスポージャーに置き換えられた額については含めないこととす

る。 

a. 𝐾𝑖
𝑒𝑞のうち、子会社株式に係るもの（関連会社株式は含まない） 

b. 𝐾𝑖
𝑐𝑟のうち、普通預金または当座預金に係るもの 

c. 𝐾𝑖
𝑐𝑟のうち、普通預金または当座預金以外の預金に係るもの 

 

XI.6.3. 不動産エクスポージャー 

 

459. 不動産エクスポージャーは、単一の不動産または互いに近接している複数の

不動産のグループ（250メートル以内に存在する 2つの不動産）ごとに集約する

こととし、直接保有および間接保有（例：不動産ファンド）を含めることとする。 

 

460. 不動産エクスポージャーに係る資産集中リスクの所要資本は、保険事業の投

資資産の 3%を超過する単一の不動産または互いに近接している複数の不動産の

グループについて、当該超過額に 25%を乗じた値とする。 

 

XI.6.4. グループ内再保険エクスポージャー 

 

461. グループ内再保険エクスポージャーに係る資産集中リスクの所要資本は、格

付区分に応じて指定された表 XI-7 のリスク係数を正味エクスポージャー額に

乗じた値とする58。なお、負のエクスポージャーは含めないこととする。また、

グループ内再保険エクスポージャーとは、XII.1.1.3「再保険エクスポージャー」

                         
57 預金保険機構に対するエクスポージャーに置き換えられた場合も、計算対象から除外すること

とする。 
58 正味エクスポージャー額を計算する際には、457項を考慮することとする。 
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において規定される信用リスクの対象となるエクスポージャー59のうち、カウン

ターパーティが自社と同一のグループ（海外に本店または主たる事務所を有す

る保険グループを含む）に属するものを指すこととする。 

 

462. 表 T61において、グループ内再保険を提供するカウンターパーティの名称等

の情報を入力することとする。なお、関係を有するカウンターパーティ・グルー

プへの集約は行わないこととする。 

 

表 XI-7 グループ内再保険エクスポージャーのリスク係数 

格付区分 リスク係数 

1および 2 2% 

3 3% 

4 5% 

5 10% 

6および 7 20% 

無格付 15% 

債務不履行状態 20% 

  

                         
59 適用される巨大災害シナリオから生じる偶発的な信用リスクは考慮しないこととする。 
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XII. 信用リスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XII.1.1. 定義 

 

463. 信用リスクの所要資本は、エクスポージャーの種類、格付区分、および残存

期間に応じて指定されたリスク係数を正味エクスポージャー額に乗じて、マネ

ジメント・アクションを考慮の上、合計することで計算される。 

 

464. II.1.3「ルックスルー・アプローチの適用」で規定されるルックスルー・ア

プローチは、ベストエフォートベースで適用することとする。間接投資の場合、

容易に入手できない粒度の高いデータが必要とされ得るが、その場合、間接投

資の基礎となる投資商品の格付区分および残存期間について、一定の計算前提

を設定する必要が生じる。当該計算前提については、質問票に記載することと

する。 

   

XII.1.1.1. エクスポージャーの種類 

 

465. 信用リスクの所要資本は、債務者の特定のエクスポージャーの種類に対する

全てのシニア債務について計算することとする。優先株式およびハイブリッド

債（劣後債を含む）は信用リスクの対象から除外し、「ハイブリッド債・優先株

式」の区分として、株式リスクの対象（XI.3「株式リスク」参照）に含めること

とする60。 

 

466. 中央政府、国際開発金融機関、超国家組織に対する信用エクスポージャーは、

信用リスクの対象に含めないこととする。 

 

467. 地方公共団体、およびその他の政府組織であってその債務が中央政府により

発行または保証されていない組織は、「公共部門」に分類することとする61。ま

た、「公共部門」の内訳として、日本の政府関係機関、地方公共団体および公企

業へのエクスポージャーを表 T65に入力することとする。 

 

                         
60 上場デリバティブも信用リスクの対象外とし、関連するリスクの対象に含めることとする。 
61 独立行政法人も「公共部門」に分類することとする。 
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468. 政府または地方公共団体が保有しているが、債務の保証を行っていない商業

事業体へのエクスポージャーは、「公共部門」ではなく「企業」に分類すること

とする。 

 

469. 「企業」の区分には、銀行および証券会社へのエクスポージャーを含めるこ

ととする（ただし、「企業」の内訳として、金融機関（銀行、保険会社、証券会

社および資産運用会社を含めることとする）へのエクスポージャーを表 T67 に

入力することとする）。また、再保険エクスポージャー（XII.1.1.3「再保険エク

スポージャー」参照）は「企業」から除外し、別途「再保険」に分類することと

する。なお、格付のある商業不動産ローンは、「企業」に分類することとする。 

 

470. 「証券化商品」の区分には、全ての資産担保証券および不動産担保証券を含

めることとする62。また、基礎となるエクスポージャープールからのキャッシュ

フローが、特別目的事業体による債券保有者への利払いに用いられるその他の

資産も含めることとする。なお、証券化商品の基礎となるエクスポージャープ

ールに含まれる資産が証券化商品である場合、当該エクスポージャーは、「再証

券化商品」に分類することとする。 

 

471. 「その他の資産」のうち「規制対象銀行の短期債務」の区分には、要求払預

金、当初の残存期間が 3 ヶ月未満のその他債務証書、およびバーゼル規制の枠

組みにおける資本要件に従い振り出された債務証書のみを含めることとする。

また、その他の銀行に対するエクスポージャーは、「企業」に分類することとす

る63。 

 

472. ユニットリンク資産や特別勘定の資産等、当該資産の全ての信用リスクが保

険契約者に転嫁される場合は、信用リスクの対象から除外することができる。

ただし、当該資産に対して XII「信用リスク」の規定に従い計算される信用リス

クに起因する損失が発生した場合に生じ得る関連負債の増加（例：将来の手数

料収入の減少を原因とするもの）に対する所要資本は計算することとする。な

お、ワークシートにおいて、信用リスクの計算から除外した特別勘定の資産等

の額、および関連負債の増加に対する所要資本の額を入力することとする。 

 

                         
62 最シニアトランシェ以外の（再）証券化商品は、「ハイブリッド債・優先株式」の区分とし

て、株式リスクの対象に含めることとする。 
63 銀行預金のうち、507 項の置き換えアプローチにより預金保険機構に対するエクスポージャー

に置き換えられた額については、信用リスクの計算対象から除外することとする。 
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473. 適格資本の算入要件を満たす払込未済の金融商品は、当該資本提供者に対し

て、前項までのエクスポージャーを有している場合と同様に取り扱い、信用リ

スクの対象に含めることとする。 

 

474. オフバランスシートの信用エクスポージャーの所要資本は、信用エクスポー

ジャー相当額（XII.1.1.4「オフバランスシートの信用エクスポージャー」参照）

を基に計算することとする。 

 

XII.1.1.2. 残存期間によるエクスポージャーの配分 

 

475. 各格付区分に分類される各信用エクスポージャーに対して、実効残存期間を

計算した上で、対応する残存期間区分のセルに当該エクスポージャーの額を入

力することとする。 

また、実効残存期間を計算する前に、カウンターパーティまたは「関係を有す

るカウンターパーティ・グループ」（454 項参照）に対する全てのエクスポージ

ャーを合計することとする。 

なお、適格な担保および保証によりエクスポージャーを異なる格付区分に再

配分する場合、実効残存期間は、担保および保証の期間ではなく、原エクスポー

ジャーの期間に基づいて計算することとする。 

 

476. 実効残存期間は、以下のとおり計算することとする。 

a. 確定したキャッシュフロー・スケジュールを有する金融商品については、

以下のとおりとする。 

 

実効残存期間 = ∑ 𝑡 × 𝐶𝐹𝑡

𝑡

∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑡

⁄  

 

ここで CFt は、債務者が契約により t 時点において支払うべき割引前キャ

ッシュフロー（元本、利息支払および手数料）を表す。 

b. 上記の方法では実効残存期間を計算できない場合は、より保守的な手法

（例：金銭貸借契約条件で許容される契約上の最長の残余期間（通常は当

該金融商品の名目残存期間））を用いることができる。 

c. マスター・ネッティング契約の対象となる店頭デリバティブについては、

取引ごとの想定元本額でウエイト付けした加重平均残存期間を用いること

とする。 
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XII.1.1.3. 再保険エクスポージャー 

 

477. 再保険エクスポージャーについてのみ、A.M. Best社の格付を用いることが

できる。A.M. Best 社による保険会社の財務健全度格付については、II.1.5「格

付区分」における表 II-1の格付区分を適用することとする。 

 

478. 再保険エクスポージャーのうち、全てのオンバランスの再保険回収額および

再保険貸については、「バランスシート資産」列に入力することとする64。なお、

負のエクスポージャーは含めないこととする。ただし、政府あるいは保険会社

の共同体によって裏付けられる強制保険プールへの出再額（例：自賠責保険、家

計地震保険）は控除することとし、強制保険プールへの出再額は、表 T72 にお

いて別途入力することとする。 

 

479. 再保険エクスポージャーのうち、再保険による所要資本の削減額は、「所要

資本の減額」列に入力することとする。すなわち、再保険によって所要資本が減

額される場合、当該所要資本の減額分に対して信用リスクの所要資本を計算す

ることとする。 

 巨大災害リスクおよび生命保険リスクにおいては、当該シナリオおよびスト

レスの影響（マネジメント・アクション考慮前）を、再保険控除前のグロスベー

スと再保険控除後の正味ベースで計算した上で、グロス額と正味額の差額を、

再保険カバーを提供した再保険者のプロファイルに基づき、各格付区分に配分

することとする。この計算は、巨大災害リスクおよび生命保険リスクの所要資

本の計算段階で行うこととする（すなわち、各リスク内のサブカテゴリー間で

の分散効果反映後）。なお、損害保険リスクは、当該計算の対象外とする。 

 

480. 修正共同保険および資産留保契約は、オンバランスの再保険回収額および再

保険貸がない場合、または、再保険回収額および再保険貸が完全に再保険借と

ネッティングされる場合であっても、所要資本の計算対象とする。 

 

481. 資産留保契約および類似の契約は、当該契約が以下の条件を満たす場合、再

保険者に対する再保険借およびその他の負債を、提供された担保と同様に取り

扱うことができる。 

a. 書面による相対ネッティング契約または取決めを再保険者（単一の法的義

務に基づき、資産をその再保険者から受領する場合）との間で締結済みで

                         
64 再保険会社の発行する債券は、「企業」に分類することとする。 
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あること。これは、再保険者が債務不履行、破産、清算または類似の状況

を理由として再保険義務の履行が不可能となった際に、当該契約により、

元受保険者が単一の支払義務または資産を受領する単一の請求権（負債と

受領額の正味額に基づき計算されたもの）を生じさせるものでなくてはな

らない。 

b. 訴訟が発生した際に当該ネッティング契約により受領すべき額は、全ての

関連する法域の法律に基づく正味額であることが、関連する裁判所または

当局によって認められる可能性が高いという合理的なリーガル・オピニオ

ンが、書面で示されていること。その際、当該リーガル・オピニオンは、

ネッティング契約の条件に基づく当該契約全体の正当性および法的有効性

に対応するものでなくてはならない。その際、以下の点に留意することと

する。 

i. 「全ての関連する法域」の法律とは、1)再保険者が設立された法域（再

保険者の外国支店が関係する場合は当該外国支店が所在する法域）の

法律、2)個々の保険取引の準拠法、3)当該ネッティング契約を発効さ

せるために必要な契約または取り決めの準拠法、をいう。 

ii. リーガル・オピニオンは、自社の本拠国の法曹界によって、または、

全ての関連論点について合理的な手法で対応した法的論点メモによ

って、一般に認識されるものでなくてはならない。 

c. 関連法が変更される可能性を考慮して、当該ネッティング契約の継続的な

法的有効性を確保するため、リーガル・オピニオンを必要に応じて更新す

る手続を有していること。 

 

XII.1.1.4. オフバランスシートの信用エクスポージャー 

 

店頭デリバティブの信用エクスポージャー相当額 

 

482. 店頭デリバティブのカウンターパーティに対する信用エクスポージャー相

当額を計算し、「店頭デリバティブ」列に入力することとする。信用エクスポー

ジャー相当額は、バーゼル規制65の Annex4 のⅦ節に示されているカレント・エ

クスポージャー方式を用いて計算することとする。 

カレント・エクスポージャー方式においては、時価評価額を基準日時点にお

ける再構築コストとして計算することにより、推計を行わずにカレント・エク

スポージャーを把握し、これに契約の残存期間に亘るポテンシャル・フューチ

                         
65 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards：

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf 
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ャー・エクスポージャーを反映するための要素（アドオン）を加算する。すなわ

ち、カレント・エクスポージャー方式による店頭デリバティブの信用エクスポ

ージャー相当額は、以下の合計額とする。 

a. 正の時価評価額となった全ての契約の再構築コスト（時価評価額）の合計 

b. 想定元本の総額を基に計算したポテンシャル・フューチャー・エクスポー

ジャーの額（以下のとおり残存期間ごとに区分して計算） 

 

表 XII-1 ポテンシャル・フューチャー・エクスポージャーの計算 

残存期間

区分 

金利関連取引 外国為替関連

取引および金

関連取引 

株式関連取引 貴金属関連取

引（金関連取

引を除く） 

その他のコモ

ディティ関連

取引 

1年以内 0.0% 1.0% 6.0% 7.0% 10.0% 

1年超 

5年以内 
0.5% 5.0% 8.0% 7.0% 12.0% 

5年超 1.5% 7.5% 10.0% 8.0% 15.0% 

 

注： 

1.クレジット・デリバティブは、カレント・エクスポージャー方式の対象から

除外することとする。プロテクションの提供を受けた場合、保証およびクレ

ジット・デリバティブについての規定に従って取り扱うこととする。一方、

プロテクションの提供を行った場合、オフバランスの信用供与の直接的な代

替取引（490項の信用換算係数（CCF）100%を適用）として取り扱うこととす

る。 

2.元本を複数回交換する契約については、契約中の残りの支払回数を係数に乗

じることとする。 

3.特定の支払期日においてその時点のエクスポージャーを清算する構造で、か

つ、当該特定の支払期日において市場価値がゼロになるよう契約条件が再設

定される契約については、残存期間を次の再設定日までの期間とする。この

基準を満たす、残存期間が 1 年超の金利関連取引については、アドオン係数

は 0.5%を下限値とする。 

4.表中の各取引に当てはまらない契約は、「その他のコモディティ関連取引」と

して取り扱うこととする。 

5.単一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、ポテンシャル・

フューチャー・エクスポージャーの計算を行わないこととする。すなわち、

これらの契約に対する信用エクスポージャーは、時価評価額のみに基づいて

評価することとする。 
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6.アドオン額は、表面上の想定元本額ではなく実効想定元本額に基づくことと

する。すなわち、当該取引の構造により、表面上の想定元本額にレバレッジ

がかかっているまたは増大されている場合、ポテンシャル・フューチャー・

エクスポージャーの評価の際に、実効想定元本額を用いることとする。 

7.ポテンシャル・フューチャー・エクスポージャーは、再構築コストが正値か

負値かに係らず、全ての店頭デリバティブ契約（単一通貨間かつ変動金利相

互間の金利スワップを除く）について計算することとする。 

 

483. ノベーション66またはその他の法的に有効な形態のネッティング契約により

複数の取引をネッティングするためには、以下の条件を満たさなくてはならな

い。 

a. ネッティングの対象となる全ての相対取引を対象とし、単一の法的債務を

生じさせる相対ネッティング契約または取り決めを、各カウンターパーテ

ィと書面で締結済みであり、当該カウンターパーティが債務不履行、破産、

清算または類似の状況を理由として義務の不履行となった際に、当該契約

により、当該カウンターパーティとの全ての取引の正値または負値の時価

評価額の正味額に基づく単一の支払債務または単一の請求権を生じさせる

こと。 

b. 訴訟が発生した際に当該ネッティング契約により受領すべき額は、全ての

関連する法域の法律に基づく正味額であることが、関連する裁判所または

当局によって認められる可能性が高いという合理的なリーガル・オピニオ

ンが、書面により示されていること。その際、当該リーガル・オピニオン

はネッティング契約の条件に基づく当該契約全体の正当性および法的有効

性に対応するものでなくてはならない。その際、以下の 2 点に留意するこ

ととする。 

i. 「全ての関連する法域」の法律とは、1)カウンターパーティが設立さ

れた法域（カウンターパーティの外国支店が関係する場合は当該外国

支店が所在する法域）の法律、2)個々の取引の準拠法、3)当該ネッテ

ィング契約を発効させるために必要な契約または取り決めの準拠法、

をいう。 

ii. リーガル・オピニオンは、自社の本拠国の法曹界によって、または、

全ての関連論点について合理的な手法で対応した法的論点メモによ

って、一般に認識されるものでなくてはならない。 

                         
66 この場合のノベーションとは、カウンターパーティ間の書面による相対契約で、各々もう一方

の当事者に特定の期日に特定の通貨で引き渡す債務が、自動的に他の全ての同一通貨および同一

期日の債務と合算され、元の債務総額が法的に単一の額に置き換わるものをいう。 
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c. ある取引がネッティングの対象であることを所要資本の計算において認識

する前に、当該取引が上記基準を充足するリーガル・オピニオンの対象と

なっていることを検証する内部手続を有していること。 

d. 関連法が変更される可能性を考慮して、当該ネッティング契約の継続的な

法的有効性を確保するため、リーガル・オピニオンを必要に応じて更新す

る手続を有していること。 

e. 必要な全ての文書が保存されていること。 

 

484. 契約上ウォーク・アウェイ条項67が付帯されている場合は、所要資本を計算

する目的において、ネッティングしないこととする。 

 

485. 相互にネッティングされている先渡、スワップ、買建オプション、および類

似のデリバティブ取引の信用エクスポージャーは、時価評価された正味の再構

築コスト（正の場合）と元となる個々の契約の想定元本額に基づくネットのア

ドオン額の合計として計算することとする。ただし、法的に有効なネッティン

グ契約で、想定元本額がキャッシュフローに等しい契約のポテンシャル・フュ

ーチャー・エクスポージャーについては、想定元本額は、通貨ごとに各期日にお

ける支払期限が到来した正味受領額として計算することとする。 

 

486. 前項の契約が単一契約として取り扱われるのは、同一通貨で同一期日の契約

の相殺により、より低い再構築コスト、およびより低いポテンシャル・フューチ

ャー・エクスポージャーを有することになるためである。多数当事者間のネッ

ティングについては、カレント・エクスポージャー（すなわち再構築コスト）に

は清算機関における損失配分ルールを適用することとする。 

 

487. グロスのアドオン額は、全ての通貨における法的債務のキャッシュフローに

基づき計算することとする。この場合、各期日において全ての受取勘定と支払

勘定をネッティングすることとする。ネッティング後の債務は、各期日におけ

るフォワードレートを用いて表示通貨に換算することとする。換算した後、残

存期間区分ごとに受取勘定を合算し、受取勘定の合計額に該当のアドオン係数

を乗じて、グロスのアドオン額を計算することとする。 

 

488. ネッティング後の取引についてのポテンシャル・フューチャー・エクスポー

ジャー（ネットのアドオン額：ANet）は、1)前項で計算されたグロスのアドオン

                         
67 この場合のウォーク・アウェイ条項とは、債務不履行になっていないカウンターパーティが、

債務不履行者に対して支払額を限定する、または全く支払わないことを許容する条項とする。 
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額（AGross）の 40%と、2)グロスのアドオン額に、正味の再構築コストの正の再

構築コストに対する割合（NGR）を乗じたものの 60%の合計額とする。 

 

ANet＝0.4×AGross＋0.6×NGR×AGross 

 

この場合の NGR は以下のとおりとする。 

NGR = 法的に有効なネッティング契約の対象となる取引についての 

正味の再構築コスト／正の再構築コスト 

 

489. NGR の計算はカウンターパーティごとに行うことも、法的に有効なネッティ

ング契約の対象となる全ての取引について合算ベースで行うこともできる。合

算ベースの場合、単一の NGR を計算し、全てのカウンターパーティに適用する

こととする。 

 

その他のオフバランスのエクスポージャーの信用エクスポージャー相当額 

 

490. 店頭デリバティブ以外から生じるオフバランスのエクスポージャーは、「そ

の他のオフバランスシート取引」列に入力することとする。オフバランスシー

ト項目は、当該項目の想定元本に適用される信用換算係数（CCF）を用いて、信

用エクスポージャー相当額に変換することとする。 

a. 原契約期間が 1 年以内のコミットメントおよび 1 年超のコミットメントの

CCFは、各々20%、50%とする。ただし、任意の時期に事前通知なく無条件で

取り消し可能なコミットメント、または、相手方の信用状態が悪化した場

合に実質的に自動的に取り消しとなるコミットメントの CCF は 0%とする。 

b. 信用供与の直接的な代替取引（例：クレジット・デリバティブの売建、負

債に対する一般的な債務の保証（貸付金および証券に対する金融保証の機

能を果たすスタンドバイ信用状を含む）、および手形の引受（手形の引受の

性格を持つ裏書きを含む））の CCF は 100%とする。保証、クレジット・デ

リバティブの売建等を通じて債券の信用リスクを引き受けている場合、リ

スク係数は保証対象の債券を直接保有する場合と同様とする。当該エクス

ポージャーは、保証対象の債券に対応する「その他のオフバランスシート

項目」列に入力することとする。 

c. 信用リスクが移転しない、買戻条件付または求償権付の資産売却の CCF は

100%とする。 

d. 先物資産購入、先渡預金または部分払込株式、部分払込債券（ドローダウ

ン付きのコミットメントを表すもの）の CCFは 100%とする。 
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e. 特定の取引に係る偶発債務（例：履行保証証券、入札保証証券、瑕疵保証

証券、特定の取引に関連するスタンドバイ信用状）の CCFは 50%とする。 

f. 債券発行保証枠（NIF）およびリボルビング引受保証枠（RUF）の CCFは 50%

とする。 

g. 短期かつ流動性の高い、自社が発行または確認した貿易関連の商業信用状

（例：元となる積荷により担保される荷為替信用状）の CCFは 20%とする。 

h. 将来においてオフバランス取引を実行する約束を行っている場合であって、

適用可能な複数の CCF がある場合には、当該複数の CCF のうち最も低いも

のを適用するものとする。 

i. 全てのオフバランスの証券化商品のエクスポージャーの CCF は 100%とす

る。 

 

XII.1.1.5. 証券金融取引 

 

491. オンバランスの証券金融取引から生じるエクスポージャーを「バランスシー

ト資産」列に、オフバランスの証券金融取引から生じるエクスポージャー（想定

元本）を「その他のオフバランスシート取引」列に入力することとする。証券金

融取引についての格付区分は、取引のカウンターパーティの格付または貸付け

られた証券の格付のいずれか低い方を用いることとする。なお、証券金融取引

において受領した担保は、通常の金銭貸借取引において受領した担保と同様の

基準に従って効果を認識できる。 

 

XII.1.1.6. 信用リスク係数 

 

492. 格付区分および残存期間ごとのエクスポージャー区分に対する信用リスク

係数は表 XII-2から表 XII-5のとおり6869。なお、表に記載のない残存期間のリ

スク係数については、「所要資本」ワークシートを参照。 

 

表 XII-2 公共部門の信用リスク係数 

格付区分 
残存期間（年） 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 … 9-10 … 14- 

1および2 0.1% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% … 1.1% … 1.3% 

3 0.4% 1.0% 1.3% 1.5% 1.8% … 2.7% … 3.1% 

                         
68 信用リスク係数は、バーゼル規制における債務不履行リスクのシングル・ファクター・IRB モ

デルを、“TheDistribution of Loan Portfolio Value”（O. A. Vasicek., 2002 年）で示され

ている信用悪化モデルと組み合わせて作成している。 
69 無格付のエクスポージャーの信用リスク係数の細分化については、今後慎重に検討する。 
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4 1.0% 2.2% 2.6% 3.0% 3.3% … 4.4% … 4.9% 

5 2.5% 5.1% 6.0% 6.6% 7.0% … 7.7% … 7.9% 

6 6.3% 10.8% 11.8% 12.3% 12.5% … 12.7% … 12.7% 

7 22.0% 24.7% 25.2% 25.3% 25.3% … 25.3% … 25.3% 

無格付 2.5% 5.1% 6.0% 6.6% 7.0% … 7.7% … 7.9% 

債務不履行状態 35% 35% 35% 35% 35% … 35% … 35% 

 

表 XII-3 企業および再保険の信用リスク係数 

格付区分 
残存期間（年） 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 … 9-10 … 14- 

1および2 0.2% 0.7% 0.9% 1.2% 1.4% … 2.1% … 2.5% 

3 0.6% 1.3% 1.6% 1.8% 2.1% … 3.2% … 3.7% 

4 1.4% 3.0% 3.6% 4.1% 4.5% … 5.6% … 6.0% 

5 3.6% 7.1% 8.3% 9.0% 9.4% … 9.8% … 9.8% 

6 8.9% 14.4% 15.3% 15.6% 15.6% … 15.6% … 15.6% 

7 35% 35% 35% 35% 35% … 35% … 35% 

無格付 6.3% 10.7% 11.8% 12.3% 12.5% … 12.7% … 12.7% 

債務不履行状態 35% 35% 35% 35% 35% … 35% … 35% 

 

表 XII-4 証券化商品の信用リスク係数 

格付区分 
残存期間（年） 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 … 9-10 … 14- 

1および2 0.2% 0.7% 0.9% 1.2% 1.4% … 2.1% … 2.5% 

3 0.6% 1.3% 1.6% 1.8% 2.1% … 3.2% … 3.7% 

4 1.4% 3.0% 3.6% 4.1% 4.5% … 5.6% … 6.0% 

5 10.8% 21.3% 24.9% 27.0% 28.2% … 29.4% … 29.4% 

6 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

7 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

無格付 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

債務不履行状態 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

 

表 XII-5 再証券化商品の信用リスク係数 

格付区分 
残存期間（年） 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 … 9-10 … 14- 

1および2 0.4% 1.4% 1.8% 2.4% 2.8% … 4.2% … 5.0% 

3 1.2% 2.6% 3.2% 3.6% 4.2% … 6.4% … 7.4% 

4 2.8% 6.0% 7.2% 8.2% 9.0% … 11.2% … 12.0% 

5 21.6% 42.6% 49.8% 54.0% 56.4% … 58.8% … 58.8% 

6 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 
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7 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

無格付 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

債務不履行状態 100% 100% 100% 100% 100% … 100% … 100% 

 

493. 「その他の資産」区分において、保険約款貸付の信用リスク係数は 0%、規制

対象銀行の預金およびその他短期債務の係数は 0.4%、代理店貸の係数は 6.3%、

その他全ての資産（例：未収保険料、前払費用、未収金）の係数は 8%とする。

ただし、未収保険料については、当該未収保険料に関連する契約に対して保険

負債が計上されており、かつ、保険契約者の債務不履行に伴い契約が失効する

際に、保険負債の取り崩しと同時に未収保険料の償却が発生する場合には、エ

クスポージャーから控除できる。 

 

XII.1.1.7. 不動産ローン 

 

返済が不動産収入に依存する住宅ローン以外の不動産ローン 

 

494. データの利用可能性により、所要資本は以下の 3つの手法のいずれかを用い

て計算することとする。 

a. 手法 1：ローントゥーバリュー（LTV）およびデットサービスカバレッジレ

シオ（DSCR）による手法 

b. 手法 2：LTVのみによる手法 

c. 手法 3：上記データによらない手法 

 

495. LTV および DSCR データが利用可能な住宅ローン以外の不動産ローンの手法

1においては、表 XII-6の信用リスク係数を適用することとする。 

 

表 XII-6 住宅ローン以外の不動産ローンの信用リスク係数（手法 1） 

CM区分 信用リスク係数 

1 4.8% 

2 6.0% 

3 7.8% 

4 15.8% 

5 23.5% 

6 35% 

7 35% 
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ここで、CM区分 1は「住宅ローン以外の不動産ローン区分 1」を意味し、CM

区分 6は「延滞債権」、CM区分 7は「差し押さえ中の債権」を表す。LTVや DSCR

データによる CM 区分のマッピングは、表 XII-7に基づくこととする。 

 

表 XII-7  CM区分のマッピング（手法 1） 

DSCR/LTV LTV<60% <70% <80% <90% <100% 100%≤ 

DSCR<0.6 3 3 3 4 4 5 

<0.8 3 3 3 4 4 5 

<1.0 3 3 3 4 4 5 

<1.2 2 2 3 3 4 4 

<1.4 2 2 3 3 3 3 

<1.6 1 2 2 2 3 3 

<1.8 1 1 1 2 3 3 

<2.0 1 1 1 2 2 2 

2.0≤ 1 1 1 2 2 2 

 

496. LTV データのみが利用可能な住宅ローン以外の不動産ローンの手法 2におい

ては、表 XII-8の信用リスク係数を適用することとする。なお、CM 区分 6は「延

滞債権」、CM区分 7は「差し押さえ中の債権」を表す。 

 

表 XII-8 住宅ローン以外の不動産ローンの信用リスク係数（手法 2） 

CM区分 信用リスク係数 LTV最小値 LTV最大値 

1 4.8% 0% 59% 

2 6.0% 60% 79% 

3 7.8% 80% 99% 

4 15.8% 100% NA 

6 35%   

7 35%   

 

497. LTV および DSCR データが利用可能でない住宅ローン以外の不動産ローンの

手法 3においては、一律 8%の信用リスク係数を適用することとする。 

 

返済が不動産収入に依存しない住宅ローン以外の不動産ローン 

 

498. 当該不動産ローンの LTVが 60%を上回る場合、債務者に対する不動産ローン

以外の信用エクスポージャーに適用される信用リスク係数を適用することとす
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る。また、当該不動産ローンの LTVが 60%以下の場合、債務者に対する不動産ロ

ーン以外の信用エクスポージャーに適用される信用リスク係数または 3.6%のい

ずれか低い方を適用することとする。 

 

住宅ローン 

 

499. 返済が不動産収入に依存する住宅ローンのうち正常債権については、表 

XII-9の LTVに基づく信用リスク係数を適用することとする。 

 

表 XII-9 返済が不動産収入に依存する住宅ローンに対する信用リスク係数 

LTV 信用リスク係数 

LTV≤60% 4.2% 

60%<LTV≤80% 5.4% 

LTV>80% 7.2% 

 

500. 返済が不動産収入に依存しない住宅ローンのうち正常債権については、表 

XII-10の LTVに基づく信用リスク係数を適用することとする。 

 

表 XII-10 返済が不動産収入に依存しない住宅ローンに対する信用リスク係数 

LTV 信用リスク係数 

LTV≤40% 1.5% 

40%<LTV≤60% 1.8% 

60%<LTV≤80% 2.1% 

80%<LTV≤90% 2.7% 

90%<LTV≤100% 3.3% 

LTV>100% 4.5% 

 

501. 不良債権となっている住宅ローンについては、35%の信用リスク係数を適用

することとする。 

 

XII.1.2. 担保の認識 

 

502. 有担保取引とは、以下のものをいう。 

a. 自社が信用エクスポージャーまたは潜在的信用エクスポージャーを有して

おり、かつ、 

b. 当該信用エクスポージャーまたは潜在的信用エクスポージャーは、カウン
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ターパーティまたはカウンターパーティに代わって第三者から差し出され

た担保により全額または部分的にヘッジされている。 

 

503. 担保の効果を認識できるものは、以下のものに限る。 

a. 政府により発行された債券、または格付区分 4以上の債券 

b. 金 

c. 投資信託のうち以下の条件を満たすもの 

i. 市場における取引価格が毎取引日において公表されている。 

ii. 上記 aおよび bの担保として適格な商品にのみ投資されている。 

d. 信用状 

 

504. 信用リスクの所要資本の計算に担保の効果を認識するためには、以下の全て

の基準を満たさなくてはならない。 

a. 担保の効果は二重計上できない。特に、証券固有の格付が当該担保をすで

に反映している場合には、当該格付が付与された証券に対する担保の効果

を認識できない。なお、格付の使用に関する全ての基準は、担保について

も該当する。 

b. 有担保取引において用いられる全ての文書は、全ての当事者に対して拘束

力があり、全ての関連法域で法的に有効でなければならない。この点を検

証するため十分な法的レビューを実施するとともに、この結論に至った正

当な法的論拠を有し、また、継続的な法的有効性を確保するため必要に応

じて、追加のレビューを実施しなくてはならない。 

c. 担保の供託または移転に関する法的メカニズムにより、カウンターパーテ

ィ（および該当する場合には担保を保有する管理受託者）の債務不履行、

債務超過または破産（または取引文書で定義された信用事由の発生）の場

合、適時に当該担保を換金または法的所有権を取得する権利を確実に有し

ていなくてはならない。さらに、当該担保に対して有する便益に関して、

法的に有効な担保権の獲得・維持（例：担保の登記簿への登記）のために、

または所有権移転担保に関してネッティングする権利の行使のために、適

用される法律において、求められる全ての手続を取らなくてはならない。 

d. カウンターパーティの信用力と担保価値は、顕著な正の相関を有してはな

らない。例えば、カウンターパーティ（または関連するグループ事業体）

が発行した証券では、信用エクスポージャーを削減する効果はほとんど無

いため、不適格である。 

e. カウンターパーティの債務不履行の宣言や担保の処分の際に、必要な法的

条件の遵守や当該担保の換金の即時性を確保するため、担保の適時の処分
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のための明確で堅固な手続を有していなくてはならない。 

f. 担保が管理受託者に保有されている場合、管理受託者が確実に当該担保を

自身の資産と分別管理するように合理的な手続を取らなくてはならない。 

g. 担保は、少なくとも原エクスポージャーの存続期間の間、担保に供されて

いなくてはならない。 

 

505. 担保の通貨が、原エクスポージャーの通貨と一致しない場合、当該エクスポ

ージャーのうち保護されているとみなされる額は、当該担保の市場価値を基準

日時点の為替レートで換算した額の 80%とする。 

 

506. 信用エクスポージャーのうち適格な担保の効果を認識する部分は、当該担保

の市場価値を当該担保の格付区分に再配分し、請求権の残りの部分は、カウン

ターパーティの格付区分に割り当てることとする。 

 

507. 適格な信用リスク削減手法（すなわち、担保および保証）の効果は、原エク

スポージャーの格付区分を、当該担保または保証人の格付区分に置き換えるこ

とで認識することとする。「所要資本」ワークシートにおいては、当該リスク削

減手法の額を、原エクスポージャーの格付区分の「担保または保証による再配

分」列に負値で入力し、担保または保証人のエクスポージャーの格付区分の「担

保または保証による再配分」列に正値で入力することとする。再配分の結果、

「担保または保証による再配分」列の全てのエクスポージャーの種類および格

付区分の合計はゼロにならなくてはならない。 

なお、担保現金については、504項の基準を満たす場合、担保として認識でき

ることとし、その場合、原エクスポージャーから控除して入力することとする。 

 

508. 担保付損害再保険取引については、前項で規定する置き換えアプローチでは

なく、出再者が保有する担保を考慮してエクスポージャーを減額するヘアカッ

トアプローチを用いることとする。担保を認識するためには、504 項の aから f

を満たし、かつ、少なくとも 1年間担保に供されていなくてはならない。 

調整後の再保険エクスポージャーは以下のとおりとする。 

 

調整後の再保険エクスポージャー 

＝再保険回収額・再保険貸＋所要資本－担保 

 

ここで、所要資本は、出再された事業またはそれを支える担保に関する巨大

災害リスク、信用リスク、市場リスクの所要資本を、XIV「リスクの統合と分散」
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で規定される相関行列を用いて統合した額とする。 

 

各リスクの所要資本は、以下のとおりとする。 

○ 巨大災害リスク：479項に従い計算した額 

○ 信用リスク：担保として保有する全ての資産について計算した額 

○ 資産集中リスク：担保として保有する全ての資産のみで（すなわち、保

有資産ポートフォリオから分離して）計算した額 

○ 為替リスク：出再された保険負債と担保として保有する資産のみで計算し

た額。なお、当該計算においては、基準通貨は出再された保険負債の通貨

とし、正味保険負債の一定割合を控除する規定は適用しないこととする。 

○ 金利リスクおよびスプレッドリスク：出再された保険負債と担保として保

有する資産のみで計算した額 

○ 株式リスクおよび不動産リスク：担保として保有する全ての資産について

計算した額 

 

最終的な担保付損害再保険の信用リスクの所要資本は、調整後の再保険エク

スポージャーに、当該再保険者に適用されるリスク係数を乗じた額とする。 

 

XII.1.3. 保証およびクレジット・デリバティブの認識 

 

509. 保証およびクレジット・デリバティブが以下の全ての条件を満たしている場

合、格付区分の決定の際に、これらの保証およびクレジット・デリバティブを反

映することができる。 

a. 保証またはクレジット・デリバティブが直接的、明示的、撤回不能かつ無

条件であること 

b. 保証またはプロテクションが、被保証債権または原債権の債務者よりも高

い格付の事業体により提供されていること 

c. XII.1.3.1「リスク管理要件」で規定するリスク管理に関する最低限の条件

を満たしていること 

 

510. 信用リスクの所要資本の計算においては、「置き換えアプローチ」（エクスポ

ージャーのうち、保護されている部分には保証人またはプロテクション提供者

の格付区分を割り当て、保護されていない部分は被保証債権または原債権の債

務者の格付区分を割り当てる手法）を用いることとする。 

 



2021年 8月版 

148 

XII.1.3.1. リスク管理要件 

 

511. 509 項 cにおける、保証およびクレジット・デリバティブに適用される最低

限の条件は、以下のとおりとする。 

a. 保証およびクレジット・デリバティブの効果は二重計上できない。特に、

証券固有の格付が保証およびクレジット・デリバティブの効果をすでに反

映している場合には、当該格付が付与された証券に対する保証およびクレ

ジット・デリバティブの効果は認識できない。なお、格付の使用に関する

全ての基準は、保証およびクレジット・デリバティブについても該当する。 

b. 526 項で規定される国家による再保証を除き、保証およびクレジット・デ

リバティブは、保証人またはプロテクション提供者に対する直接的な請求

権であり、対象範囲を明確に定義するため、特定のエクスポージャーまた

はエクスポージャーのプールを明確に参照しなくてはならない。 

c. 保証およびクレジット・デリバティブ購入者が必要な支払を行わない場合

を除き、当該契約は解約不能でなくてはならない。 

d. ヘッジされたエクスポージャーの信用力が悪化した場合に、保証人または

プロテクション提供者が一方的に信用プロテクションを解除したり、保証

人またはプロテクション提供者に対する支払を実質的に追加させたりする

ような条項が契約に含まれていてはならない。 

e. 保証およびクレジット・デリバティブ契約は無条件、すなわち、直接の支

配が及ぶ範囲を超えて、被保証債務について保証債務の履行事由が生じた

場合、またはクレジット・デリバティブについて支払事由が生じた場合に、

保証およびクレジット・デリバティブ提供者が適時に支払を行うことを妨

げる条項が契約に含まれていてはならない。 

f. 保証およびクレジット・デリバティブにおいて用いられる全ての文書は、

全ての当事者に対して拘束力があり、全ての関連法域で法的に有効でなく

てはならない。この点を検証するため十分な法的レビューを実施するとと

もに、この結論に至った正当な法的論拠を有し、また、継続的な法的有効

性を確保するため、必要に応じて、追加のレビューを実施しなくてはなら

ない。 

 

512. 保証の効果を認識するためには、511項に加え、以下の全ての基準を満たさ

なくてはならない。 

a. 保証債務を履行すべき事由が生じた場合、当該取引が準拠する文書に従い、

保証人に対して速やかに保証債務の履行を求めることができる。保証人は、

当該文書に従い、全額を一括で支払うか、当該保証の対象となる被保証債



2021年 8月版 

149 

権の債務者の将来支払義務を引き受けることとなる。被保証債権の債務者

に対して訴訟による請求を行わずに、保証人から支払を受ける権利を有し

ていなくてはならない。 

b. 当該保証は、保証人が引き受けた、明示的に文書化された義務である。 

c. 当該保証は当該取引が準拠する文書の下、原債務者によるあらゆる種類の

支払（例：想定元本、委託証拠金等）を対象とする。ただし、保証がある

種の支払を対象外としている場合、対応する支払は、担保されていないも

のとして取扱う。 

 

513. クレジット・デリバティブ契約の効果を認識するためには、511 項に加え、

以下の全ての基準を満たさなくてはならない。 

a. 契約当事者が特定する信用事由は、少なくとも以下をカバーすること。 

i. 原債権の契約条件（不払時点で有効なもの）により規定された支払義

務の不履行（原債権における猶予期間と密接に関連した猶予期間は設

定可能） 

ii. 破産、債務超過または債務の支払不能、あるいは支払期日到来時の債

務不履行、または支払不能であることの書面による認定、および類似

の事由 

iii. 元本、利息、手数料の減免または猶予の発生（これらは信用事由とな

る）を伴う、原債権のリストラクチャリング（すなわち、償却処理、

個別引当金計上または損益計算書での類似の損失計上）。リストラク

チャリングが信用事由として特定されていない場合の例外は 514 項

参照。 

b. クレジット・デリバティブのカバー範囲が原債権を含まない場合、下記 g

により、資産のミスマッチが許容されるかどうかを決定する。 

c. クレジット・デリバティブは、不払により債務不履行が生じたとみなすた

めに必要な、原債権に付帯する猶予期間が終了する前に終了しないこと。 

d. プロテクション提供者が、a に掲げる事由の発生に基づく支払額を原債権

の債務者の特定の債務についての評価額に基づいて算定し、これを現金決

済できるクレジット・デリバティブは、信頼性をもって損失を見積もるた

めの堅固な評価プロセスを有する限りにおいて、効果を認識する。また、

原債権の信用事由後の評価額を得るための明確に特定された期間が存在し

なくてはならない。評価額算定のための参照債務が原債権と異なる場合、

下記 gにより、資産ミスマッチが許容されるかどうかを決定する。 

e. プロテクション購入者が原債権をプロテクション提供者に移転する権利お

よび能力が決済のために必要である場合、移転のために必要な同意が理由
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なく留保されないことが原債権の契約条件において定められていなくては

ならない。 

f. 信用事由の発生の有無を判断する者が明確でなくてはならない。ただし、

当該判断はプロテクション提供者のみが行い得るものであってはならない。

また、プロテクション購入者は、プロテクション提供者に信用事由の発生

を通知する権利および能力を有していなくてはならない。 

g. 原債権とクレジット・デリバティブにおける参照債務（すなわち、現金決

済の価格の決定に用いる債務または引渡可能債務）の間のミスマッチは、

以下の場合に許容される。 

i. 決済のための参照債務が原債権と同一またはそれに劣後する支払順

位にあり、かつ、 

ii. 原債権と決済のための参照債務の債務者が同一（すなわち同一法人）

であり、かつ、法的に有効なクロス・デフォルト条項またはクロス・

アクセラレーション条項が設けられている。 

h. 原債権と信用事由判断のための参照債務との間のミスマッチは、以下の場

合に許容される。 

i. 信用事由判断のための参照債務が原債権と同一またはそれに劣後す

る支払順位にあり、かつ、 

ii. 信用事由判断のための参照債務と原債権の債務者が同一（すなわち同

一法人）であり、かつ、法的に有効なクロス・デフォルト条項または

クロス・アクセラレーション条項が設けられている。 

i. 保証と同等の信用プロテクションを提供するクレジット・デフォルト・ス

ワップおよびトータル・リターン・スワップのみが効果を認識できる。な

お、トータル・リターン・スワップにより信用プロテクションを購入し、

当該スワップからの正味受領額を純利益として認識しているが、原債権の

価値の減少を（公正価値の減額または引当金の増額によって）認識してい

ない場合、当該信用プロテクションの効果は認識しないこととする。 

 

514. クレジット・デリバティブが、原債権のリストラクチャリングの発生による

支払を受けられないことを除き 511 項および 513 項の条件を満たす場合、原債

権の額と当該クレジット・デリバティブの想定元本額のうち小さい額の 60%に相

当する額を限度に、効果を認識できる。 

 

XII.1.3.2. 保証人およびプロテクション提供者の適格性 

 

515. 以下の事業体から与えられる保証およびクレジット・デリバティブのみ、効
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果を認識できる。 

a. 国家 

b. 被保証債権または原債権の債務者より高い格付の外部格付を付与された公

共部門、銀行、証券会社 

c. その他の事業体。被保証債権または原債権の債務者の親会社、子会社およ

び関連会社を含み、当該債務者よりも高い格付が付与されていなければな

らない。 

 

516. 保証またはクレジット・デリバティブが自社の関係会社（親会社、子会社ま

たは関連会社）から提供されている場合、第三者へのエクスポージャーに対す

る保証またはクレジット・デリバティブの効果を認識できない。この取扱いは

企業グループ内の保証は資本の代替にはならないという原則に沿ったものであ

る。 

 

XII.1.3.3. 所要資本の取り扱い 

 

517. エクスポージャーのうち、保護されている部分は、保証人またはプロテクシ

ョン提供者の格付区分に割り当てることとする。当該エクスポージャーのうち

保護されていない部分は、被保証債権または原債権の債務者の格付区分に割り

当てることとする。 

 

518. 保証された額またはプロテクションが提供された額がエクスポージャーよ

り小さい場合であって、保護されている部分とされていない部分が同じ支払順

位である（すなわち、自社と保証人またはプロテクション提供者が損失を比例

的に負担する）場合には、エクスポージャーのうち保護されている部分のみ効

果を認識し、残りの部分は保護されていないものとして取扱われるように、所

要資本の減額を比例的に行うことができる。 

 

519. エクスポージャーに係る信用リスクを 2 以上のトランシェに分割して保証

人またはプロテクション提供者に移転し、移転されたリスクと留保されたリス

クの優先度が異なる場合、保証人またはプロテクション提供者の格付に基づき、

全てのトランシェを「証券化商品」区分に入力することとする。トランシェに格

付が付与されていない場合は、原エクスポージャーが格付を付与されている場

合であっても、当該トランシェを「証券化商品」区分の「無格付」区分に入力す

ることとする。ただし、当該取扱いにより計算された信用リスクの所要資本が、

保証を考慮せずに計算された所要資本よりも大きくなる場合、保証を考慮しな
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いことができる。 

 

520. 被保証債権または原債権に係る損失、あるいは支払義務の不履行が発生した

にもかかわらず、その額が一定の水準を下回る場合には保証人またはプロテク

ション提供者が支払を行わないことができるという、重要性を判定するための

閾値が設定されている場合には、当該閾値までの額は留保された最劣後ポジシ

ョンと同等とし、「無格付」の「証券化商品」区分に入力することとする。 

 

XII.1.3.4. 通貨ミスマッチ 

 

521. 保証およびクレジット・デリバティブの通貨が、エクスポージャーの通貨と

一致しない場合、当該エクスポージャーのうち保護されているとみなされる額

は、当該保証およびクレジット・デリバティブの想定元本額を基準日時点の為

替レートで換算した額の 80%とする。 

 

XII.1.3.5. 満期ミスマッチ 

 

522. 保証およびクレジット・デリバティブの残存期間が、原エクスポージャーの

残存期間より短い場合、満期ミスマッチが生じる。 

 満期ミスマッチが存在し、保証およびクレジット・デリバティブの当初の残

存期間が 1年未満である場合、当該効果を認識しないこととする。したがって、

当初の残存期間が 1年未満のエクスポージャーに対する保証およびクレジット・

デリバティブの効果を認識するためには、残存期間がマッチしていなくてはな

らない。 

 さらに、当初の残存期間に関わらず、基準日時点の残存期間が 3 ヶ月以下と

なった保証およびクレジット・デリバティブは、満期ミスマッチが存在する場

合には効果を認識しないこととする。 

 なお、満期ミスマッチが存在するその他の場合においては、保証およびクレ

ジット・デリバティブの効果は、次項以降に従い部分的に認識することとする。 

 

523. 満期ミスマッチが存在するその他の場合においては、以下の調整を適用する

こととする。 

 

𝑃𝑎 = 𝑃 ×
𝑡 − 0.25

𝑇 − 0.25
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ここで、算式中の記号は以下のとおりとする。 

 Pa：満期ミスマッチ調整後の保証およびクレジット・デリバティブの額 

 P：通貨ミスマッチ調整後（該当の場合）の保証およびクレジット・デリバ

ティブの額 

 T：5またはエクスポージャーの残存期間（年数）のいずれか小さい方 

 t：T または保証およびクレジット・デリバティブの残存期間（年数）のい

ずれか小さい方 

 

524. 原エクスポージャーの実効残存期間は、適用される猶予期間を考慮した上で、

債務が履行される期日として考え得る最も遅い期日までの期間とする。 

  

525. 保証およびクレジット・デリバティブの残存期間は、プロテクションの残存

期間を短縮する可能性を考慮した上で、最短の実効残存期間とすることとし、

特に以下を考慮する。 

a. 保証およびクレジット・デリバティブを終了させる権利を保証人またはプ

ロテクション提供者が持っている場合、残存期間は当該終了が可能となる

最初の期日とする。 

b. 自社が保証およびクレジット・デリバティブを終了させる権利を保有し、

契約上の満期日より早期に終了させるインセンティブが契約当初の条件に

含まれている場合、実効残存期間は当該終了が可能となる最初の期日まで

とする。例えば、終了の権利に関する費用がステップ・アップする場合、

または、信用力が同程度か改善した場合であっても実質的費用が時の経過

につれて増加する場合、実効残存期間は最初に終了が可能となる期日まで

の残存期間とする。 

  

XII.1.3.6. 国家による再保証 

 

526. 国家による間接的な再保証でカバーされている請求権は、以下の場合、国家

による保証でカバーされているものとすることができる。 

a. 国家による再保証が請求権の全ての信用リスク要素をカバーしている。 

b. 原保証と再保証が、保証に関するリスク管理要件（511 項 c における、再

保証が元の請求権に対して直接的、明示的でなければならない、という点

を除く）を全て満たしている。 

c. 再保証の履行の可能性に問題がなく、国家が直接保証した場合と比べて、

再保証の提供範囲が狭いことを示す過去の実績が存在しない。 
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XII.1.3.7. その他の項目 

 

527. 単一のエクスポージャーに対して複数のリスク削減手法を有している場合

（例：担保と保証の両方が一つのエクスポージャーを部分的にカバーする）、当

該エクスポージャーを異なる信用リスク削減手法を適用する部分に分割し（例：

担保でカバーされる部分と保証でカバーされる部分）、分割後のエクスポージャ

ーごとに格付区分を判定することとする。また、単一の保証人またはプロテク

ション提供者から提供された保証およびクレジット・デリバティブが異なる複

数の残存期間を有している場合、保証およびクレジット・デリバティブも同様

に分割することとする。 

 

XII.1.4. 外部格付の使用 

 

XII.1.4.1. 適格な外部格付 

 

528. 格付区分の定義は、II.1.5「格付区分」参照。さらに、各法域の規制上の所

要資本を計算する目的で、現地の保険監督当局が認めている格付については、

次項および 530項に従うこととする。 

 

529. 中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）により、免許を付与された格付機関が

発行した格付については、表 XII-11の格付区分を適用することとする。 

 

表 XII-11 中国国内の格付のマッピング 

格付区分 中国国内の格付 

1  

2  

3 AAA 

4  

5 AA/A1,A/A2 

6 BBB/A3,BB,B 

7 CCC以下 

 

530. 全米保険監督官協会（NAIC）が指定した格付が利用可能な場合、表 XII-12

の格付区分を使用することができる。NAIC 指定格付を使用する場合、テンプレ

ートの表の上段には使用した後のデータを入力し、下段（「NAIC格付使用前」）

には使用する前のデータを入力することとする。NAIC指定格付を使用しない場

合、上段にのみデータを入力することとする。 
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表 XII-12 NAIC指定格付のマッピング 

格付区分 NAIC指定格付 

1  

2  

3 1 

4 2 

5 3 

6 4 

7 5 

 

531. 上記で規定する以外の格付機関が発行した格付を用いる場合、当該格付機関

は、用いる格付を発行する全ての法域の適切な当局によって規制または承認さ

れていなくてはならない。さらに、当該格付機関は、一般に利用可能な破綻推移

統計を過去 7年以上発行し、以下の 6つの基準全てを満たさなくてはならない。 

 

客観性：当該格付機関の評価を付与する手法は厳格かつ体系的で、過去の経験

に基づく何らかの検証を受けていなければならない。また、評価は継

続的に見直され、財務状況の変化に対応するものでなくてはならない。

格付機関は、最低 1 年間、できれば 3 年間適用された厳格なバックテ

ストを含む評価手法を、各市場区分について有していなければならな

い。 

 

独立性：格付機関は独立しており、格付に影響を与え得る政治的または経済的

な圧力を受けてはならない。また、評価プロセスは、格付機関の取締

役会の構成や株主構成が利益相反を生むようなものとなっていると見

られる場合に生じ得るいかなる制約からも影響を受けてはならない。 

 

国際的アクセス・透明性：個々の評価、評価を裏付ける主要な要素、および発

行体の評価プロセスへの参加の有無についての情報が、誰にでも一般

に入手可能でなくてはならない。さらに、一般的な手続、手法および

評価の際に格付機関が用いた前提条件も合わせて入手可能でなくては

ならない。 

 

情報開示：格付機関は、以下の情報を開示しなくてはならない。行動規範、評

価対象事業体との報酬の取り決めの性質、評価手法（債務不履行の定

義、評価期間、各格付の意味を含む）、各評価区分における債務不履行
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発生率の実績、および評価の遷移（例：AA格が時の経過につれ A格に

変わる確率） 

 

リソース：格付機関は、高品質な評価を実施するために十分なリソースを有し

ていなければならない。当該リソースは、評価に付加価値を加えるた

めに、評価対象事業体の上級経営陣および実務者と、実質的かつ継続

的な接触を行うのに十分でなければならない。また、当該評価は、定

性的・定量的な評価を組み合わせた手法に基づくものでなければなら

ない。 

 

信頼性：格付機関の評価は、独立の主体（投資家、保険会社、商取引の相手方）

によって広く使用されていなければならない。また、機密情報の不正

使用を防ぐための内部手続が確立されていなければならない。 

 

XII.1.4.2. 格付区分の定義 

 

532. 当該格付機関による格付の格付区分へのマッピングは、当該格付機関による

格付に関する 3年累積債務不履行発生率（CDR）の平均に基づくこととする。 

 

表 XII-13 その他の格付機関による格付のマッピング 

格付区分 
20 年超の公表データに基づく 

3 年 CDR の平均 

7～20年の公表データに基づく 

3 年 CDR の平均 

1   

2 0 ≤ CDR ≤ 0.15%  

3 0.15% < CDR ≤ 0.35% 0 ≤ CDR ≤ 0.15% 

4 0.35% < CDR ≤ 1.20% 0.15% < CDR ≤ 0.35% 

5 1.20% < CDR ≤ 10.00% 0.35% < CDR ≤ 1.20% 

6 10.00% < CDR ≤ 25.00% 1.20% < CDR ≤ 10.00% 

7 CDR > 25% CDR > 10% 

 

533. 3年 CDRに基づき格付区分へ独自にマッピングを行っている格付機関を用い

ている場合、各格付機関について、以下の点を質問票に記載することとする。 

a. 格付機関の名称 

b. 当該格付機関を規制するまたは承認した当局の名称、および当該当局の規

制内容または当該当局が格付機関を承認する際に用いる基準の概要 

c. 当該格付機関における債務不履行の定義（定義が掲示されている場所への

リンクを含む） 
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d. 当該格付機関の格付区分ごとの 3 年 CDR の平均、この平均に用いられた債

務不履行データの年数、この平均の計算に用いられた各格付に対する債権

の数、およびこれらの全ての情報が掲示されており利用可能な公開場所へ

のリンク 

e. 格付区分へのマッピング結果 

 

XII.1.4.3. 格付の使用 

 

534. 用いる格付機関を選択し、信用エクスポージャーの種類ごとに一貫性をもっ

て格付を用いることとし、チェリーピッキングを行わないこととする。 

 

535. 格付区分のために用いられた格付は、一般に入手可能でなくてはならない

（すなわち、格付はアクセス可能な様式で公表されなくてはならず、当該格付

機関の遷移行列に含まれていなくてはならない）。取引当事者にのみ利用可能と

なっている格付は、この要件を充足しない。 

 

536. 複数の格付機関を用いている場合であって、異なる複数の格付が存在する場

合には、2番目に高い格付区分を用いることとする。ただし、最も高い格付区分

の格付を発行する格付機関が複数存在する場合は、当該最も高い格付区分を用

いることとする（例：格付区分 2、2、3に対応する格付を有する場合、格付区分

2を用いる）。 

 

537. 個別の格付を有する特定の証券を保有している場合、格付区分は当該格付に

基づくこととする。個別の格付が付与された証券への投資でない場合、以下の

原則を適用することとする。 

a. 債務者が発行した債券が個別格付を付与されているが、自社の請求権が当

該債券に対する投資ではない場合、当該請求権があらゆる面で当該債券と

同順位または先順位であって、当該債券に対する格付区分が「4」以上であ

れば、当該債券の格付区分を当該請求権に対しても適用できる。 

b. 債務者が債務者信用力格付を付与されている場合、投資適格の格付区分（格

付区分 4 以上）に対応する債務者信用力格付を有する発行者が発行した優

先請求権のみが投資適格となる。当該発行者が発行したその他の無格付の

請求権は、無格付として取り扱われる。 

c. 発行者または発行証券のうち 1つでも格付区分が「5」以下である場合、当

該発行者に対する無格付の請求権に、当該格付区分を適用することとする。 

d. 証券またはファシリティの短期格付は、当該証券または格付のあるファシ
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リティが発行した証券の格付区分を決定するためにのみ用いることができ

る。その他の短期請求権には適用できず、無格付の長期請求権の格付区分

を決定するための補助として用いることもできない。 

e. 無格付のエクスポージャーについての格付区分が、債務者に対する同等の

エクスポージャーの格付に基づいている場合、外貨建のエクスポージャー

についてのみ外貨建の証券に対する格付を用いることとする。自国通貨建

の証券に対する格付が別にある場合、自国通貨建となっている証券につい

てのみ、当該格付を用いることとする。 

 

538. 格付の使用にあたっては、以下の追加的な条件が適用される。 

a. 企業グループ内のある事業体に対する外部評価は、同一グループ内の他の

事業体の格付区分の決定に用いることはできない。 

b. 無格付の事業体の格付を、当該事業体が保有している資産に基づいて推定

することはできない。また、内部格付を用いることはできない。 

c. 信用補完のダブルカウントを避けるため、担保または保証による信用補完

が既に証券固有の格付に反映されている場合は、担保または保証の効果を

認識することはできない。 

d. 格付が、自社またはその関連者による、未払いの支援（例：保証、信用補

完、流動性ファシリティ）を一部でも考慮している場合は、その格付を用

いることはできない。 

e. 用いる評価は、自社が有する信用リスク・エクスポージャーの総額を考慮

し、反映したものでなくてはならない。特に、元利両方について債権を有

している場合、元利双方の返済に係る信用リスクに対して評価を反映しな

くてはならない。 

 

XII.1.4.4. 債務不履行状態にあるエクスポージャー 

 

539. 元本または利息の全額を適時に回収することに合理的な疑いのある資産は、

「債務不履行状態」に分類することとする。なお、この区分には支払期日から 90

日を超えて履行が延滞している資産も含めることとする。 

 

540. 債務不履行状態にある資産のエクスポージャーの額は、当該資産のバランス

シート上の額を償却および個別の引当金とネッティングした正味額で入力する

こととする。 
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XIII. オペレーショナルリスク 

 

該当のワークシート 所要資本 

 

XIII.1.1. 定義 

 

541. オペレーショナルリスクは、内部プロセス、役職員、システムが不適切また

は有効に機能しないこと、あるいは外部事象に起因して、経済価値ベース純資

産に不利な変動が生じるリスクと定義される。オペレーショナルリスクには、

法務リスクを含むが、戦略リスクおよび風評リスクは対象外とする。 

 

XIII.1.2. 地理的区分 

 

542. 地理的区分は、以下のとおりとする。 

a. 欧州経済領域（EEA）およびスイス 

b. 米国およびカナダ 

c. 中国 

d. 日本 

e. その他先進国市場 

f. その他新興市場 

 

XIII.1.3. 商品区分 

 

543. 以下の商品区分ごとに、データを入力することとする。 

a. 損害保険：生命保険または「生命保険類似」の医療保険以外の保険商品。

この商品には、自動車、財物、労災補償・使用者賠償責任、その他賠償責

任、傷害、短期医療、信用・保証・費用等が含まれる70。 

b. 生命保険（有リスク）：保険会社が投資リスクを負担する生命保険または「生

命保険類似」の医療保険。この商品には、個人保険、個人年金保険、団体

保険、団体年金保険（生命保険の特性を伴うもの）等が含まれる71。 

c. 生命保険（無リスク）：保険契約者が投資リスクを負担する商品。この商品

には、特別勘定商品等が含まれる。 

 

                         
70 自賠責保険および家計地震保険はオペレーショナルリスクの対象外とする。 
71 損保の積立商品も含まれ得る。 
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XIII.1.4. インプット 

 

544. グロス収入保険料には、各会計年度の新契約および更新契約を含め、出再保

険料控除前で計算することとする。一時払契約については、当該年度に全額を

含めることとする。その他の保険契約については、当該会計年度に支払期日が

到来した全ての有効契約の保険料を含めることとする。 

 

545. 保険負債のグロス現在推計72には、再保険その他の回収額を考慮前の数値を

入力することとする。なお、「バランスシート」ワークシートに入力した値との

整合性に留意することとする。 

 

546. 事業規模拡大に伴うリスクを考慮するため、損害保険および生命保険（有リ

スク）については、直近 2会計年度のグロス収入保険料を入力することとする。 

 

547. 損害保険については、保険料リスクの計算において、簡便法として正味収入

保険料を用いている場合には、それと整合的なグロス収入保険料を入力するこ

ととする。 

 

XIII.1.5. 計算 

 

548. オペレーショナルリスクの所要資本は、以下のとおり計算される。 

 

オペレーショナルリスクの所要資本 

＝損害保険の所要資本＋生命保険（有リスク）の所要資本 

＋生命保険（無リスク）の所要資本 

 

549. 前項の損害保険の所要資本は、以下のとおり計算される。 

 

損害保険の所要資本 

＝損害保険のグロス収入保険料に基づく所要資本と損害保険のグロス現在

推計に基づく所要資本のうち大きい額 

＋損害保険のグロス収入保険料増加額に基づく所要資本 

 

550. 548 項の生命保険（有リスク）の所要資本は、損害保険に準じて計算される。

                         
72 マイナスの現在推計も許容する。 
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また、生命保険（無リスク）の所要資本は、グロス現在推計のみに基づき計算さ

れる。 

 

551. オペレーショナルリスクの所要資本の各構成要素は、エクスポージャーにリ

スク係数を乗じて計算される。なお、全ての地理的区分で同一のリスク係数が

適用される。 

 

552. オペレーショナルリスクのエクスポージャーおよびリスク係数は、表 

XIII-1のとおり。 

 

表 XIII-1 オペレーショナルリスクのエクスポージャーおよびリスク係数 

商品区分 項目 保険料 負債 増加額 

損害保険 

エクスポー

ジャー 

直近年度の 

グロス収入保険料 

グロス 

現在推計 

直近年度のグロス収入保険料

の前年度からの増加額のうち

閾値(20%)を超過した額 

リスク 

係数 
2.75% 2.75% 2.75% 

生命保険 

（有リスク） 

エクスポー

ジャー 

直近年度の 

グロス収入保険料 

グロス 

現在推計 

直近年度のグロス収入保険料

の前年度からの増加額のうち

閾値(20%)を超過した額 

リスク 

係数 
4.0% 0.45% 4.0% 

生命保険 

（無リスク） 

エクスポー

ジャー 
該当なし 

グロス 

現在推計 
該当なし 

リスク 

係数 
該当なし 0.40% 該当なし 
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XIV. リスクの統合と分散 

 

553. 個々のリスクの所要資本は、リスク間の依存関係の存在により、一定程度の

分散効果を反映した上で統合される。なお、リスクの統合には、相関行列が用い

られる。 

 

554. 所要資本の統合は、相関行列を用いて段階的に行われる。統合は、「結果の

要約」ワークシートおよび「所要資本」ワークシート内で自動計算されるため、

統合および分散については何らデータを入力する必要はない。 

 

555. 所要資本の統合手順は、「別紙 1 対象リスクと統合手順」のとおりとする。 

 

556. 最終的な保険事業の所要資本は、表 XIV-1 の相関行列を用いて統合された

後、オペレーショナルリスクが加えられる。 

 

表 XIV-1 最終的な所要資本の相関行列 
 生命保険 損害保険 巨大災害 市場 信用 

生命保険 100% 0% 25% 25% 25% 

損害保険 0% 100% 25% 25% 25% 

巨大災害 25% 25% 100% 25% 25% 

市場 25% 25% 25% 100% 25% 

信用 25% 25% 25% 25% 100% 
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XV. 非保険事業 

 

該当のワークシート 非保険事業 

 

557. 連結ベースの所要資本のうち、セクター固有の資本要件を持つ非保険金融事

業の所要資本は、以下のとおり。 

a. 連結対象の銀行事業の所要資本は、銀行セクターの資本要件（バーゼルⅢ

リスクアセット（RWA）73要件およびレバレッジ比率）を用いて、以下のと

おり計算することとする。 

 

所要資本 

＝リスクアセット（RWA）の 8%とレバレッジ比率の対象となるエクスポ

ージャー額の 3%のうち大きい額 

 

b. 連結対象の非銀行事業の所要資本は、以下のとおり計算することとする。 

 

所要資本 

＝当該事業のセクター固有の所要資本と当該事業の総収入74（過去 3年

平均）の 15%のうち大きい額 

 

c. 持分法が適用される銀行事業および非銀行事業の所要資本の額は、以下の

とおり計算することとする。 

 

所要資本 

＝当該事業のセクター固有の所要資本×持分比率 

 

d. 市場価格で評価される銀行事業および非銀行事業の所要資本は、当該事業

に対する株式リスクの所要資本（XI.3「株式リスク」参照）として計算す

ることとする。 

 

558. 連結ベースの所要資本のうち、セクター固有の資本要件を持たない非保険金

                         
73 当該手法は規制対象の銀行事業に関する所要資本を単純合算するものである。理論上、グルー

プ内での相殺が存在し得るが、実務上の観点から単純合算することとする。 
74 資産運用事業については、総収入には、第三者に対する資産運用事業に関するもののみを含

め、グループ内の自己資産の管理に関するものは除くこととする。なお、総収入の定義は、バー

ゼルⅡ完全版（http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf）の 650項参照。 

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
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融事業の所要資本は、以下のとおり。 

a. 連結対象の銀行事業の所要資本は、以下のとおり計算することとする。 

 

所要資本 

＝レバレッジ比率の対象となるエクスポージャー額の 4% 

 

b. 連結対象の非銀行事業の所要資本は、以下のとおり計算することとする。 

 

所要資本 

＝当該事業の総収入（過去 3年平均）の 15%  

 

c. 持分法が適用される銀行事業の所要資本の額は、以下のとおり計算するこ

ととする。 

 

所要資本 

＝当該事業のレバレッジ比率要件×持分比率 

 

d. 持分法が適用される非銀行事業の所要資本は、以下のとおり計算すること

とする。 

 

所要資本 

＝当該事業の総収入（過去 3年平均）の 15% ×持分比率 

 

e. 市場価格で評価される銀行事業および非銀行事業の所要資本は、当該事業

に対する株式リスクの所要資本（XI.3「株式リスク」参照）として計算す

ることとする。 

 

559. 非金融事業の所要資本は、持分法による投資額または市場価格に対して、431

項の aから dに規定するストレスシナリオを適用して計算することとする。 

  



2021年 8月版 

165 

XVI. 税効果 

 

該当のワークシート 結果の要約 

バランスシート 

 

XVI.1.1. 一般原則 

 

560. 会計ベースのバランスシートにおいて認識されている DTAおよび DTLは、経

済価値ベースのバランスシートにおいても、それぞれ同額の DTA および DTL と

して認識することとする。 

 

561. 以下の 2つの項目が、税効果の影響を受ける。 

a. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTL 

b. 所要資本における税効果 

 

562. 連結ベースの計算においては、連結実効税率に基づくグループレベルでの計

算を、経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTLおよび所要資本における税

効果に適用することとする。 

 

563. 連結実効税率は、保険事業を行う事業体（またはサブグループ）レベルの法

定実効税率を、会計ベースの税引前利益（3年平均）を用いて加重平均したもの

とする。なお、会計ベースの税引前利益は 0を下限とする。 

 

564. 基準日時点で成立している、または実質的に成立している税法等に基づく法

定税率を用いて連結実効税率を計算することとする。例えば、税務当局が将来

的な税率の変更を公布している場合、実質的に成立していると考えられるため、

変更後の税率を用いることとする。 

 

連結実効税率の計算例 

 

○ 異なる法域に所在する以下の事業体から成る保険グループを考える。 

 事業体 A：X 国に所在する保険事業体 

 事業体 B：Y 国に所在する保険事業体 

 事業体 C：Z 国に所在する再保険事業体 

 事業体 D：Z 国に所在する銀行事業体 
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事業体 
法定 

実効税率 

会計ベースの税引前利益 

2018年度 2019年度 2020年度 

A 30% 500 700 -200 

B 25% 1,000 -100 900 

C 20% 2,000 500 1,500 

D 20% 200 500 300 

 

○ 事業体 Dは非保険事業を行っているため、計算から除外する。 

○ 事業体 A および事業体 B において、会計ベースの損失を計上した年度につ

いては、下限の 0を適用する。 

○ 当該保険グループの連結実効税率は、以下のとおり計算される。 

[30%*(500+700+0)+25%*(1,000+0+900)+20%*(2,000+500+1,500)] 

/(500+700+0+1,000+0+900+2,000+500+1,500)=23.03% 

 

XVI.1.2. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTL 

 

565. V「経済価値ベース評価手法」に従い経済価値ベースのバランスシートを作

成する場合、会計ベースから経済価値ベースへの資産・負債の調整を通じて、対

応する DTA・DTLの調整が行われる。経済価値ベースへの調整の結果として追加

的に生じる DTAについては、利用可能性の評価を行うこととする。 

 

566. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTL は、経済価値ベースのバラン

スシートの作成において調整が行われたバランスシートの項目ごとに計算する

こととする。項目ごとの税務上の取り扱いに応じて、DTA・DTL の調整が行われ

るか、または調整が行われないこととなる。ある項目またはその構成要素の変

動が税務との一時差異を生じさせない場合（例：資本項目や損金算入できない

項目、益金算入されない収益を生み出す項目などの永久差異を表す項目）、調整

は行われない。これらの項目またはその構成要素は、DTA・DTL の調整計算から

除外することとする。 

 

567. MOCE を除く全てのバランスシートの項目またはその構成要素について、経

済価値ベースへの調整により税効果が生じる場合、会計ベースと経済価値ベー

スの評価額の差異に法定実効税率（連結ベースの場合は、XVI.1.1 で規定する連

結実効税率）を乗じて DTA・DTLを計算することとする。この項目別計算から生

じる DTAの合計と DTLの合計は、別々に報告することとする。会計ベースの DTA・

DTL は、経済価値ベースへの調整から生じる DTA・DTL の正味額により調整され
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る。 

 

568. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA には、MOCE に関する DTA を含める

こととする。MOCE に関する DTAは、MOCEの金額に法定実効税率（連結ベースの

場合は、XVI.1.1で規定する連結実効税率）を乗じた額として、テンプレート上

で自動的に計算される。 

 

XVI.1.3. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA の利用可能性評価 

 

569. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA（利用可能性評価前）は、567 項の

項目別計算により生じた DTA および 568 項の MOCE に関する DTA の合計額とす

る。 

 

570. 経済価値ベースへの調整から生じる DTA（利用可能性評価後）には、以下の

算式による上限を適用することとする。 

 

経済価値ベースへの調整から生じる DTA の上限 ＝ a + max(0,b-c-d) 

 

a. 567項の項目別計算により生じた DTL の合計額 

b. 会計ベースのバランスシートにおける DTL（保険事業に係る額に限る） 

c. 221項に規定された Tier1資本から控除される資産に関連する DTL  

d. 会計ベースのバランスシートにおける DTA（保険事業に係る額に限る） 

 

XVI.1.4. 所要資本における税効果 

 

571. 所要資本の計算において、税による軽減効果を考慮することとする。所要資

本における税効果は、分散効果反映後およびマネジメント・アクション考慮後

の所要資本に等しい課税損失が即時に発生した場合に生じる正味 DTA の増加に

基づく。所要資本における税効果に対して、以下に規定する利用可能性の評価

を行うこととし、利用可能な税効果は、所要資本から控除される。 

 

572. 所要資本における税効果（上限適用前）は、所要資本を課税損失とみなして、

以下のとおり計算される。 

 

所要資本（マネジメント・アクション考慮後および分散効果反映後） 

×法定実効税率（連結ベースの場合は、XVI.1.1 で規定する連結実効税率） 
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573. 利用可能な税効果は、以下の算式を用いて計算することとする。 

 

Max(0,Min(所要資本における税効果（上限適用前）,保険事業に係る所要資本

*20%,a+b+c-d)) 

 

a. 85%×ΣMin(欠損金の繰戻還付金,配賦された所要資本における税効果) 

b. ストレス下において保険事業から生じる将来の課税所得×法定実効税率

（連結ベースの場合は、XVI.1.1で規定する連結実効税率） 

c. Max(0,経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係る DTL（576

項の控除後） - 経済価値ベースのバランスシートにおける保険事業に係

る DTA) 

d. Max(0,Min(15%×保険事業に係る所要資本,経済価値ベースのバランスシー

トにおける保険事業に係る DTA - 経済価値ベースのバランスシートにお

ける保険事業に係る DTL（576項の控除後）)) 

 

574. 欠損金の繰戻は、過年度（欠損金の繰戻が認められるかどうか、および認め

られる対象期間は法域により異なる）の利益を当年度の損失で相殺し、税金の

還付を受けることをいう。欠損金の繰戻は全ての法域で利用できないため、欠

損金の繰戻還付金は以下のとおり計算することとする。 

a. 基準日時点の欠損金の繰戻還付金を、事業体（またはサブグループ）レベ

ルで特定する。 

b. 会計ベースの保険負債に基づき、572 項で規定する所要資本における税効

果（上限適用前）を事業体（またはサブグループ）に配賦する。 

c. 事業体（またはサブグループ）ごとに、上記 a または b のうち小さい方の

額を特定し、グループ全体で集計する。 

d. 上記 cに 85%を乗じた額を、573項の aの額とする。 

 

575. 573 項の bの額は、以下のとおり計算することとする。 

a. 将来 5年間の累積純損失を予想する場合、ゼロとする。 

b. その他の場合、過去 5 年間の会計ベースの税引前利益の合計の 50%を用い

ることとする。なお、過去 5年間に事業上の重要な変化（例：M&A）がある

場合は、その影響を考慮して税引前利益を調整することとする。 

 

576. 573 項の c および d で使用される DTL は、XVI.1.2「経済価値ベースへの調

整から生じる DTA・DTL」および XVI.1.3「経済価値ベースへの調整から生じる
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DTAの利用可能性評価」に規定された調整を適用後、Tier1資本から控除される

資産に関連する DTL を控除したものとする（VI.4.1「Tier1資本からの控除」参

照）。 

 

所要資本における税効果の計算例 

 

○ 以下の保険グループを想定する。 

 保険事業を行う事業体が日本、米国、英国、韓国に所在 

 FY2に重要な子会社を獲得 

 所要資本は 10,000 

 連結実効税率は 30% 

 所要資本における税効果（上限適用前）は 3,000(=10,000*30%) 

 経済価値ベースのバランスシートにおける DTA は 300（うち保険事業に

係る額は 250）、DTLは 850（うち保険事業に係る額は 700） 

 過去 5年間の会計ベースの税引前利益の合計は 8,000 

 獲得した子会社の FY1における会計上の税引前利益は 100 

 

○ 利用可能性の評価で用いる課税所得の源泉 

a. 欠損金の繰戻還付金 

 日本 米国 英国 韓国 合計 

会計ベースの保険負債 4,000 8,000 2,000 6,000 20,000 

配賦された所要資本に

おける税効果 
600 1,200 300 900 3,000 

欠損金の繰戻還付金

（上限適用前） 
N/A 100 1,000 N/A 1,100 

欠損金の繰戻還付金

（上限適用後） 
N/A 100 300 N/A 400 

利用可能性の評価に用いる欠損金の繰戻還付金は 340(=400*(1-15%)) 

b. ストレス下において保険事業から生じる将来の課税所得 

利用可能性の評価に用いる課税所得は 1,215(=(8,000+100)*30%*50%) 

c. 利用可能性の評価に用いる保険事業に係る正味 DTLは 450 

(=Max(0,700-250)) 

d. 利用可能性の評価に用いる保険事業に係る正味 DTAは 0 

(=Max(0,Min(15%*10,000,250-700))) 

 

○ a+b+c-d=2,005(=340+1,215+450-0) 
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○ 所要資本における税効果は 2,000(=Min(3,000,10,000*20%,2,005)) 
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XVII. 内部モデル 

 

該当のワークシート 内部モデル 

差異分析 

規制上の活用 

モデルガバナンス 

自己評価 

 

XVII.1.1. 概要 

 

577. 「内部モデル」ワークシートには、内部モデルによる計算結果を入力するこ

ととする。また、質問票において、本仕様書の方法における計算結果との差異お

よびその要因（「差異分析」ワークシート）、内部モデルの詳細（計算前提、確率

分布、用いたパラメータや統合手法、モデルガバナンス）（「モデルガバナンス」

ワークシート）、XVII.1.4 で規定する基準を満たしているかどうかの自己評価

（「自己評価」ワークシート）等を記載することとする。 

 

578. 一部の項目のみ入力可能な場合、当該項目のみ入力することができる。 

 

579. 内部モデルの対象は、規制上の所要資本の計算目的で当局に承認されたモデ

ルに限られない。当局承認の有無にかかわらず、リスク管理目的で保有してい

るモデルを対象とする。 

 

580. 本試行の巨大自然災害リスクの所要資本の計算に使用したモデルに関して

は、別途「自然災害モデル」ワークシートに記載することとし（351 項参照）、

「モデルガバナンス」ワークシートおよび「自己評価」ワークシートの対象外と

する。ただし、当該モデルとは異なるモデルを巨大自然災害リスクに関する内

部モデルとして使用している場合、当該モデルとは異なるモデルに関して「モ

デルガバナンス」ワークシートおよび「自己評価」ワークシートに記載すること

とする。 

 

XVII.1.2. 較正 

 

581. 入力するデータは、本試行と同一のリスク尺度、信頼水準および保有期間（す

なわち、保有期間 1年・信頼水準 99.5%の VaR）に基づくものとする。 
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582. 内部モデルのリスク尺度等が本試行のものと完全に一致していない場合は、

近似値を用いることができる。その場合は、前項に加え、各社のリスク尺度等お

よびその計算結果について質問票に記載することとする。 

 

XVII.1.3. インプット 

 

583. 全ての定量化可能なリスクの計算を完全内部モデルにより行っている場合

には、バランスシート項目（「資産」「保険負債」「その他負債」「純資産」）の全

てを入力することとする。なお、部分内部モデルを用いている場合は、全ての項

目を入力する必要はない。 

 

584. 本試行の区分やリスクの定義を用いて、所要資本の各構成要素を入力するこ

ととする。統合後の所要資本（例：金利リスクではなく市場リスク等）のみ入力

可能な場合、当該数値を入力することとする。なお、信頼性の高い方法でより粒

度の高い所要資本を計算できる場合は、その粒度の高いデータについて質問票

に記載することとする。 

 

XVII.1.4. 自己評価の基準 

 

585. 内部モデルのガバナンス等について、以下に規定する 10 の基準が満たされ

ているかどうかを自己評価した結果およびその理由を含む関連情報を質問票に

記載することとする。なお、基準を全て満たすことは、577項の内部モデルの計

算結果等を提出するための必要条件ではない。 

 

基準 1：内部モデルのスコープが定義されていること 

 

586. スコープ（適用範囲）としては、以下の 2つのアプローチが考え得る。 

a. 部分内部モデル：本仕様書の計算方法の一部を置き換えるもの。例えば、

以下を置き換えることが考えられる。 

i. 一つ以上のリスク（例：市場リスク） 

ii. 一つ以上のサブリスク（例：株式リスク） 

iii. 本仕様書の計算方法で捉えられていないリスクまたはサブリスク 

iv. 一つ以上の主要な事業単位または事業体 

b. 全部内部モデル：本仕様書の計算方法の全てを置き換えるもの。 
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基準 2：厳格な内部モデルの検証プロセスが整備されていること 

 

587. 内部モデルのフレームワークが健全かどうか、または改善が必要かどうかを

証明するために、厳格な内部モデルの検証プロセスを整備しなければならない。

内部モデルの検証は、内部モデルの能力や限界をより良く理解し、内部モデル

とそれをサポートするプロセスが目的に対して十分かつ適切であることを確認

するために実施するものである。 

 

588. 内部モデルの検証は、市場やオペレーションの状況変化に対応して定期的に

検証手法を改善しながら、反復的に実施されるプロセスである。万能な検証手

法は存在せず、検証アプローチの構造は、内部モデルの仕様、目的、意図される

用途に依存する。 

 

589. ICP17.18 に基づき、以下を遵守しなければならない。なお、本試行において

は、cおよび eは自己評価において考慮しないこととする。 

a. 内部モデルのパフォーマンスを監視し、モデルの仕様の継続的な適切性を

定期的にレビュー・検証すること 

b. 変化する状況において、統計的品質テスト、較正テスト、ユーステストの

基準に適合し続けていることを示すこと 

c. 内部モデルに対する重要な変更を監督当局に通知すること 

d. 内部モデルの変更を適切に文書化すること 

e. 監督当局のレビューに必要な情報を報告すること 

 

590. 内部モデルの検証には、定量的要素と定性的要素の両方を含めなければなら

ない。統計的手法を用いて推定値と実績値を比較する純粋に技術的・数学的な

作業を検証と考える場合があるが、推定値と実績値の比較だけにフォーカスし

た検証では不十分である。内部モデル全体のパフォーマンスを評価する際には、

モデル全体および構造、ガバナンス、データ、プロセスに関する各構成要素を評

価することが重要である。 

 

591. 内部モデルの検証の実効性を確保するためには、客観的な異議表明が不可欠

である。モデルの独立した検証は、内部モデルの全体的なパフォーマンスの評

価・検証に役立つ。したがって、検証が社内・社外のいずれで実施されているか

に関わらず、検証機能の適度な独立性が重要であり、検証者には、必要なスキ

ル、知識、専門的知見、経験が備わっていなければならない。 
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基準 3：取締役会による承認が行われていること 

 

592. 内部モデルのオーナーシップは取締役会にあり、内部モデルがガバナンス上

規定された検証プロセスに従い検証されていることを保証するため、取締役会

による承認が行われなければならない。 

 

基準 4：統計的品質基準が遵守されていること 

 

593. ICP17.14 に基づき、以下を遵守しなければならない。 

a. 内部モデルの基礎となる定量的手法を評価する統計的品質テストを実施し、

モデルのインプットとパラメータの選択を含む当該手法の適切性を示し、

モデルの基礎となる計算前提を正当化すること。また、その証拠を示すこ

と 

b. 内部モデルを用いた所要資本の計算が会社全体のリスクポジションに対応

したものであり、モデルで用いられる基礎データが正確かつ完全であるこ

と 

 

594. 統計的品質テストは、内部モデルにおける狭義の技術的な論点に対して行わ

れるものである。当該論点として、以下が挙げられる。 

a. 計算手法および計算前提 

b. 重要なリスクを捉えているかどうか 

c. データ（外部データを含む）およびエキスパート・ジャッジメント 

d. リスクの統合および分散効果 

e. 保険負債の計算手法との整合性 

f. リスク削減効果およびマネジメント・アクションの考慮 

g. 金融保証および契約上のオプション 

 

595. 統計的品質テストは、内部モデルの個々の構成要素に着目するものである。

内部モデルを構成する要素および用いられるインプットは、各々このテストに

合格しなければならない。 

 

596. 統計的品質テストにおいては、モデリングの自由が相当程度許容される。た

だし、モデリングのアプローチは、リスクおよび事業の性質、規模、複雑さに見

合ったものでなければならない。 

 

597. 統計的品質テストは、リスクを評価・統合するアプローチの特定に関して、
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会社が責任を負う範囲を定めるものである。基準 2 と併せて、良く組織化・文

書化され、統制の効いた、異なるモデリング領域も含めた会社全体に対して整

合的に適用されるモデル開発・改良のプロセスを促進させる。 

 

598. 内部モデルの構築に用いられるデータは、モデルのパフォーマンスの主要な

ドライバーの一つである。データの選択の際には、常にある程度のエキスパー

ト・ジャッジメントを伴う。 

 

基準 5：較正テスト基準が遵守されていること 

 

599. ICP17.15 に基づき、規定のモデリング基準を遵守していることを示すため

に、較正テストを実施しなければならない。 

 

600. 較正の定義は、統計学や保険数理で一般的に用いられるものとは異なる。例

えば、統計学上のモデルの較正は、通常、事前に定めた基準（例：適合度）を充

足するモデル表現を得るために、モデルのパラメータを調整するプロセスとし

て定義されるが、本試行においては、保有期間 1年・信頼水準 99.5%の VaRを計

算できるように調整することをいう。 

 

601. 内部モデルが保有期間 1年・信頼水準 99.5%の VaRに較正されていない場合

は、保有期間 1年・信頼水準 99.5%の VaR に再較正するか、または、保有期間 1

年・信頼水準 99.5%の VaRとの差異を定量的に示さなければならない。 

 

基準 6：ユーステスト基準とガバナンスが遵守されていること 

 

602. ICP17.16に基づき、以下を遵守しなければならない。 

a. 内部モデル、その手法および結果が、リスク戦略およびオペレーションの

プロセスに完全に組み込まれていること（ユーステスト） 

b. 取締役会および上級経営者が、リスク管理目的の内部モデルの構築および

使用を全体的に統制し、その責任を有し、組織構造内の適切なレベルにお

いてモデルの構築が十分に理解されるように保証すること。特に、取締役

会および上級経営者が、内部モデルのアウトプットと限界がリスク・資本

管理の意思決定に及ぼす影響を理解している証拠を示さなければならない。 

c. 内部モデルに関する適切なガバナンスおよび内部統制が構築されているこ

と 
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603. ユーステストは、実質的に、監督当局と会社の間の信頼関係をサポートする

証拠である。内部モデルが会社のリスクの見通しを反映するものであり、意思

決定に用いられており、規制上の所要資本を削減する目的で開発されていない

という確証を監督当局が得るために、この信頼関係が必要とされる。 

 

基準 7：文書化基準が遵守されていること 

 

604. ICP17.17 に基づき、手法の基礎となる理論および計算前提の概要を含む内

部モデルのデザイン、構造、ガバナンスを文書化しなければならない。文書化

は、統計的品質基準、較正テスト基準、ユーステスト基準を含む内部モデルの検

証基準を遵守していることを示す程度に十分でなければならない。 

 

605. 文書化の主な目的は以下のとおり。 

a. キーパーソンリスクの軽減 

b. 監督当局によるモデルのレビューおよび承認の促進 

c. 上級経営者の理解の促進 

d. モデルの弱点の認識 

 

基準 8：スコープを制限する正当性があること（部分内部モデルのみ） 

基準 9：より適切にリスクプロファイルを反映すること（部分内部モデルのみ） 

 

606. 監督当局の視点からは、あるリスクまたは事業に内部モデルを適用し、その

他のリスクまたは事業に本試行による手法を適用する場合、チェリーピッキン

グの懸念が生じる。したがって、部分内部モデルの場合は、スコープを制限する

正当性、およびスコープを制限することによって本試行の手法より適切にリス

クプロファイルが反映されることを示さなければならない。 

 

基準 10：本試行の手法の結果と適切に統合できること（部分内部モデルのみ） 

 

607. 最終的な所要資本を計算するために、部分内部モデルと本試行の手法の結果

が、慎重かつ整合的に統合されることが重要である。したがって、特に、本試行

の手法と同様のデザインではない（例：本試行と同様のリスクの定義や区分に

沿ったものではない、本試行と信頼水準が異なる）内部モデルの場合は、本試行

の手法の結果と適切に統合できることを示さなければならない。 
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XVIII. 保険負債の検証レポート 

 

XVIII.1.1. 概要 

 

608. V.2「現在推計の計算方法」および V.3「割引率」の規定を踏まえ、保険負債

（現在推計）が適切に計算されていること75を検証し、その結果を纏めたレポー

ト（以下、単に「レポート」という。）を作成することとする。なお、レポート

は当庁の情報収集が目的であり、レポートの回答が十全でないことをもって本

試行の再提出等を求めるものではない。また、レポートの項目は現在検討中の

ものであり、今後変更される可能性がある。 

 

609. 前項のレポートの様式は問わないが、意図されたレポートの利用者（各社の

経営陣および当庁）が、レポートの内容、適切性、透明性、完全性、理解可能性

（結果に内在する不確実性の伝達を含む）について、高い信頼を置けるように

作成することとする。特に、以下に留意することとする。 

a. 各社の経営陣および当庁が、レポートの内容の適切性を判断できる程度に

十分な情報を含めること 

b. 上記の情報を明確に記載すること 

 

XVIII.1.2. 記載項目 

 

610. 実施した全ての主要な検証作業および検証結果等について、その要約を記載

することとする。具体的には、以下の項目について、記載することとする。 

① 結論 

② 経営陣との議論 

③ 重要情報 

④ 計算および検証プロセス 

⑤ データ品質 

⑥ 計算手法およびモデル 

⑦ 前提条件 

⑧ 変動要因分析 

⑨ 現在推計と実績の比較 

⑩ 感応度分析 

                         
75 本試行においては、保険負債の水準が適切であるかどうかは、検証のスコープに含めないこと

とする。 
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⑪ 検証者に関する情報 

 

611. 本試行によらない他の指標（例：保険計理人の収支分析、EV等）に対する検

証結果に依拠した場合は、どのように当該検証の信頼性を確保したかに加え、

当該他の指標に対する具体的な検証作業および検証結果を記載することとする。 

 

612. ①「結論」には、以下を記載することとする。 

a. 保険負債が適切に計算されているかどうかの検証に関する結論（懸念事項、

重要な不備および欠陥ならびにそれらの改善提案を含む） 

b. 保険負債が、V.2「現在推計の計算方法」および V.3「割引率」の規定を遵

守しているかどうかの評価結果、および遵守達成のために必要な変更があ

ればその内容 

c. 保険負債の計算の際に行った推計に関する不確実性の源泉と程度（起こり

得るシナリオを参照した潜在的な不確実性の説明を含む） 

 

613. ②「経営陣との議論」には、以下を記載することとする。なお、本試行にお

いては経営陣の具体的なレベルを定めないが、議論を行った経営陣の役職名・

会議体名を明記することとする。 

a. レポートに関して経営陣と行った議論の内容 

b. 改善提案が経営陣に承認されたかどうかの詳細 

c. これまでの経営陣との議論において承認された改善提案に関する現在まで

の進捗状況 

 

614. ③「重要情報」には、⑤から⑩の記載内容を踏まえ、以下に関する概要を記

載することとする。 

a. 保険負債の額に重大な影響を与える要素（リスクドライバーおよび前提条

件を含む） 

b. 保険負債の計算の際に行った重要なエキスパート・ジャッジメント 

 

615. ④「計算および検証プロセス」には、保険負債の計算および検証プロセスの

概要を記載することとする。具体的には、例えば、以下の各プロセスにおける計

算者または検証者による手続きの概要、およびその実施主体（例：担当部門）を

記載することとする。 

a. 保険負債の計算に用いるデータに関連するプロセス 

b. 保険負債の計算に用いる計算手法およびモデルに関連するプロセス 

c. 保険負債の計算に用いる前提条件に関連するプロセス 
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d. 保険負債の計算の実行および計算結果の検証に関連するプロセス 

 

616. ⑤「データ品質」には、以下を記載することとする。 

a. 保険負債の計算に用いたデータ、データに関する統制、およびデータの正

確性、完全性、適切性をどのように確保したかの概要 

b. データに内在する主要な不確実性または限界（例：目的適合性、異なる時

点間の整合性、適時性、ITシステム、個別の保険契約データや過去データ

の利用可能性）、および保険負債の計算の際に当該不確実性または限界に対

して講じた措置の概要 

c. 金融市場から得られる関連情報や保険引受リスクに関する一般に利用可能

なデータが、保険負債の評価にどのように組み込まれているかの概要 

 

617. ⑥「計算手法およびモデル」には、以下を記載することとする。 

a. リスクの主要なドライバー、商品の内容および管理方法を踏まえた、保険

負債の計算に用いた手法およびモデルとその妥当性。なお、少なくとも以

下の観点（該当があるものに限る）を含めることとする。 

○ 保険負債の計算に含まれるキャッシュフローの要素 

○ リスク特性を踏まえたキャッシュフロー予測におけるグループ化 

○ 再保険回収額の計算方法 

○ 保険契約の認識・契約の境界線の取扱い 

○ 将来の裁量給付およびマネジメント・アクションの取扱い 

○ 採用した簡便法（下記の cに該当するものは除く） 

b. 保険負債の計算に用いた通常の市場慣習ではない手法、および当該手法を

選択した妥当性 

c. データが不十分なために信頼性の高い保険数理手法が適用できない保険契

約の保険負債の計算に用いた手法、および当該保険負債の計算に用いた近

似の妥当性 

d. 保険契約に含まれる保証とオプションの計算に用いた手法、およびモデル

の妥当性 

e. 保険負債の計算に用いた ITシステムが、保険数理手法または統計的手法を

十分にサポートしているかどうかの概要 

f. 保険負債の計算結果が手法またはモデルによって異なる場合、複数の手法

またはモデル毎の結果の主要な差異、および当該差異に対する考察 

g. 前回の試行で用いた手法からの主要な変更、当該変更の妥当性、および保

険負債への影響額 
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618. ⑦「前提条件」には、以下を記載することとする。 

a. 保険負債の基礎となる主要な前提条件76、ならびにその決定に用いたデー

タおよび手法の妥当性。なお、過去データでは捉えられていない事象を含

めた、期待される将来の状況の評価を踏まえることとする（108項参照） 

b. 前回の試行で用いた前提条件からの主要な変更、当該変更の妥当性、およ

び保険負債への影響額 

c. 前提条件の決定の際に行った主要なエキスパート・ジャッジメントの妥当

性 

 

619. ⑧「変動要因分析」には、前回の試行の保険負債と比較した場合における主

要な変動要因とその影響額を記載することとする。主要な変動要因には、例え

ば、新契約の影響、予測と実績の差異、計算手法の変更、前提条件の変更等が含

まれ得る。 

 

620. ⑨「現在推計と実績の比較」には、以下を記載することとする。なお、損害

保険契約に関しては、重要性がないと認められる場合を除き、未経過責任に係

る現在推計と既発生事故に係る現在推計を区分することとする。 

a. 前回の試行の現在推計と実績の比較に用いたプロセスの概要、および当該

プロセスの有効性に関する懸念 

b. 前回の試行の現在推計と実績の比較における発見事項、および当該発見事

項から導かれた現在推計の計算に用いたデータ、手法および前提条件に関

する結論 

c. 実績が前提条件から著しく乖離している領域、およびその要因（例：基礎

となる実績のボラティリティから生じた乖離、用いたデータ、手法および

前提条件の妥当性に関する乖離等） 

 

621. ⑩「感応度分析」には、保険負債の基礎となる主要な各前提条件に対する保

険負債の感応度分析の結果を記載することとする。なお、前提条件には経済前

提（例：金利、為替）および非経済前提（例：保険事故発生率、事業費率、解約・

失効率）が含まれ得る。 

 

622. ⑪「検証者に関する情報」には、以下を記載することとする。ただし、本試

行においては、検証者と計算部門等が独立していることは必ずしも必須としな

い。 

                         
76 経済前提については、V.3「割引率」との整合性に留意することとする。 
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a. 検証責任者の所属、役職および氏名 

b. 検証の担当者および責任者の、モデルの開発部門および計算部門からの独

立性をどのように確保したかに関する情報 

c. 検証の担当者および責任者が妥当な知識と経験を有していることを示す

情報 

d. 検証に必要な権限およびリソースが確保されているかに関する情報 
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XIX. 子会社株式へのルックスルー・アプローチの適用 

 

XIX.1.1. 概要 

 

623. 単体ベースにおける子会社株式の取り扱いを検討するため、単体ベースの計

算においてルックスルー・アプローチを子会社株式に適用した場合のデータを

テンプレートに入力することとする。 

 

624. ルックスルー・アプローチは、単体ベースの報告会社が本試行における連結

ベースの報告77において連結対象とした社の株式（子会社が保有する子会社株式

も含まれ得る）に対して、ベストエフォートベースで適用することとする。 

 

625. 各ワークシートにおいて、次項以降の規定に従いルックスルー・アプローチ

を適用した後のデータを入力することとする。 

 

XIX.1.2. 子会社株式へのルックスルー・アプローチの適用方法 

 

626. ルックスルー・アプローチを適用した子会社が保有する資産・負債は、株式

の持分割合に応じて比例的に認識することとし、バランスシートの各項目およ

び所要資本の計算におけるエクスポージャーは、当該資産・負債に基づくこと

とする。また、当該アプローチを「比例連結ベース」と呼ぶこととする。 

 

627. 次項の基準を満たす場合、子会社が保有する資産・負債を持分割合 100%とみ

なして認識し、当該資産・負債に基づきバランスシートの各項目および所要資

本の計算におけるエクスポージャーを認識できることとする。また、当該アプ

ローチを「全部連結ベース」と呼ぶこととする。 

 

628. 持分割合が 100%未満の子会社株式について、比例連結ベースを適用した場

合と全部連結ベースで適用した場合の差異に重要性がないと考えられる場合、

全部連結ベースを適用できることとする。 

 

629. ルックスルー・アプローチ適用後のバランスシートに基づき、所要資本およ

び適格資本を計算する。所要資本および適格資本の計算は、以下 630 項～632項

                         
77 単体ベースの報告会社またはその親会社に係る連結ベースの報告を指すこととし、該当する報

告を行っていない場合は、テンプレートへの入力は不要とする。 
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に記載の事項を除き、II「一般原則」および IV「バランスシート」～XVI「税効

果」に記載の方法に従うこととする78。 

 

630. 資本調達手段の適格性基準における「保険契約者」とは、「報告会社に係る

保険契約者」を指すこととする。 

 

631. ルックスルー・アプローチの適用により非支配株主持分が生じた場合は、

Tier1資本から控除することとする。 

 

632. ルックスルー・アプローチ適用後のバランスシートおよび所要資本に対して、

XVI「税効果」に規定されたグループレベルの計算に準じた税効果の計算を行う

こととする。計算に用いる実効税率は 563 項に準じることとし、ルックスルー・

アプローチを適用した子会社を含めた各事業体（またはサブグループ）レベル

の法定実効税率を加重平均したものとする。 

 

XIX.1.3. その他 

 

633. 「子会社情報」ワークシートにおいて、本試行における連結ベースの報告に

おいて連結対象とした社の株式（子会社が保有する子会社株式も含まれ得る）

に関する情報を入力することとする。 

 

634. 「会社名」列において、子会社の名称を入力することとする。なお、複数の

子会社のデータを一体的に管理している場合は、主要な一社の名称を入力する

こと。 

 

635. 「会社の種類」列において、該当する会社種類をドロップダウンメニューか

ら選択することとする。 

 

636. 「所在地（国名）」列において、所在地（国名）を入力することとする。 

 

637. 「地理的区分」列において、該当する地理的区分をドロップダウンメニュー

から選択することとする。 

 

638. 「親会社単体 B/S の株式評価額（会計）」列において、ルックスルー・アプ

                         
78 非保険事業を行う子会社については、XV「非保険事業」の規定に従い所要資本を計測すること

とする。 



2021年 8月版 

184 

ローチ適用前の会計ベースのバランスシートにおける、当該子会社株式の評価

額を入力することとする。 

 

639. 「持分割合」列において、当該子会社株式の持分割合を入力することとする。 

 

640. 「LTA 適用方法」列において、該当するルックスルー・アプローチの適用方

法をドロップダウンメニューから選択することとする。 

 

641. 「質問票」ワークシートにおいて、子会社株式へのルックスルー・アプロー

チの適用に際して認識された実務的な課題や、仕様書と異なる取り扱いや簡便

的な取り扱いの採用等について記載することとする。 

 

以上 
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別紙 1 対象リスクと統合手順 

 

第 1 段階  第 2段階   

       

      

所 

要 

資 

本 

死亡リスク   

生命保険リスク 

  

長寿リスク     

罹患・障害リスク     

解約・失効リスク     

経費リスク     

      

保険料リスク   
損害保険リスク 

  

支払備金リスク     

      

巨大自然災害リスク   
巨大災害リスク 

  

その他の巨大災害リスク     

      

金利リスク   

市場リスク 

  

スプレッドリスク     

株式リスク     

不動産リスク     

為替リスク     

資産集中リスク     

      

   信用リスク   

      

   ＋   

  オペレーショナルリスク  
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別紙 2 保険負債の報告区分 

生命保険契約（損害保険契約のうち積立勘定に属するものを含む）79 

報告区分 区分例 

死亡保険（無配当） 
個人定期保険、団体定期保険、収入保障保険 

注：解約返戻金が無いか僅少である保険 

医療保険（無配当） 

医療保険、介護保険、がん保険 

注：解約返戻金が無いか僅少である保険、または、

損保の第三分野のストレステストの対象商品 

その他の保障性保険（無配当） 
終身保険、養老保険、逓増定期保険 

注：運用成果に依拠しない解約返戻金を有する保険 

最低保証の無い貯蓄性保険 

生存保障保険（無配当） 

財形保険、最低保証の無い変額保険 

損保の積立保険（積立部分） 

年金保険 個人年金保険、団体年金保険（定額） 

有配当保険（年金保険を除く） 終身保険、定期保険、団体保険 

最低保証付変額保険 

最低保証付変額年金保険 

変額年金保険、団体年金保険（変額） 

注：最低保証付の特別勘定商品 

その他の生命保険 上記以外の生命保険 

 

 

                         
79 生命再保険契約も含まれ得る。 
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別紙 3 保険負債の差異調整例 

各項目の入力内容の考え方 

内容 

計算対象 

生命保険 

損害保険（未経過） 
損害保険（既発生） 

会計ベース 保険負債 1 保険負債 7 

再保険のグロスアップ 保険負債 2－保険負債 1 保険負債 8－保険負債 7 

その他の組替調整（DAC等） （該当あれば入力） （該当あれば入力） 

契約の境界線の差異 保険負債 3－保険負債 2 （該当あれば入力） 

非経済前提の更新 保険負債 4－保険負債 3 保険負債 9－保険負債 8 

経済前提の更新 保険負債 5－保険負債 4 保険負債 10－保険負債 9 

保証とオプションのコスト 保険負債 6－保険負債 5 （該当あれば入力） 

その他 （該当あれば入力） （該当あれば入力） 

経済価値ベース 保険負債 6 保険負債 10 

 

生命保険・損害保険（未経過） 

各段階の 

保険負債 

計算前提 

再保険 契約の境界線 非経済前提 経済前提 
保証とオプシ

ョンのコスト 

保険負債 1 会計 会計 会計 会計 会計 

保険負債 2 グロス 会計 会計 会計 会計 

保険負債 3 グロス 経済価値 会計 会計 会計 

保険負債 4 グロス 経済価値 経済価値 会計 会計 

保険負債 5 グロス 経済価値 経済価値 経済価値 会計 

保険負債 6 グロス 経済価値 経済価値 経済価値 経済価値 

 

損害保険（既発生） 

各段階の 

保険負債 

計算前提 

再保険 非経済前提 経済前提 

保険負債 7 会計 会計 会計 

保険負債 8 グロス 会計 会計 

保険負債 9 グロス 経済価値 会計 

保険負債 10 グロス 経済価値 経済価値 

  



2021年 8月版 

188 

別紙 4 各国の準備金の取扱い 

 

準備金 取扱い 

Provision for Bonuses and Rebates (ドイツ) 利用目的に制限なし 

FX Volatility Reserve (台湾) 利用目的に制限あり 

Legal Capital Reserve and Special Capital Reserve 

for Revaluation Increments of Property (台湾) 
利用目的に制限なし 

Special Claim Reserve (台湾) 利用目的に制限あり 

Claim Fluctuation Reserve (台湾) 利用目的に制限なし 

Emergency Risk Reserve (韓国) 利用目的に制限あり 

Legal Reserve (韓国) 利用目的に制限なし 

Reserve for Business Rationalization (韓国) 利用目的に制限なし 

Voluntary Reserve (韓国) 利用目的に制限なし 

Merger reserves (英国、南アフリカ) 利用目的に制限なし 

Share Premium Reserve (英国) 利用目的に制限なし 

Safety Reserve（英国） 利用目的に制限なし 

Asset Valuation Reserve (米国監督会計) 利用目的に制限なし 

Interest Maintenance Reserve (米国監督会計) 利用目的に制限なし 

General Risk Reserves（中国） 利用目的に制限なし 

Regulatory Surplus Reserves（中国） 利用目的に制限なし 

Excess loan loss reserve（銀行子会社を有するグループ） 利用目的に制限あり 

Premium on Non-Controlling Interest（オーストラリア） 利用目的に制限なし 

Foreign Currency Translation Reserve（オランダ） 利用目的に制限なし 
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別紙 5 地理的区分の定義 

 

地域 含まれる国 

欧州経済領域（EEA） 

およびスイス 

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キ

プロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンラン

ド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイル

ランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブ

ルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ル

ーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェ

ーデン、英国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノ

ルウェー、スイス 

米国およびカナダ 米国80、カナダ 

中国 中国、マカオ 

日本 日本 

その他先進国市場81 オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、サン

マリノ、韓国、シンガポール、台湾、香港 

その他新興市場 新興市場の一覧は IMF の「世界経済見通し」2016年 4月

版82の表 Eを参照。なお、上記地域に含まれていない国は

「その他新興市場」に分類することとする。 

 

 

 

 

                         
80 米国 50 州およびコロンビア特別区以外の NAICメンバー（米サモア、グアム、北マリアナ諸島、

プエルトリコ、米バージン諸島）を含む。 
81 「その他先進国」は、IMFの先進国リスト（2016年 4月時点）から上記の他の地域を除いたも

のである。 
82 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf（2016年 5月 12 日時点） 


